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独立行政法人農林漁業信用基金



１．国民の皆様へ

独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）は、農業の担い手の

育成・確保、地球温暖化防止等森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため

の林業・木材産業の再生、国際競争力のある漁業経営体の育成・確保など農林漁業

政策の一環として、農林漁業を営む方の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要な

資金の融通を円滑にすること等により、農林漁業の健全な発展に資することを使命

とする独立行政法人です。

信用基金は、農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法等に基づき、農業・漁業

信用基金協会の行う農業・漁業の経営等に必要な資金の借入に係る債務保証等に対

する保険業務を運営するとともに、林業の経営等に必要な資金の借入について直接

債務保証を引き受ける業務等を行っています。また、農業災害補償法・漁業災害補

償法に基づき、農業・漁業災害が発生した際に、農業・漁業を営む方への共済金の

支払いが円滑に行われるよう農業・漁業共済団体への貸付け等の業務を行っていま

す。

特に、平成23年３月11日に発生した東日本大震災で被災された農林漁業を営む方

々の復興支援として、25年度においても24年度に引き続き、農業・漁業信用基金協

会が無担保・無保証人で債務保証を行うための保険の引受や、林業を営む方への緊

急保証を実施しているところです。

また、平成25年12月24日に閣議決定された｢独立行政法人改革等に関する基本的な

方針｣において、信用基金については、金融業務を行う法人であることから、

① 金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等の整備や外部有識者等

により構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、専門的に点

検する等の見直しを行う

② 主務大臣が民間等の出資者や外部の有識者のうちから任命した委員から成る

運営委員会（仮称）を設置し、重要事項の審議を行わせる

③ 農業信用保険事業、林業信用保証事業、漁業信用保険事業については、金融

庁検査を導入する

ことに取り組み、ガバナンスの高度化を図ることとされましたので、適切に対応し

てまいりたいと考えております。

私どもといたしましては、今後も事業・業務運営体制の更なる効率化、経費支出

の抑制、コンプライアンスの確保等ガバナンスの更なる強化に取り組み、引受審査

の更なる厳格化等に努めるとともに、現下の経済情勢に適切に対応し、信用基金の

使命を的確に果たしてまいります。

1



２．基本情報

(1) 法人の概要

① 法人の目的

信用基金は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証等、

漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行

うこと、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通す

ること並びに融資機関からの林業（林業種苗生産業及び木材製造業を含む。）経

営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業

経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資する

ことを目的としております。このほか、農業災害補償法（昭和22年法律第185号）

に基づき、農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必

要とする資金の貸付け等の業務、漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）に基

づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要

とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的としております（独立行政法人

農林漁業信用基金法（平成14年法律第128号）第３条）。

② 業務内容

信用基金は、上記の目的を達成するため以下の業務を行います。

(1) 農業信用保険業務……… ア 農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に

係る債務の保証等についての保険を行うこと。

イ 農業信用基金協会が行う保証業務の充実のた

めに必要な資金を貸し付けること。

(2) 林業信用保証業務……… ア 林業者等が融資機関から経営改善に資する資

金等を借り入れる際の債務を保証すること。

イ 林業者等及び木材卸売業者等が計画的に木材

の生産又は流通の合理化を図るために必要な資

金を供給する事業を行う都道府県に対し、これ

に必要な資金を貸し付けること。

ウ 株式会社日本政策金融公庫等に対し、森林整

備活性化資金の融通に必要な資金を無利子で寄

託すること。

(3) 漁業信用保険業務……… ア 漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に

係る債務の保証等につき保険を行うこと。

イ 漁業信用基金協会が行う保証業務の充実のた

めに必要な資金を貸し付けること。

(4) 農業災害補償関係業務… 農業共済団体等の保険金又は共済金の支払に

必要な資金の貸付け等を行うこと。
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(5) 漁業災害補償関係業務… 漁業共済団体の共済金又は再共済金の支払に

必要な資金の貸付け等を行うこと。

③ 法人の沿革

昭和62年10月 認可法人農業信用保険協会、特殊法人林業信用基金及び認可

法人中央漁業信用基金が統合し、認可法人農林漁業信用基金

として設立

平成12年４月 認可法人農業共済基金の業務を承継

平成15年10月 認可法人農林漁業信用基金を解散し、独立行政法人農林漁業

信用基金として設立

④ 設立根拠法

独立行政法人農林漁業信用基金法（平成14年法律第128号）

⑤ 主務大臣（主務省所管課等）

農林水産大臣（農林水産省経営局金融調整課・保険監理官、林野庁林政部企画

課、水産庁漁政部水産経営課・漁業保険管理官）及び財務大臣（財務省大臣官房

政策金融課）（農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務を除く。）
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⑥ 組織図（平成26年３月31日現在）

総括調整役・参事

企 画 調 整 室 企画推進課

システム管理課

総 務 課

総 務 部 人 事 課

経理総括課

経理業務課

監 理 室

理 副 理

理
農 業 管 理 室 調査企画課

事
事

農 業 第 一 部 審 査 役

長 長 事 保険・融資課

農 業 第 二 部 審 査 役

審査管理課

監 事 共 済 部 農業共済課

漁業共済課

林 業 管 理 室 業務推進課

林 業 部 保 証 課

林業管理・査定室 管 理 課

漁業管理・融資室 業務推進課

審 査 課

漁 業 部 保 険 課
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(2) 事務所の住所

東京都千代田区内神田一丁目１番12号 コープビル

(3) 資本金の状況

（単位：百万円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

政府出資金 160,439 580 12,383 148,636

地方公共団体出資金 5,174 39 － 5,213

民間出資金 29,932 － － 29,932

資本金合計 195,545 619 12,383 183,781

(4) 役員の状況（平成26年３月31日現在）

役 職 氏 名 任 期 担 当 経 歴

昭和45年４月 農林中央金庫入庫

理事長 堤 芳夫 自 平成23年10月1日 平成12年６月 農林中央金庫常務

至 平成27年9月30日 平成15年６月 農中情報システム(株)

代表取締役社長

平成17年４月 独立行政法人農林漁業

信用基金理事長

理事長補佐、 昭和53年４月 農林省採用

副理事長 平尾 豊德 自 平成23年10月1日 農業管理室、 平成22年７月 経営局長

至 平成27年9月30日 農業第一部、 平成23年10月 独立行政法人農林漁業

農業第二部関 信用基金副理事長

係業務担当

企画調整室、 昭和54年４月 農林省採用

理 事 塚本 和男 自 平成25年10月1日 総務部、監理 平成23年８月 国土交通省土地・建設

至 平成27年9月30日 室、漁業管理･ 産業局次長

融資室、漁業 平成25年10月 独立行政法人農林漁業

部、共済部関 信用基金理事

係業務担当

財務会計担当 昭和50年４月 東京海上火災保険(株)

理 事 稲田 進 自 平成25年10月1日 入社

至 平成27年9月30日 平成23年８月 東京海上ホールディン

グス(株)財務企画部長

平成23年10月 独立行政法人農林漁業

信用基金理事

農業管理室、 昭和48年４月 農業信用保険協会採用

理 事 石井 亮一 自 平成25年10月1日 農業第一部、 平成23年４月 独立行政法人農林漁業

至 平成27年9月30日 農業第二部関 信用基金農業第二部長

係業務担当 平成23年10月 独立行政法人農林漁業

信用基金理事
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林業管理室、 昭和54年４月 農林省採用

理 事 津元 賴光 自 平成25年10月1日 林業部、林業 平成23年８月 北海道森林管理局長

至 平成27年9月30日 融資・査定室 平成25年10月 独立行政法人農林漁業

関係業務担当 信用基金理事

漁業管理・融 昭和53年４月 農林省採用

理 事 成子 隆英 自 平成24年4月 1 日 資室、漁業部、平成20年７月 水産庁増殖推進部長

至 平成26年3月31日 漁業共済関係 平成23年10月 独立行政法人農林漁業

業務担当 業信用基金理事

昭和56年４月 農林中央金庫入庫

監 事 泉澤 和行 自 平成25年10月1日 平成20年８月 農林中央金庫ＪＦマリ

至 平成27年9月30日 ンバンク部長

平成21年10月 独立行政法人農林漁業

信用基金監事

昭和51年４月 林業信用基金採用

監 事 米村 公雄 自 平成25年10月1日 平成23年４月 独立行政法人農林漁業

至 平成27年9月30日 信用基金総務部長

平成23年10月 独立行政法人農林漁業

信用基金監事

(5) 常勤職員の状況

常勤職員は平成25年度末において101人（前年度末比１人増加）であり、平均

年齢は45歳となっています。このうち、国からの出向者は18人です。
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3. 財務諸表の概要

① 貸借対照表（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額
流動資産 111,354 流動負債 30,835

現金・預金 34,461 借入金 599
有価証券 31,390 引当金 3,033
短期貸付金 43,695 政府事業交付金 25,825
その他 1,808 その他 1,378

固定資産 150,859 固定負債 20,016
有形固定資産 1,020 借入金 6,291
投資有価証券 93,084 引当金 4,181
長期貸付金 24,998 退職給付引当金 2,071
寄託金 31,491 その他の引当金 2,109
その他 267 責任準備金 9,238

保証債務見返 49,426 その他 307
保証債務 49,426
負債合計 100,278

純資産の部
資本金 183,781

政府出資金 148,636
その他 35,145

資本剰余金 11,814
利益剰余金 15,766
純資産合計 211,361

資産合計 311,639 負債純資産合計 311,639

② 損益計算書（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位：百万円）

金額
経常費用 (A) 14,960

事業費 13,564
保険事業費 12,302
保証事業費 1,262

一般管理費 1,366
人件費 979
減価償却費 55
その他 332

財務費用 30
経常収益 (B) 14,642

事業収入 13,068
保険事業収入 9,922
保証事業収入 3,056
貸付事業収入 90

補助金等収益 30
財務収益等 1,543

臨時損失 (C) 1
その他調整額 (D) 2,101
当期総利益 (B-A-C+D) 1,782
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③ キャッシュ・フロー計算書（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位：百万円）

金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 25,116

人件費支出 △948
補助金等収入 3,608
自己収入等 10,821
その他収入・支出 11,636

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △3,967
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △13,918
Ⅳ 資金に係る換算差額(D) －
Ⅴ 資金増加額(E=A+B+C+D) 7,232
Ⅵ 資金期首残高(F) 27,230
Ⅶ 資金期末残高(G=F+E) 34,461

④ 行政サービス実施コスト計算書（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位：百万円）

金額
Ⅰ 業務費用 2,189

損益計算書上の費用 14,961
（控除）自己収入等 △12,772

（その他の行政サービス実施コスト）
Ⅱ 損益外減価償却相当額 －
Ⅲ 損益外減損損失相当額 －
Ⅳ 引当外賞与見積額 －
Ⅴ 引当外退職給付増加見積額 △84
Ⅵ 機会費用 1,096
Ⅶ （控除）法人税等及び国庫納付額 －
Ⅷ 行政サービス実施コスト 3,201

n 財務諸表の科目の説明

① 貸借対照表

現金・預金 ：現金、普通預金

有価証券 ：残存期間１年以内の国債、地方債、政府保証債、社債、

譲渡性預金

短期貸付金 ：残存期間１年以内の貸付金

その他（流動資産）：前払費用など

有形固定資産 ：土地、建物、車両、工具など独立行政法人が長期にわ

たって使用または利用する有形の固定資産

投資有価証券 ：残存期間１年超の国債、地方債、政府保証債、社債

長期貸付金 ：残存期間１年超の貸付金

寄託金 ：株式会社日本政策金融公庫に寄託している森林整備活
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性化資金の貸付原資

その他（固定資産）：有形固定資産、投資有価証券、長期貸付金、寄託金以

外の長期資産で、求償権、無形固定資産などが該当

保証債務見返 ：負債の部に計上される保証債務の対照勘定

借入金（流動負債）：事業資金の調達のため借り入れた１年以内返済予定の

長期借入金

引当金（流動負債）：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失とし

て見越し計上するもので、保証債務損失引当金などが

該当

政府事業交付金 ：業務を実施するために国から交付された政府事業交付

金のうち、次年度以降に支出する交付金の額

その他（流動負債）：保険金支払義務があると認められる額を計上する支払

備金など

借入金（固定負債）：事業資金の調達のため借り入れた長期借入金

引当金（固定負債）：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失とし

て見越し計上するもので、退職給付引当金などが該当

責任準備金 ：翌年度以降の保険金支払に充てるなど保険契約上の責

任遂行に備えるために積み立てた額

その他（固定負債）：長期前受収益

保証債務 ：林業信用保証業務に係る保証残高

政府出資金 ：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を

構成

その他（資本金） ：地方公共団体及び民間からの出資金であり、独立行政

法人の財産的基礎を構成

資本剰余金 ：国から交付された交付金及び民間からの出えん金であ

り、独立行政法人の財産的基礎を構成するもの

利益剰余金 ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計

額

② 損益計算書

事業費 ：独立行政法人の業務に要した費用

人件費 ：給与、賞与、法定福利費など、独立行政法人の職員などに

要する経費

減価償却費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたっ

て費用として配分する経費

財務費用 ：利息の支払に要する経費

事業収入 ：独立行政法人の業務収入（保険料、保証料、貸付金利息な
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ど）

補助金等収益 ：国の補助金のうち当期の収益として認識した額

財務収益等 ：預金利息収入、有価証券利息収入、退職給付引当金戻入な

どの収益

臨時損益 ：固定資産除却損が該当

その他調整額 ：前中期目標期間繰越積立金の取崩額が該当

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係

る資金の状態を表し、保証料、保険料などの収入、代位弁済

費、保険金などの支出、貸付けに係る収入・支出、人件費支

出、政府出資金の受入れによる収入などが該当

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために

行われる投資活動に係る資金の状態を表し、固定資産や有価

証券の取得・売却などによる収入・支出が該当

財務活動によるキャッシュ・フロー：借入れ・返済による収入・支出、政府

出資金の受入れによる収入などが該当

資金に係る換算差額：該当無し

④ 行政サービス実施コスト計算書

業務費用：独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独立行政

法人の損益計算書に計上される費用

その他の行政サービス実施コスト：独立行政法人の損益計算書に計上されな

いが、行政サービスの実施に費やされた

と認められるコスト

損益外減価償却相当額：該当無し

損益外減損損失相当額：該当無し

引当外賞与見積額：該当無し

引当外退職給付増加見積額：国からの出向職員に係る退職給付引当金増加見

積額

機会費用：国及び地方公共団体からの出資金などの額に、国債の利回りを乗

じて得た額

4. 財務情報

(1) 財務諸表の概況

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの主

要な財務データの経年比較・分析
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（経常費用）

平成25年度の経常費用は14,960百万円と、前年度比4,194百万円の増（39.0％

増）となった。これは、保証事業費が前年度比903百万円の減（41.7％減）、一

般管理費が前年度比292百万円の減（17.6％減）となったものの、保険事業費

が前年度比5,460百万円の増（79.8％増）となったことが主な要因である。

（経常収益）

平成25年度の経常収益は14,642百万円と、前年度比2,482百万円の減（14.5％

減）となった。これは、保険事業収入が前年度比1,272百万円の減（11.4％減）、

保証事業収入が前年度比1,175百万円の減（27.8％減）となったことが主な要

因である。

（当期総損益）

上記の経常損益並びに固定資産除却損の臨時損失及び前中期目標期間繰越

積立金取崩額を計上した結果、平成25年度の当期総損益は1,782百万円の利益

となり、前年度比4,589百万円の減（72.0％減）となった。

（資産）

平成25年度末現在の資産合計は311,639百万円と、前年度比16,363百万円の

減（5.0％減）となった。これは、現金・預金が前年度比7,232百万円の増（26.6％

増）、投資有価証券が前年度比4,005百万円の増（4.5％増）となったものの、

長期貸付金が前年度比9,875百万円の減（28.3％減）、保証債務見返が前年度

比6,550百万円の減（11.7％減）、短期貸付金が前年度比5,567百万円の減

（11.3％減）、寄託金が前年度比5,008百万円の減（13.7％減）となったことが

主な要因である。

（負債）

平成25年度末現在の負債合計は100,278百万円と、前年度比4,236百万円の減

（4.1％減）となった。これは、責任準備金が前年度比5,413百万円の増（141.5％

増）、政府事業交付金が前年度比1,550百万円の増（6.4％増）となったものの、

保証債務が前年度比6,550百万円の減（11.7％減）とこれに伴う保証債務損失

引当金が前年度比2,129百万円の減（29.6％減）、長期借入金が前年度比2,165

百万円の減（23.9％減）となったことが主な要因である。

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成25年度の業務活動によるキャッシュ・フローは25,116百万円と、収入超

過額が前年度比13,353百万円の増（113.5％増）となった。これは、政府事業

交付金収入が前年度比5,074百万円の減（58.6％減）、貸付金の回収による収入

が前年度比1,331百万円の減（2.2％減）となったものの、貸付による支出が前

年度比14,470百万円の減（25.2％減）、代位弁済費支出が前年度比919百万円の

減（39.2％減）、寄託金の回収による収入が前年度比4,190百万円の増（299.9％

増）となったことが主な要因である。

11



（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成25年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△3,967百万円と、支出

超過額が前年度比3,898百万円の減（49.6％減）となった。これは、有価証券

の取得及び定期預金の預入による支出が前年度比22,201百万円の増（21.6％

増）、有価証券の売却による収入が前年度比266百万円の減（46.7％減）となっ

たものの、有価証券の償還及び定期預金の払戻による収入が前年度比26,360百

万円の増（27.9％増）となったことが主な要因である。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成25年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△13,918百万円と、支出

超過額が前年度比12,852百万円の増（1,204.9％増）となった。これは、不要

財産に係る国庫納付等による支出（12,383百万円）を計上したことが主な要因

である。

表 主要な財務データの経年比較

（単位：百万円）

区 分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 注1
経常費用 14,030 注2 13,442 注2 18,186 注2 10,766 14,960

経常収益 16,387 注3 13,920 注3 20,585 注3 17,124 14,642

当期総損益 2,444 1,353 2,418 6,371 1,782

資産 333,566 注4 340,870 注5 331,182 注6 328,002 311,639

負債 97,369 注7 102,434 注8 115,045 注9 104,514 100,278

利益剰余金 8,747 9,359 9,782 16,139 15,766

業務活動によるキャッシュ･フロー注10 11,331 2,439 9,596 11,764 25,116

投資活動によるキャッシュ･フロー注11 △19,399 27,404 △ 3,307 △7,864 △3,967

財務活動によるキャッシュ･フロー注12 7,984 44 △ 24,306 △1,067 △13,918

資金期末残高 12,527 42,414 24,397 27,230 34,461

注１：平成25年度における増減理由は、上記記載のとおりである。

注２：保険事業費及び保証事業費の増減による。

注３：保険事業収入及び保証事業収入の増減による。

注４：現金・預金、投資有価証券及び保証債務見返の増加並びに有価証券の減少による。

注５：政府出資金及び利益剰余金の国庫納付に伴う預金の減少並びに有価証券及び保証債務見返の増

加による。

注６：保証債務見返、未収金及び短期貸付金の減少並びに有価証券、投資有価証券及び現金・預金の

増加による。

注７：保証債務及び保証債務損失引当金の増加並びに長期借入金及び責任準備金の減少による。

注８：政府事業交付金、保証債務及び保証債務損失引当金の増加並びに長期借入金及び責任準備金の

減少による。

注９：保証債務、保証債務損失引当金及び長期借入金の減少による。

注10：保険金、代位弁済費及び寄託金の支出、政府事業交付金収入の増減により変動が生じている。

注11：有価証券の取得及び償還の額の増減により変動が生じている。

注12：借入れの額及び借入金の返済額並びに政府出資金の受入額の増減により変動が生じている。
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② セグメント事業損益の経年比較・分析

ア 農業信用保険勘定

（ア）農業保険業務

農業保険業務の事業損益は△1,943百万円の損失となり、前年度の2,726百

万円の利益から損失に転じた。これは、責任準備金が前年度195百万円の戻

入であったのに対し、今年度は4,144百万円の繰入となったこと、保険金が

前年度比504百万円の増（10.9％増）となったことが主な要因である。

（イ）農業融資業務

農業融資業務の事業損益は△８百万円の損失となり、損失は前年度比21百

万円の減（73.2％減）となった。これは、貸付金利息が前年度比４百万円の

減（37.6％減）となったものの、退職給付引当金を除く一般管理費が前年度

比14百万円の減（24.3％減）、退職給付引当金が前年度11百万円の繰入であ

ったのに対し、今年度は２百万円の戻入となったことが主な要因である。

イ 林業信用保証勘定

（ア）林業信用保証業務

林業信用保証業務の事業損益は1,777百万円と、前年度比175百万円の減

（9.0％減）となった。これは、求償権償却引当金繰入が前年度比647百万円

の減（44.2％減）となったものの、保証債務損失引当金の戻入が前年度比465

百万円の減（17.9％減）、政府事業交付金収入が前年度比609百万円の減

（57.7％減）となったことが主な要因である。

（イ）林業等資金寄託業務

林業等資金寄託業務の事業損益は248千円と、前年度比258千円の減

（51.0％減）となった。これは、財務収益が前年度比333千円の減（59.6％

減）となったことが主な要因である。

（ウ）林業等資金貸付業務

林業等資金貸付業務の事業損益は△211千円の損失となり、損失は前年度

比15百万円の減（98.6％減）となった。これは、退職給付引当金が前年度16

百万円の繰入であったのに対し、今年度は２百万円の戻入となったことが主

な要因である。

ウ 漁業信用保険勘定

（ア）漁業保証保険業務

漁業保証保険業務の事業損益は△193百万円の損失となり、前年度の1,660

百万円の利益から損失に転じた。これは、保険金が前年度比211百万円の減

（11.4％減）となったものの、政府事業交付金収入が前年度比216百万円の

減（26.3％減）、責任準備金が前年度339百万円の戻入であったのに対し、今

年度は1,270百万円の繰入、支払備金が前年度434百万円の戻入であったのに
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対し、今年度は49百万円の繰入となったことが主な要因である。

（イ）漁業融資保険業務

漁業融資保険業務の事業損益は10百万円と、前年度比６百万円の増

（139.1％増）となった。これは、一般管理費が前年度比３百万円の増（46.5％

増）となったものの、財務収益が前年度比９百万円の増（107.8％増）とな

ったことが主な要因である。

（ウ）漁業融資業務

漁業融資業務の事業損益は36百万円と、前年度比11百万円の減（23.0％減）

となった。これは、一般管理費が前年度比14百万円の減（23.8％減）となっ

たものの、貸付金利息が前年度比１百万円の減（23.0％減）、財務収益が前

年度比24百万円の減（23.5％減）となったことが主な要因である。

エ 農業災害補償関係勘定

農業災害補償関係勘定の事業損益は５百万円と、前年度比20百万円の減

（78.7％減）となった。これは、退職給付引当金戻入が前年度比12百万円の減

（86.6％減）、財務収益が前年度比８百万円の減（16.1％減）となったことが

主な要因である。

オ 漁業災害補償関係勘定

漁業災害補償関係勘定の事業損益は△４百万円の損失となり、損失は前年度

比10百万円の減（70.0％減）となった。これは、事業収入が前年度比19百万円

の減（53.3％減）となったものの、退職給付引当金を除く一般管理費が前年度

比７百万円の減（18.2％減）、退職給付引当金が前年度11百万円の繰入であっ

たのに対し、今年度は９百万円の戻入となったことが主な要因である。

表 事業損益の経年比較

（単位：百万円）

区 分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 注1

農業信用保険勘定 2,034 1,455 2,145 2,697 △1,950

農業保険業務 1,938 注2 1,443 注3 2,161 注4 2,726 △1,943

農業融資業務 注5 97 12 △16 △29 △8

林業信用保証勘定 △587 △1,663 △1,453 1,937 1,777

林業信用保証業務 △620 注6 △1,654 注7 △1,451 注8 1,952 1,777
林業等資金寄託業務 2 1 0 1 0

林業等資金貸付業務 注5 32 △9 △2 △16 △0

漁業信用保険勘定 866 631 1,757 1,712 △146

漁業保証保険業務 837 注9 561 注10 1,711 注11 1,660 △193

漁業融資保険業務 △6 5 1 4 10

漁業融資業務 注5 35 65 45 47 36

農業災害補償関係勘定 注12 23 53 △31 25 5

漁業災害補償関係勘定 注12 20 3 △19 △14 △4

合 計 2,357 479 2,399 6,358 △318

注１：平成25年度における増減理由は、上記記載のとおりである。

注２：責任準備金戻入が増加したが、政府事業交付金収入の減少及び支払備金が戻入から繰入になっ
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たことによる。

注３：責任準備金戻入が減少したが、保険金の減少及び支払備金が繰入から戻入になったことによる。

注４：責任準備金戻入の減少及び支払備金が戻入から繰入となったが、保険金の減少及び政府事業交

付金収入が増加したことによる。

注５：貸付金利息収入及び財務収益の増減による。

注６：保証債務損失引当金繰入及び求償権償却引当金繰入が減少したが、政府事業交付金収入が減少

したことによる。

注７：求償権償却引当金繰入が増加したが、保証債務損失引当金繰入の減少及び政府事業交付金収入

が増加したことによる。

注８：保証債務損失引当金の戻入が生じたことによる。

注９：責任準備金戻入の減少による。

注10：保険金が増加したが、政府事業交付金収入が増加したことによる。

注11：保険金の減少及び支払備金が繰入から戻入となったが、政府事業交付金収入及び責任準備金戻

入が減少したことによる。

注12：一般管理費、貸付金利息収入及び財務収益の増減による。

③ セグメント総資産の経年比較・分析

ア 農業信用保険勘定

（ア）農業保険業務

農業保険業務の総資産は56,374百万円と、前年度比1,716百万円の増

（3.1％増）となった。これは、現金及び預金が前年度比706百万円の減（6.4％

減）となったものの、有価証券及び投資有価証券が前年度比2,425百万円の

増（5.8％増）となったことが主な要因である。

（イ）農業融資業務

農業融資業務の総資産は38,123百万円と、前年度比12,428百万円の減

（24.6％減）となった。これは、有価証券が前年度比126百万円の増（11.6％

増）となったものの、 長期貸付金が前年度比12,248百万円の減（50.0％減）、

短期貸付金が前年度比309百万円の減（1.2％減）となったことが主な要因で

ある。

イ 林業信用保証勘定

（ア）林業信用保証業務

林業信用保証業務の総資産は85,453百万円と、前年度比6,682百万円の減

（7.3％減）となった。これは、保証債務見返（保証残高）が前年度比6,550

百万円の減（11.7％減）となったことが主な要因である。

（イ）林業等資金寄託業務

林業等資金寄託業務の総資産は35,130百万円と、前年度比1,585百万円の

減（4.3％減）となった。これは、有価証券が前年度比3,420百万円の増

（1628.6％増）となったものの、寄託金が償還により前年度比5,008百万円
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の減（13.7％減）となったことが主な要因である。

（ウ）林業等資金貸付業務

林業等資金貸付業務の総資産は9,974百万円と、前年度比５百万円の減

（0.0％減）となった。これは、現金及び預金が前年度比537百万円の増（6.7％

増）となったものの、貸付金が前年度比541百万円の減（27.2％減）となっ

たことが主な要因である。

ウ 漁業信用保険勘定

（ア）漁業保証保険業務

漁業保証保険業務の総資産は45,643百万円と、前年度比2,605百万円の増

（6.1％増）となった。これは、有価証券が前年度比4,409百万円の減（60.9％

減）、未収金が前年度比216百万円の減（28.4％減）となったものの、現金及

び預金が前年度比7,046百万円の増（1,416.1％増）、投資有価証券が前年度

比179百万円の増（0.5％増）となったことが主な要因である。

（イ）漁業融資保険業務

漁業融資保険業務の総資産は230百万円と、前年度比９百万円の増（4.1％

増）となった。これは、有価証券が前年度比66百万円の減（91.0％減）、投

資有価証券が前年度比54百万円の減（40.3％減）となったものの、現金及び

預金が前年度比128百万円の増（1,029.6％増）となったことが主な要因であ

る。

（ウ）漁業融資業務

漁業融資業務の総資産は30,835百万円と、前年度比34百万円の増（0.1％

増）となった。これは、有価証券が前年度比624百万円の減（79.3％減）、短

期貸付金が前年度比2,242百万円の減（12.3％減）、投資有価証券が前年度

比124百万円の減（5.8％減）となったものの、現金及び預金が前年度比544

百万円の増（485.7％増）、長期貸付金が前年度比2,485百万円の増（26.2％

増）となったことが主な要因である。

エ 農業災害補償関係勘定

農業災害補償関係勘定の総資産は3,828百万円と、前年度比10百万円の減

（0.3％減）となった。これは、投資有価証券が前年度比300百万円の増（16.7％

増）となったものの、現金及び預金が前年度比112百万円の減（12.6％減）、短

期貸付金が前年度比194百万円の減（17.3％減）となったことが主な要因であ

る。

オ 漁業災害補償関係勘定

漁業災害補償関係勘定の総資産は6,055百万円と、前年度比18百万円の減

（0.3％減）となった。これは、有価証券が前年度比2,390百万円の増（107.7％

増）となったものの、未収収益が前年度比19百万円の減（91.0％減）、短期貸

付金が前年度比2,192百万円の減（60.9％減）、前年度200百万円を計上した長
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期貸付金が償還により皆減となったことが主な要因である。

表 総資産の経年比較

（単位：百万円）

区 分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 注1

農業信用保険勘定 105,997 107,796 102,600 105,209 94,497

農業保険業務 注2 42,914 44,659 52,013 54,658 56,374

農業融資業務 63,083 63,137 注6 50,587 50,551 38,123

林業信用保証勘定 138,531 143,818 147,820 138,821 130,551

林業信用保証業務 注3 83,352 88,622 100,005 92,135 85,453

林業等資金寄託業務 注4 37,944 37,969 37,842 36,715 35,130

林業等資金貸付業務 17,244 17,233 注6 9,978 9,978 9,974

漁業信用保険勘定 75,237 75,329 70,855 74,061 76,709

漁業保証保険業務 注5 38,305 38,423 39,893 43,039 45,643

漁業融資保険業務 207 212 217 221 230

漁業融資業務 36,725 36,694 注6 30,745 30,801 30,835

農業災害補償関係勘定 7,715 7,836 注7 3,830 3,838 3,828

漁業災害補償関係勘定 6,085 6,091 6,078 6,073 6,055

合 計 333,566 340,870 331,182 328,002 311,639

※ 林業信用保証勘定においては、業務間の未収金についても計上しているため、勘定合計に

おいて一致しない。

注１：平成25年度における増減理由は、上記記載のとおりである。

注２：現金・預金、有価証券及び投資有価証券の増減による。

注３：保証債務見返及び有価証券の増減による。

注４：寄託金の増減による。

注５：投資有価証券の増減による。

注６：政府出資金の国庫納付に伴う預金の減少による。

注７：政府出資金及び利益剰余金の国庫納付に伴う預金の減少による。

④ 目的積立金の申請状況、取崩内容等

該当なし

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

平成25年度の行政サービス実施コストは3,201百万円となり、前年度の

△2,197百万円のマイナスからプラスに転じた。これは、業務費用が事業費の

増加により前年度の△3,201百万円のマイナスから2,189百万円のプラスに転

じたこと、機会費用が政府出資などの機会費用の計算に使用した利率が上昇し

たことにより前年度比107百万円の増（10.8％増）となったことが主な要因で

ある。
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表 行政サービス実施コストの経年比較

（単位：百万円）

区 分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 注1

業務費用 1,688 833 6,102 △3,201 2,189

うち損益計算書上の費用 14,530 13,445 18,186 10,767 14,961
うち自己収入 △12,841 △12,611 △12,084 △13,968 △12,772

損益外減価償却相当額 － － － － －

損益外減損損失相当額 － － － － －

引当外賞与見積額 － － － － －

引当外退職給付増加見積額 21 21 21 15 △84

機会費用 2,698 2,487 1,848 989 1,096
（控除）法人税等及び国庫納付金 － － － －

行政サービス実施コスト 4,407 注2 3,342 注3 7,971 注2△2,197 3,201

注１：平成25年度における増減理由は、上記記載のとおりである。

注２：事業費の減少により業務費用が減少したこと、及び政府出資等の機会費用の計算に使用した

利率が低下したことによる。

注３：事業費の増加により業務費用が増加したことによる。

(2) 施設等投資の状況（重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

該当なし

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充

該当なし

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

該当なし
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(3) 予算・決算の概況

（単位：百万円）

21年度 22年度 23年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算

収入

受入事業交付金 1,587 11,343 1,754 1,754 2,144 15,179

政府補給金収入 201 162 187 153 177 108

政府出資金 1,100 8,017 1,600 1,600 1,400 5,000

地方公共団体出資金 10 2        10 -        10 -         

民間出資金 14 -        14 93       15 10        

事業収入 158,811 76,676 149,795 74,361 163,425 89,556

受託事業収入 3 2 3 1 3 -         

運用収入 1,872 1,818 2,003 1,839 1,632 1,526

借入金 70,063 2,926 68,984 4,099 71,383 13,357

その他の収入 11 25 12 73 11 16

233,673 100,972 224,362 83,974 240,199 124,752

支出

事業費 233,496 80,233 221,446 79,331 218,349 107,933

一般管理費 2,101 1,793 2,066 1,741 1,957 1,801

直接業務費 355 238 344 203 328 314

管理業務費 315 240 305 225 288 216

人件費 1,431 1,314 1,417 1,313 1,341 1,270

235,598 82,025 223,512 81,072 220,306 109,734

（単位：百万円）

24年度 25年度

予算 決算 予算 決算

収入

受入事業交付金 5,697 8,652 4,073 3,578

政府補給金収入 104 62 65 30

政府出資金 880 880 580 580

地方公共団体出資金 10 -        10 39       

民間出資金 15 -        15 -        

事業収入 137,755 70,114 137,384 73,201

受託事業収入 3 -        -        -        

運用収入 1,651 1,508 1,590 1,509

借入金 69,300 1,723 71,971 961

その他の収入 14 123 29 18

215,429 83,061 215,718 79,916

支出

事業費 213,582 70,899 206,959 54,855

一般管理費 1,928 1,462 1,790 1,432

直接業務費 315 198 300 141

管理業務費 278 224 266 203

人件費 1,335 1,040 1,223 1,087

215,509 72,361 208,749 56,287

区分

合計

合計

区分

合計

差額理由

合計

災害の発生が減少したこと等に
よる貸付計画の未達による減少

災害の発生が減少したこと等に
よる貸付計画の未達による減少

災害の発生が減少したこと等に
よる貸付計画の未達による減少
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(4) 経費削減及び効率化目標との関係

当法人においては、業務運営の効率化による経費の抑制として、中期目標の期間

中（平成25年度～平成29年度）に、平成24年度比で事業費（保険金、代位弁済費、

回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事業委託費）について５％以上削

減、一般管理費（人件費、租税公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）に

ついて15％以上の節減を行うことを目標としている。

本年度は、事業費については、平成24年度予算対比で47.9％の削減となった。た

だし、保険金及び代位弁済費のうち、平成23年３月11日に発生した東日本大震災を

起因とするものを除いた事業費は49.9％の削減となった。

また、一般管理費については、平成24年度予算対比で42.5％の節減となったが、

これは、事務所が入居しているビルの大規模修繕がなかったこと、事務・業務に係

る経費の節減に努めたことなどが挙げられる。

5. 事業の説明

(1) 財源構造

当法人の経常収益は、14,642百万円で、その内訳は、保険料収入（4,481百万円）、

保証料収入（464百万円）、回収金収入（3,823百万円）、貸付金利息（36百万円）、

政府事業交付金収入（1,839百万円）、政府補給金収入（30百万円）、財務収益（1,504

百万円）などとなっている。

これを事業別に区分すると、

① 農業保険業務では、保険料収入3,470百万円（事業収益の44.0％）、回収金収

入2,885百万円（事業収益の36.6％）、政府事業交付金収入732百万円（事業収益

の9.3％）、財務収益が515百万円（事業収益の6.5％）などとなっている。

② 農業融資業務では、貸付金利息７百万円（事業収益の21.4％）、財務収益24百

万円（事業収益の70.5％）などとなっている。

③ 林業信用保証業務では、保証料収入464百万円（事業収益の13.6％）、政府事業

交付金収入446百万円（事業収益の13.1％）、財務収益346百万円（事業収益

の10.1％）、保証債務損失引当金戻入2,129百万円（事業収益の62.3％）などとな

っている。

④ 林業等資金寄託業務では、政府補給金収入30百万円（事業収益の99.3％）など

となっている。

⑤ 林業等資金貸付業務では、政府事業交付金収入55百万円（事業収益の95.0％）、

（単位：百万円、％）
24年度 25年度

区分

事業費 15,823 100 8,252 52.1

一般管理費 582 100 335 57.5

金額 比率金額 比率
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財務収益１百万円（事業収益の1.2％）などとなっている。

⑥ 漁業保証保険業務では、保険料収入1,010百万円（事業収益の33.0％）、回収金

収入937百万円（事業収益の30.6％）、政府事業交付金収入606百万円（事業収益

の19.8％）などとなっている。

⑦ 漁業融資保険業務では、責任準備金戻入１百万円（事業収益の7.1％）、財務収

益18百万円（事業収益の91.8％）などとなっている。

⑧ 漁業融資業務では、貸付金利息４百万円（事業収益の5.2％）、財務収益77百万

円（事業収益の94.8％）となっている。

⑨ 農業災害補償関係業務では、貸付金利息８百万円（事業収益の14.6％）、財務

収益42百万円（事業収益の81.8％）などとなっている。

⑩ 漁業災害補償関係業務では、貸付金利息16百万円（事業収益の58.7％）、財務

収益２百万円（事業収益の8.2％）などとなっている。

また、独立行政法人農林漁業信用基金法第17条第１項に基づき、林業等資金寄託

業務に必要な費用に充てるため、財務大臣及び農林水産大臣の認可を受けて長期借

入金をしている（平成25年度761百万円、期末残高6,890百万円）。このほか、農業

融資業務に必要な費用に充てるための出資金29,584百万円、林業等資金寄託業務に

必要な費用に充てるための出資金28,235百万円、林業等資金貸付業務に必要な費用

に充てるための出資金9,800百万円、漁業融資業務に必要な費用に充てるための出

資金30,192百万円、農業災害補償関係業務に必要な費用に充てるための出資

金3,600百万円、漁業災害補償関係業務に必要な費用に充てるための出資金5,821百

万円などを保有している。

(2) 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明

(注)業務実績報告については、26項以降を参照。

ア 農業保険業務

農業保険業務は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証

等についての保険を行うことを目的としている。

平成25年度の保険引受額は、前年度に比べ74億円増の3,761億円となったが、

平成25年度末の保険価額残高は、前年度末に比べ932億円減の３兆1,617億円とな

った。平成25年度の保険金支払額は、前年度に比べ５億円増の51億円となり、回

収金収入額は、前年度に比べ62百万円減の28億円となった。

事業の財源は、保険料収入（平成25年度3,470百万円）、回収金収入（平成25年

度2,885百万円）、農業信用保険基盤の充実を図るために農林水産省から交付を受

けている政府事業交付金収入（平成25年度732百万円）、財務収益（平成25年度515

百万円）などとなっている。

事業に要する費用は、保険金（平成25年度5,131百万円）、一般管理費（平成25
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年度521百万円）などとなっている。

イ 農業融資業務

農業融資業務は、農業信用基金協会が行う保証業務の充実のために必要な資金

の貸付けを行うことを目的としている。

平成25年度末における貸付金残高は369億円と、前年度比126億円の減（25.4％

減）となった。これは、「平成23年度決算検査報告」（平成24年11月２日会計検査

院から国会及び内閣宛て報告）を踏まえ、農業信用基金協会がその機能を十分に

発揮できることを前提としてもなお不要と見込まれると指摘された額（123億83

百万円）について、農業信用基金協会の業務運営への影響を考慮し、平成25年10

月７日に国庫納付したことによるものである。この結果、平成25年度末における

農業融資業務に係る出資金の額は295億84百万円で、政府からの交付金のうち農

業融資業務に充てている82億14百万円を加えた農業融資資金の総額は377億98百

万円となっている。

事業の財源は、政府出資金（平成25年度末残高29,584百万円）、資本剰余金（平

成25年度末残高8,214百万円）、貸付金利息（平成25年度７百万円）、財務収益（平

成25年度24百万円）などとなっている。

事業に要する費用は、貸付金（平成25年度末残高36,899百万円）、一般管理費

（平成25年度42百万円）などとなっている。

ウ 林業信用保証業務

林業信用保証業務は、林業者等がその経営の改善に資する資金等を借り入れ

ることにより融資機関に対して負担する債務の保証を行うことを目的としてい

る。

平成25年度の保証引受額は前年度に比べ21億円増の341億円となったが、保証

残高は65億円減の494億円となった。これは、償還額が前年度に比べ27億円増

の393億円となったことなどによるものである。

また、求償権回収額は、前年度に比べ２億円増の５億円となった。

事業の財源は、保証料収入（平成25年度464百万円）、回収金収入（平成25年

度512百万円）、林業信用保証業務に要する経費に充てるために農林水産省から

交付を受けている政府事業交付金収入（平成25年度446百万円）、財務収益（平

成25年度346百万円）などとなっている。

事業に要する費用は、代位弁済費（平成25年度1,425百万円）、求償権回収事

業費（平成25年度14百万円）、一般管理費（平成25年度376百万円）などとなっ

ている。

エ 林業等資金寄託業務

林業等資金寄託業務は、株式会社日本政策金融公庫等に対し、森林整備活性

化資金の融通に必要な資金を無利子で寄託することを目的としている。

株式会社日本政策金融公庫への平成25年度寄託額は５億80百万円であり、寄
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託残高は平成25年度末で315億円である。

事業の財源は、政府出資金（平成25年度末残高28,235百万円）、独立行政法人

農林漁業信用基金法第17条第1項により、林業等資金寄託業務に必要な費用に充

てるため、財務大臣及び農林水産大臣の認可を受けて実行している長期借入金

（平成25年度末残高6,291百万円）、長期借入金に係る利子補給のために農林水

産省から交付を受けている政府補給金収入（平成25年度30百万円）、財務収益（平

成25年度226千円）となっている。

事業に要する費用は、寄託金（平成25年度末残高31,491百万円）、支払利息（平

成25年度30百万円）、一般管理費（平成25年度25千円）となっている。

オ 林業等資金貸付業務

林業等資金貸付業務は、林業者等及び木材卸売業者等が計画的に木材の生産

又は流通の合理化を図るために必要な資金を供給する事業を行う都道府県に対

し、これに必要な資金の貸付けを行うことを目的としている。

貸付業務に必要な出資金として98億円が措置されているが、平成25年度末に

おける貸付金残高は14億49百万円で、83億51百万円が未貸付となっている。こ

れは、当該貸付金は年度当初に貸し付け、年度末に償還される短期貸付金が大

半であるため、３月31日時点の貸付金残高は小さくなるという面がある（平成25

年度ピーク時は64億91百万円）。

事業の財源は、政府出資金（平成25年度末残高9,800百万円）、林業等資金貸

付業務に要する経費に充てるために農林水産省から交付を受けている政府事業

交付金収入（平成25年度55百万円）、財務収益（平成25年度１百万円）などとな

っている。

事業に要する費用は、貸付金（平成25年度末残高1,449百万円）、一般管理費

（平成25年度58百万円）などとなっている。

カ 漁業保証保険業務

漁業保証保険業務は、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務

の保証等についての保険を行うことを目的としている。

平成25年度の保険引受額は、前年度に比べ45億円減の849億円となったが、平

成25年度の保険価額残高は、前年度に比べ３億円増の2,263億円となった。平

成25年度の保険金支払額は、東日本大震災に起因する保険金の支払がなかった

ことから、前年度に比べ２億円減の16億円となった。

事業の財源は、保険料収入（平成25年度1,010百万円）、回収金収入（平成25

年度937百万円）、漁業者等の負担が過度に大きくならないよう農林水産省から

交付を受けている政府事業交付金収入（平成25年度606百万円）、財務収益（平

成25年度479百万円）などとなっている。

事業に要する費用は、保険金（平成25年度1,639百万円）、一般管理費（平成25

年度255百万円）などとなっている。
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キ 漁業融資保険業務

漁業融資保険業務は、農林中央金庫が行う漁業近代化資金等の融資について

の保険を行うことを目的としている。

平成25年度の保険引受実績はなかった（前年度13百万円）。また、平成25年度

の保険価額残高は、前年度に比べ71百万円減の13百万円となった。

事業の財源は、政府及び民間出資金（平成25年度末残高180百万円）、財務収

益（平成25年度18百万円）となっている。

事業に要する費用は、一般管理費（平成25年度９百万円）などとなっている。

ク 漁業融資業務

漁業融資業務は、漁業信用基金協会が行う保証業務の充実のために必要な資

金の貸付けを行うことを目的としている。

平成25年度末における貸付金残高は、280億円となった。

事業の財源は、政府及び民間出資金（平成25年度末残高30,192百万円）、貸付

金利息（平成25年度４百万円）、財務収益（平成25年度77百万円）などとなって

いる。

事業に要する費用は、貸付金（平成25年度末残高28,009百万円）、一般管理費

（平成25年度44百万円）などとなっている。

ケ 農業災害補償関係業務

農業災害補償関係業務は、農業共済団体等の保険金又は共済金の支払に必要

な資金の貸付け等を行うことを目的としている。

平成25年度は、梅雨期における局所的な豪雨や台風の襲来、豪雪などにより

農作物などに被害が発生したものの、貸付総額は前年度に比べ３億51百万円減

の29億４百万円となった。一方、回収額は19億74百万円で、平成25年度末の貸

付金残高は、前年度に比べ１億94百万円減の９億30百万円となった。なお、貸

付金の一部に充当するため２億円の短期借入れを行い、期中に全額を償還した。

事業の財源は、政府及び民間出資金（平成25年度末残高3,600百万円）などと

なっている。

事業に要する費用は、貸付金（平成25年度末残高930百万円）、一般管理費（平

成25年度47百万円）、財務費用（平成25年度７千円）となっている。

コ 漁業災害補償関係業務

漁業災害補償関係業務は、漁業共済団体の共済金又は再共済金の支払に必要

な資金の貸付け等を行うことを目的としている。

平成25年度における短期貸付額35億50百万円は、全国的な漁船漁業の不漁、

魚価低迷などに起因する再共済金の支払に対処したものである。また、短期貸

付回収額は57億42百万円で、平成25年度末の短期貸付金残高は、14億６百万円

となった。

短期貸付金の原資の一部としての短期借入金については、平成25年度は借入
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れを行わなかった。

事業の財源は、政府、地方公共団体及び民間出資金（平成25年度末残高5,821

百万円）などとなっている。

事業に要する費用は、貸付金（平成25年度末残高1,406百万円）、一般管理費

（平成25年度32百万円）となっている。
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る

。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
事

前
協

議
2
7
9
件

(
条

件
変

更
除

く
)
の

う
ち

部
分

保
証

の
対

象
と

な
る

(
新

)
大

家
畜

特
別

支

援
資

金
４

件
、

畜
産

経
営

改
善
緊

急
支

援
資

金
2
0
件
、

農
業

経
営

負
担

軽
減

支
援

資
金

１
件

に
つ

い
て

、
部

分
保
証

が
的

確
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
確

認
し

た
（

2
4年

度
は

、
(
旧
)
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

54
件

、
(
旧
)
養

豚
特

別
支
援

資
金

２
件

、
農

業
経

営
負

担
軽

減
支

援
資

金
３

件
）
。

な
お

、
2
4
年

度
は

、
(
旧

)
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

及
び

(
旧

)
養

豚
特

別

支
援

資
金

の
貸

付
期

間
の

最
終
年

度
で

あ
り

、
借

換
対

象
資

金
の

残
高

借
換

え
が

あ
っ

た
た

め
、

当
該

資
金

の
大
口

保
険

引
受

対
象

案
件

事
前

協
議

の
件
数

が
例

年
に

比
べ

多
く

な
っ

て
い

る
（

当
該

資
金

は
、

毎
年

の
約

定
償

還
金

の
借
換

資
金

を
融

通
す

る
も

の
で

あ
る

が
、
貸

付
期

間
の

最
終

年
度

に
限

り
、

残
高

一
括

借
換

え
が

認
め

ら
れ

て
い

る
。
）
。

○
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

（
注
３

）
の

事
前

協
議

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件
（

2
3件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら

の
提

出
資

料
又

は
対

面
に

よ
り

す
べ

て
事
前

協
議

を
実

施
し

た
（

2
4
年

度
2
1件

）
。

こ
の
う

ち
、

基
金

協
会

と
の

対
面

で
の

協
議

は
、

３
件

で
あ

っ
た

（
2
4
年
度

５
件
）
。

・
事

前
協

議
に

お
い

て
は

、
記

載
事
項

の
検

証
や

保
険

金
請

求
を

し
よ

う
と

す
る

額
の

妥
当

性
等

に
つ

い
て

審
査
を

行
っ

て
い

る
。

（
注

１
）

大
口

保
険

引
受

対
象

案
件

と
は

、
次

に
該

当
す

る
も

の
を

い
う
。

既
に

大
口

保
険

被
保

証
者

（
注

２
）

で
あ

る
者

に
対

す
る

農
業

近
代

化
資

金
等

の
元

本
に

つ
き

保
険

価
額

が
1
,
0
0
0

万
円

以
上

の
保

険
関

係
が

成
立

す
る

保
証

及
び

農
業

近
代

化
資

金
等

の
元

本
に

つ
き

保
険

価
額

が
1
,
0
0
0
万

円
以

上
の

保
険

が
成

立
す

る
保

証
で

あ
っ
て

、
当

該
保

証
を

す
る

こ
と

に
よ
り

、
そ
の
被

保
証
者
が

大
口
保
険

被
保

証
者

に
該

当

す
る

も
の

。

（
注

２
）

大
口

保
険

被
保

証
者

と
は

、
次

に
該

当
す

る
も

の
を

い
う

。

保
険

関
係

が
成

立
し

て
い

る
保
証

に
係

る
農

業
近

代
化

資
金

等
の

元
本

額
（

極
度

貸
付

の
場

合
は

、
極

度
額
）

の
合

計
額

が
１

億
円

以
上

で
あ

る
者
又

は
保

険
関

係
が

成
立

し
て

い
る
保

証
に
係
る

畜
産
特
別

資
金
、
農

家
負

担
軽

減
支

援

特
別

資
金

、
農

業
経

営
負

担
軽

減
支

援
資
金
、
家
畜
飼
料
特
別
支
援
資
金
及
び
畜
産
経
営
維
持
緊
急
支
援
資
金
の
合
計

額
が

5,
0
00
万

円
以

上
で

あ
る

者
。
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（
注

３
）

大
口

保
険

金
請

求
対

象
案

件
と

は
、

次
に

該
当

す
る

も
の

を
い
う

。

保
険

金
額

が
3
,
0
0
0
万

円
以

上
の

代
位

弁
済

及
び

一
の

被
保

証
者

に
つ

い
て

同
時

又
は

関
連

す
る

一
定
の

期
間

内
に

行
う

複
数

の
代

位
弁

済
で

あ
っ
て

、
こ

れ
ら

の
代

位
弁

済
の

保
険
金

額
の
合
計

額
が
3
,0

0
0
万
円

以
上

と
な

る
も
の

。

(3
)

事
業

費
の

削
減

に
向

け
て

の
取

組
（

林
業

信
用

保
証

業
務

）

○
引

受
審

査
の

厳
格

化

保
証

引
受

審
査

に
当

た
っ

て
は

、
定

量
要

因
に

つ
い

て
、

当
該

申
請

企
業

の
財

務
諸

表
（
新
規

の
者
は
直

近
３
年
分

、
継

続
利

用
の

者
は

直
近

５
年
分

、
更

に
必
要
に
応
じ
て
試
算
表
徴
求
）
を
詳
細
に
分
析

す
る

と
と

も
に

信
用

基
金

が
保

有
す

る

資
産

査
定

デ
ー

タ
等

も
活

用
し

て
的

確
に

評
価

し
て

い
る

。

さ
ら

に
、

定
性

要
因

と
し

て
、

林
業
・

木
材

産
業

者
等

の
特

性
を

踏
ま

え
、

規
模

・
生

産
性

・
経

営
体

制
・

品
質
管

理
・

融
資

機
関

の
融

資
姿

勢
な

ど
の

要
因

の
分

析
を

厳
格

に
行

っ
て

い
る

。

こ
れ

に
よ

り
、

新
規

・
増

額
案

件
、
財

務
内

容
不

良
案

件
等

に
つ

い
て

、
総

括
調

整
役

（
林

業
担

当
）

等
を

構
成
員

と
す

る
債

務
保

証
審

査
協

議
会

で
、

業
況

や
財

務
状

況
の

今
後

の
見

通
し

、
担

保
等

に
よ

る
保

全
の

可
否

等
を

踏
ま

え
た
厳

格
な

保
証

審
査

を
行

っ
た

（
全

体
の

審
査

件
数

1,
8
0
0
件
、
う

ち
審
査
協

議
件

数
4
6
6
件
。

こ
の

結
果

、
保

証
審

査
に

よ
る
減

額
等

9
3
件

（
2
0
.
0
％

)
25
年

度
実

績
）
。

○
部

分
保

証
の

実
施

2
5
年

度
は

、
保

証
引

受
1
,
3
8
0
件

の
う

ち
、

3
1
5
件

に
つ

い
て

部
分

保
証

を
実

施
し

た
（

2
4
年

度
の

保
証

引
受

1
,
3
5
9
件

の

う
ち

、
部

分
保

証
2
7
7
件
）
。

○
適

切
な

期
中

管
理

既
保

証
先

の
適

切
な

期
中

管
理

等
を
目

的
と

し
た

現
地

で
の

経
営

診
断

・
指

導
（

現
地

調
査

等
2
4
件
（

24
年

度
5
5件

）
）
、

経
営

悪
化

が
み

ら
れ

る
保

証
先

に
つ

い
て

融
資

機
関

等
と

の
協

議
や

バ
ン

ク
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
へ

の
出

席
、

金
融

機
関
協

調
支

援
の

場
合

に
は

信
用

基
金

も
含

め
た

態
勢

と
す

る
な

ど
経

営
健

全
化

へ
の

支
援

等
の

審
査

の
厳

格
化

に
関

連
す

る
取
組

を
引

き
続

き
行

っ
て

い
る

。

(4
)

事
業

費
の

削
減

に
向

け
て

の
取

組
（

漁
業

信
用

保
険

業
務

）

○
引

受
審

査
の

厳
格

化

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
（

注
１
）
（

8
1
件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら

の
提

出
資

料
又

は
対

面
に

よ
り

す
べ

て
事

前
協

議
を

実
施

し
た

（
2
4
年

度
5
8
件
）
。

こ
の

う
ち

、
大

口
保

険
引

受
に

係
る

基
金

協
会

と
の

対
面

で
の

協
議

は
、

1
5
件

で
あ

っ
た

。

・
事

前
協

議
に

つ
い

て
は

、
被

保
証

者
の

財
務

内
容

、
資

金
の

償
還
可

能
性
等
を

総
合
的
に

勘
案
し
た

協
議

を
実

施
し

て

お
り

、
大

口
保

険
引

受
対

象
案
件

8
1件

の
う

ち
、

保
証

条
件

が
変

更
さ

れ
た

案
件

は
、

２
件

で
あ

っ
た

。

○
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

の
実

施

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
対

策
と

し
て
、

大
口

保
険

引
受

対
象

案
件

（
8
1
件
）

の
事

前
協

議
及

び
特

別
出

資
制

度
等

を
行
っ

て
い

る
。

○
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

（
注
２

）
の

事
前

協
議

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件
（

4
8件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら

の
提

出
資

料
に

よ
り

す
べ

て
事

前
協

議
を
実

施
し
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た
（

2
4
年

度
3
3件

）
。

・
事

前
協

議
に

お
い

て
は

、
記

載
事
項
の

検
証
や
代

位
弁
済
の

妥
当
性
や

回
収

見
込

み
等

に
つ

い
て

審
査

を
行

っ
て

い
る
。

（
注

１
）

大
口

保
険

引
受

対
象

案
件

と
は

、
次

に
該

当
す

る
も

の
を

い
う
。

ア
保

証
の

額
が

次
の

額
を
超

え
る

も
の

①
遠

洋
か

つ
お

・
ま
ぐ

ろ
漁

業
２
億

円

②
そ

の
他

漁
業

１
億
円

③
水

産
業

協
同

組
合

３
億
円

た
だ

し
、

借
替

緊
急
融

資
資

金
に

つ
い

て
は

、
上

記
基
準

額
の
２
分

の
１

イ
保

証
を

行
っ

た
後

の
被
保

証
者

に
係

る
保

証
残

高
が

、
次
の

額
を
超
え

る
も
の

①
遠

洋
か

つ
お

・
ま

ぐ
ろ

漁
業

６
億
円

②
そ

の
他

漁
業

３
億
円

③
水

産
業

協
同

組
合

６
億
円

（
注

２
）

大
口

保
険

金
請

求
対

象
案

件
と

は
、

次
に

該
当

す
る

も
の

を
い
う

。

ア
代

位
弁

済
額

が
５

千
万

円
以

上
で

あ
る

も
の

イ
基

金
協

会
が

事
務

処
理

の
困

難
性

が
高

い
と

判
断

し
た

も
の

③
共

済
団

体
等

に
対

す
る

貸
付
業

(
3
)

共
済

団
体

等
に

対
す

る
貸
付

業
(
3
)

共
済

団
体

等
に

対
す

る
貸

付
業

(5
)

共
済

団
体

等
に

対
し

、
民

間
金

融
機

関
か

ら
融

資
を

受
け

る
よ

う
促
す

た
め
の
取

組

務
に

つ
い

て
は

、
信

用
基

金
の
貸

務
に

つ
い

て
は

、
信

用
基

金
の

貸
務

に
つ

い
て

は
、

信
用

基
金

の
貸

（
農

業
災

害
補

償
関

係
業

務
）

付
け

が
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
で
あ

付
け

が
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
で

あ
付

け
が

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

で
あ

○
2
5年

４
月

1
9日

に
農

林
水

産
省

が
主

催
し

た
都

道
府

県
農

業
災

害
補
償

制
度
関
係

主
管
課
長

会
議
及
び

連
合

会
等

全
国

参

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

大
災

害
時
等

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

大
災

害
時

等
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
大

災
害

時
等

事
会

議
等

に
お

い
て

、
本

取
組

の
趣

旨
を

説
明

し
た

。

の
緊

急
的

な
対

応
を

除
き

、
信
用

の
緊

急
的

な
対

応
を

除
き

、
信

用
の

緊
急

的
な

対
応

を
除

き
、

信
用

基
金

か
ら

共
済

団
体

等
に

対
し

基
金

か
ら

共
済

団
体

等
に

対
し

基
金

か
ら

共
済

団
体

等
に

対
し

○
農

業
共

済
団

体
等

が
信

用
基

金
に
借

入
申

込
み

を
行

う
際

、
民

間
金
融

機
関
か
ら

の
融
資
も

検
討
し
た

上
で

信
用

基
金

か

て
、

民
間

金
融

機
関

か
ら

融
資
を

て
、

民
間

金
融

機
関

か
ら

融
資

を
て

、
民

間
金

融
機

関
か

ら
融

資
を

ら
借

入
を

行
う

こ
と

と
し

た
理

由
に

つ
い

て
の

調
書

を
徴

求
す

る
こ

と
と

し
、

25
年

10
月

９
日

に
（

公
社

）
全

国
農
業

共
済

受
け

る
よ

う
促

す
。

受
け
る
よ
う
促
す
。

受
け

る
よ

う
促

す
。

協
会

が
主

催
し

た
全

国
連

合
会

等
参

事
会

議
に

お
い

て
説

明
･
周

知
を

行
う

と
と

も
に

、
貸

付
取

扱
要

領
に

当
該

調
書

を
様

式
と

し
て

追
加

し
た

。

（
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
）

○
2
5年

４
月

2
3日

に
全

国
漁

業
共

済
組

合
連

合
会

が
主

催
し

た
平

成
2
5年

度
漁
業
共

済
全
国
会

議
に
お
い

て
、

本
取

組
の

趣

旨
を

説
明

し
た

。

○
漁

業
共

済
団

体
が

信
用

基
金

に
借
入

申
込

み
を

行
う

際
、

民
間

金
融
機

関
か
ら
の

融
資
も
検

討
し
た
上

で
信

用
基

金
か

ら

借
入

を
行

う
こ

と
と

し
た

理
由

に
つ

い
て

の
調

書
を

徴
求

す
る

こ
と

と
し

、
2
5
年
1
0
月
2
3
日
に

全
国

漁
業

共
済

組
合
連

合
会

が
主

催
し

た
漁

業
共

済
専

務
・

参
事

・
副

所
長

等
全

国
会

議
に

お
い

て
説

明
・

周
知

を
行

う
と

と
も

に
、

貸
付

取
扱
要

領
に

当
該

調
書

を
様

式
と

し
て

追
加

し
た

。

④
林

業
寄

託
業

務
に

つ
い

て
は
、

(
4
)

林
業

寄
託

業
務

に
つ

い
て
は

、
(
4
)

林
業

寄
託

業
務

に
つ

い
て

は
、

(6
)

林
業

寄
託

業
務

の
見

直
し

の
着

実
な

実
施

（
貸

付
枠

の
縮

減
及

び
寄
託

原
資
の
調

達
方
式
の

段
階
的
移

行
）

貸
付

枠
の

縮
減

及
び

民
間

か
ら
の

貸
付

枠
の

縮
減

及
び

民
間

か
ら

の
貸

付
枠

を
引

き
続

き
1
7
億

円
と

す
○

日
本

政
策

金
融

公
庫

か
ら

の
森

林
整

備
活

性
化

資
金

の
貸

付
に

必
要
な

寄
託
原
資

の
調
達
は

、
20

年
度

か
ら

民
間

か
ら

の

長
期

借
入

方
式

か
ら

政
府

の
出
資

長
期

借
入

方
式

か
ら

政
府

の
出

資
る

と
と

も
に

、
寄

託
原

資
に

つ
い

長
期

借
入

金
方

式
か

ら
政

府
の

出
資

方
式

へ
段

階
的

に
移

行
し

て
き

て
お

り
、

21
年

度
か

ら
長

期
借

入
金

は
既

存
借
入

金
の

方
式

へ
の

段
階

的
な

移
行

に
つ
い

方
式

へ
の

段
階

的
な

移
行

に
つ

い
て

、
5
.
8
億

円
を

政
府

出
資

に
よ

借
換

分
の

み
に

限
定

し
、

全
額

政
府

出
資

方
式

へ
移

行
し

た
。
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て
、

着
実

に
実

施
す

る
。

て
、
着
実
に
実
施
す
る
。

り
調

達
し

、
長

期
借

入
金

を
抑

制

す
る

。
○

2
5年

度
に

お
い

て
も

引
き

続
き

、
寄

託
原

資
５

億
8
0
百
万

円
(
2
4年

度
８

億
8
0
百
万

円
)
に
つ

い
て
全
額

を
政

府
出

資
金

で

調
達

、
同

額
を

寄
託

し
て

お
り

、
ま

た
、

民
間

か
ら

の
長

期
借

入
金

（
既

存
借

入
金

の
借

換
分

）
と

し
て

、
７

億
6
1百

万
円

を
措

置
し

た
。

○
民

間
か

ら
の

借
入

金
に

対
す

る
利

払
い

（
2
5
年

度
3
0
百

万
円

（
2
4
年

度
6
2
百

万
円
）
）

に
つ

い
て

は
、

全
額
、

政
府

か
ら

の
利

子
補

給
金

を
充

て
た

。

⑤
農

業
信

用
保

険
業

務
及

び
漁
業

(
5
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び
漁

業
(
5
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び

漁
業

(7
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び

漁
業

信
用

保
険

業
務

に
お

け
る

「
民

で
で
き

る
こ
と
は

民
で
」
の

検
討

信
用

保
険

業
務

の
対

象
資

金
に
つ

信
用

保
険

業
務

の
対

象
資

金
に

つ
信

用
保

険
業

務
の

対
象

資
金

に
つ

（
農

業
信

用
保

険
業

務
）

い
て

は
、
「

民
で

で
き

る
こ

と
は

い
て

は
、
「

民
で

で
き

る
こ

と
は

い
て

は
、
「

民
で

で
き

る
こ

と
は

○
「

農
業

信
用

保
険

業
務

あ
り

方
検
討

会
」

を
2
1
年
３

月
に

設
置

し
、
保

険
対
象
資

金
の
役
割

、
保
険
収

支
の

状
況

等
を

踏

民
で

」
と

い
う

考
え

方
を

踏
ま
え

民
で

」
と

い
う

考
え

方
を

踏
ま

え
民

で
」

と
い

う
考

え
方

を
踏

ま
え

ま
え

つ
つ

、
対

象
資

金
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

2
4年

度
ま

で
に

11
回

、
検

討
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

25
年
度

か
ら

つ
つ
、
引

き
続

き
、
検

討
を
行
う
。

つ
つ

、
こ

れ
ま

で
の

検
討

結
果

を
つ

つ
、

検
討

会
に

お
い

て
、

こ
れ

の
第

３
期

中
期

目
標

に
お

い
て

も
、
「

引
き

続
き

検
討

を
行

う
」

と
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
2
5
年

度
に

お
い

て
は

、
2
6
年

踏
ま

え
、

引
き

続
き

、
検

討
を

行
ま

で
の

検
討

結
果

を
踏

ま
え

、
引

３
月

に
検

討
会

を
開

催
し

、

う
。

き
続

き
、

検
討

を
行

う
。

①
農

業
資

金
に

つ
い

て
は

、
農
業

経
営

は
自

然
条

件
に

左
右

さ
れ

る
こ

と
、

生
産

サ
イ

ク
ル

が
長

く
低

収
益

で
あ
る

こ
と

等
の

特
性

か
ら

民
間

に
よ

る
保
証

の
事

例
は

殆
ど

無
い

こ
と

②
農

家
経

済
安

定
資

金
に

つ
い
て

は
、

農
業

経
営

と
生

活
が

一
体

不
可

分
の

関
係

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

農
業

経
営
の

特
性

に
よ

り
、

民
間

に
よ

る
保

証
で
は

十
分

対
応

で
き

な
い

部
分

が
あ

り
、

こ
れ

ら
を

補
完

す
る

観
点

で
民

間
と

の
棲
み

分
け

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と

か
ら

、
今

後
と

も
役

割
分

担
を

図
り

な
が

ら
対

応
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
さ

ら
に

農
業

の
競

争
力

強
化

、
所

得
倍
増

な
ど

の
政

策
が

掲
げ

ら
れ

る
中

で
、

６
次

産
業

化
の

推
進

、
農

山
漁

村
に

お
け

る
地

域
資

源
を

活
用

し
た

再
生

可
能

エ
ネ
ル

ギ
ー

の
導

入
促

進
な

ど
、

農
業

・
農

村
地

域
の

活
性

化
を

図
る

上
で

益
々

農
業

信
用

保
証

保
険

制
度

へ
の

期
待

が
高

ま
る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

対
象

資
金

を
狭

め
る

の
は

適
当

で
は

な
い

と
さ

れ
、

引
き

続
き

検
討

を
行

う
こ

と
と

し
た

。

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

○
「

漁
業

信
用

保
険

業
務

あ
り

方
検
討

会
」

を
2
1
年
３

月
に

設
置

し
、
保

険
対
象
資

金
の
役
割

、
保
険
収

支
の

状
況

等
を

踏

ま
え

つ
つ

、
対

象
資

金
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

2
4年

度
ま

で
に

５
回

、
検

討
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

25
年
度

に
お

い
て

は
、

2
6
年

３
月

に
検

討
会

を
開

催
し

た
。

検
討

会
の

取
り

ま
と

め
に

お
い
て

は
、

漁
業

信
用

保
険

業
務

に
つ

い
て

は
、

政
府

の
交

付
金

助
成

措
置

に
よ

る
低

位
な

保
険

料
の

維
持

等
の

政
策

が
依

然
と
し

て
不

可
欠

で
あ

り
、

対
象

資
金

の
見

直
し

を
行

え
る

状
況

に
は

な
い

。
し

か
し

な
が

ら
、

今
後

と
も

漁
業

経
営

の
動

向
に
注

視
し

（
寄

託
原

資
の

調
達

状
況
等

）
（

単
位

：
百

万
円
）

20
年

度
21

年
度

22
年

度
23

年
度

24
年

度
25

年
度

1,
40
0

1,
40

0
1,

69
0

1,
40

0
88

0
58

0

50
0

1,
10

0
1,

60
0

1,
40

0
88

0
58

0

64
8

-
-

-
-

-

25
2

30
0

90
-

-
-

2,
84
3

2,
62

6
59

9
4,

04
7

1,
48

3
76

1

14
,1
94

14
,1

66
12

,5
90

11
,0

63
9,

05
5

6,
89
0

14
9

16
2

15
3

10
8

62
30

借
換

額

長
期

借
入

金
残

高

利
払

い
費

用

区
分

う
ち

政
府

出
資

金

う
ち

長
期

借
入

金

う
ち

手
持

ち
資

金
（

公
庫

か
ら

の
償

還
金

）

寄
託

額

30



つ
つ

、
漁

業
信

用
保

険
業

務
の

収
益

性
を

精
査

し
、

状
況

の
変

化
を

踏
ま

え
た

見
直

し
に

努
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

な
お

、
本

件
に

つ
い

て
は

、
第

３
期

中
期

目
標

に
お

い
て
、
「

引
き

続
き

、
検

討
を

行
う

」
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

漁
業

信
用

保
証

保
険

制
度

が
中

小
漁

業
者

等
の

円
滑

な
資

金
調

達
を

果
た

す
役

割
を

求
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

基
本

に
、
引

き
続

き
検

討
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

２
信

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

保
証
・

２
信

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

保
証

・
２

信
用

リ
ス

ク
に

応
じ

た
保

証
・

２
信

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

保
証

・
保
険

料
率

の
速

や
か

な
導

入
（

農
業
信

用
保
険
業

務
）

保
険

料
率

の
導

入
保
険
料
率
の
導
入

保
険

料
率

の
導

入
○

具
体

的
な

導
入

に
向

け
た

課
題

・
手

法
等

に
つ

い
て

、
基

金
協

会
の
参

事
・
事
務

局
長
ク
ラ

ス
を
構
成

員
と

し
た

全
国

専

農
業

信
用

保
証

保
険

業
務

に
つ

農
業
信

用
保

証
保

険
業

務
に

つ
農

業
信

用
保

証
保

険
業

務
に

つ
門

部
会

で
専

門
的

な
見

地
か

ら
引
き

続
き

検
討

し
た

。
2
5
年
度

に
お

け
る

検
討

状
況

は
以

下
の

と
お

り
。

い
て

、
借

入
者

の
信

用
リ

ス
ク
に

い
て

、
農

業
に

お
け

る
事

業
の

特
い

て
、

農
業

に
お

け
る

事
業

の
特

・
25
年

４
月

24
日

全
国

専
門

部
会

に
お

い
て

農
業

者
等

の
デ

ー
タ

収
集

や
実

務
的

な
課

題
に

つ
い

て
議

論
。

応
じ

た
保

証
・

保
険

料
率

の
中
期

性
を

踏
ま

え
つ

つ
、

借
入

者
の

信
性

を
踏

ま
え

つ
つ

、
借

入
者

の
信

・
６

月
「

農
業

資
金

の
保
証

引
受

審
査

時
の

徴
求

資
料

等
に

つ
い

て
」

各
基

金
協

会
に

照
会

・
取

り
ま
と

め
。

目
標

期
間

内
の

速
や

か
な

導
入
に

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

保
証

・
保

険
用

リ
ス

ク
に

応
じ

た
保

証
・

保
険

・
８

月
27
日

全
国

専
門

部
会

に
お

い
て

2
5年

度
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

、
検

討
の

方
向

性
に

つ
い

て
検

討
し

、
検
討

方
向

向
け

て
、

検
討

す
る

。
料

率
の
中

期
目

標
期

間
内

の
速

や
料

率
の

中
期

目
標

期
間

内
の

速
や

の
た

た
き

台
と

し
て

取
り

ま
と

め
。

か
な
導
入
に
向
け
て
、
検
討
す

る
。

か
な

導
入

に
向

け
て
、
検
討

す
る
。

・
９

月
「

信
用

リ
ス

ク
に

応
じ

た
保

証
・

保
険

料
率

の
導

入
に

つ
い

て
（

検
討

方
向

の
た

た
き

台
）
」

に
係

る

検
討
に

当
た

っ
て

は
、

農
業

信
農

業
信

用
基

金
協

会
等

と
連

携
意

見
等

に
つ

い
て
各

基
金

協
会

に
照

会
・

取
り

ま
と

め
。

用
基

金
協

会
等

と
連

携
を

図
り

つ
を

図
り

つ
つ

、
与

信
上

の
デ

ー
タ

・
1
0
月

3
0
日

全
国

専
門

部
会

に
お

い
て

「
信

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

保
証

・
保

険
料

率
導

入
の

方
向

性
（

案
）
」

及
び

つ
、

与
信

上
の

デ
ー

タ
の

収
集

・
の

収
集

・
整

理
を

行
う

と
と

も
「

導
入

ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
（

案
）
」

を
取

り
ま

と
め

。

整
理

及
び

シ
ス

テ
ム

構
築

等
を

計
に

、
借

入
者

の
信

用
リ

ス
ク

定
量

・
1
1
月

2
2
日

事
業

・
組

織
問

題
検

討
会

(
基

金
協

会
の

役
員

ク
ラ

ス
）

に
お

い
て

全
国

専
門

部
会

に
お

け
る

検
討

経

画
的
、
着
実
に
行
う
。

化
の

課
題

・
手

法
等

に
つ

い
て

、
過

を
報

告
、
前

記
取

り
ま

と
め

(案
）

に
つ
い

て
了

承
。

農
業

信
用

基
金

協
会

を
交

え
た

検
・

1
2
月

「
信

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

段
階

別
保

証
・

保
険

料
率

の
導
入

等
に
係
る

実
態
調
査
」
を

３
協

会
で

実
施
、

討
会

に
お

い
て

、
検

討
を

行
う

。
農

業
資

金
の
引

受
審

査
の

現
状

把
握

や
意

見
交

換
等

を
行

っ
た

。

・
1
2
月

2
6
日

全
国

常
勤

役
職

員
会

議
(
基

金
協

会
の

役
職

員
ク

ラ
ス

）
に

お
い

て
全

国
専

門
部

会
及

び
事

業
・

組
織

問
題

検
討

会
で

の
検

討
経

過
を

報
告

、
同

取
り

ま
と

め
（

案
）

に
つ

い
て

了
承

。

・
26
年

３
月

17
日

全
国

専
門

部
会

に
お

い
て

ス
コ

ア
リ

ン
グ

評
価

に
使

用
す

る
財

務
デ

ー
タ

・
非

財
務

デ
ー

タ
の
項

目
に

つ
い

て
議

論
。

以
上

の
よ

う
な

検
討

経
過

を
踏

ま
え

、
2
6
年
度

に
お

い
て

も
引

き
続

き
、

ス
コ

ア
リ

ン
グ

評
価

手
法

等
に

つ
い

て
検
討

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。

３
業

務
運

営
体

制
の

効
率

化
３

業
務
運
営
体
制
の
効
率
化

３
業

務
運

営
体

制
の

効
率
化

３
業

務
運

営
体

制
の

効
率

化

①
業

務
の

質
や

量
に

対
応

し
た
組

(
1
)

業
務

の
質

や
量

に
対

応
し
た

組
(
1
)

業
務

の
質

や
量

に
対

応
し

た
組

(1
)

組
織

体
制

・
人

員
配

置
の

見
直

し

織
体

制
・

人
員

配
置

の
見

直
し
を

織
体

制
・

人
員

配
置

の
見

直
し

を
織

体
制

・
人

員
配

置
の

見
直

し
を

○
幅

広
い

業
務

に
対

応
で

き
る

人
材
育

成
を

図
る

た
め

部
門

を
超

え
た
人

事
配
置
等

を
進
め
る

と
と
も
に

、
職

員
の

効
率

的

行
い

、
業

務
運

営
の

効
率

化
を
行

行
い

、
業

務
運

営
の

効
率

化
を

行
行

い
、

業
務

運
営

の
効

率
化

を
行

な
配

置
を

踏
ま

え
て

、
必

要
に

応
じ

て
非

常
勤

職
員

を
雇

用
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

う
。

う
。

う
。

2
1年

度
以

降
の

新
規

採
用

者
に

あ
っ

て
は
、
採
用

か
ら

概
ね

２
～

３
年

後
に

は
他

部
門

へ
異

動
さ

せ
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

○
日

常
の

業
務

及
び

研
修

等
に

よ
る
資

格
取

得
や

能
力

向
上

に
努

め
、
適

性
の
見
極

め
を
通
じ

て
専
門
家

等
の

育
成

に
配

慮

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

○
中

期
計

画
期

末
の

常
勤

職
員

の
見

込
み

（
1
1
3
名

）
を

踏
ま

え
、

業
務

体
制

、
職

員
の

年
齢

構
成

及
び

退
職

予
定

数
等

を

勘
案

し
て

人
員

を
配

置
し

た
（

25
年

度
新

規
採

用
は

３
名
）
。

②
職

員
の

能
力

の
向

上
を

図
る
た

(
2
)

職
員

の
能

力
の

向
上

を
図
る

た
(
2
)

職
員

の
能

力
の

向
上

を
図

る
た

(2
)

研
修

の
効

果
的

実
施
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め
、

各
種

研
修

を
効

果
的

に
実
施

め
、

各
種

研
修

を
効

果
的

に
実

施
め

、
研

修
計

画
に

基
づ

き
各

種
研

○
2
5年

度
は

以
下

の
と

お
り

研
修

計
画

を
策

定
し

、
研

修
を

効
果

的
に
実

施
し
た
。

す
る

。
す

る
。

修
を

効
果

的
に

実
施

す
る

。

ア
．

養
成

研
修

種
別

内
容

対
象

・
一

般
職

員
研
修

・
課

長
級

研
修

養
成

研
修

階
層
別

に
必

要
な

基
礎

知
識

を
習

得
採

用
者

、
一

般
職

員
、

課
長

級
別

に
実

施

イ
．

能
力

開
発

研
修

ウ
．

法
令

遵
守

意
識

啓
発

研
修

能
力

開
発

研
修

業
務
に

必
要

な
専

門
的

知
識

の
習

得
研

修
の

受
講

希
望

者
を

募
集

し
、

外
部

機
関

の

研
修
を

受
講

法
令

遵
守

意
識

啓
発

研
修

コ
ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
全

役
職

員
必

須

上
記

の
ほ

か
、

農
業

信
用

保
険

業
務

が
実

施
し

た
「

保
証

審
査

実
務

担
当

者
研

修
会

」
「

求
償

権
管

理
回

収
等

事
務

研
修

会
」

に
各

1
1
名

、
３

名
が

受
講

し
た

。

○
研

修
の

実
効

性
の

確
保

及
び

今
後
の

研
修

の
充

実
に

反
映

さ
せ

る
観
点

か
ら
、
研

修
受

講
者

か
ら

受
講

報
告

を
提

出
さ

せ
、

研
修

内
容

の
理

解
度

や
効

率
的

な
業

務
運

営
に

資
す

る
内

容
か

否
か

を
確

認
し

、
研

修
が

職
員

の
能

力
向

上
や

業
務
運

営
の

効
率

化
等

に
資

す
る

よ
う

検
証

を
行

っ
て

い
る

。

こ
の

結
果

、
業

務
能

力
や

コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン

ス
に

係
る

理
解

の
向

上
が

図
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

実
施

に
当

た
っ
て

は
、

内
部

講
師

等
を

活
用

し
、

費
用

の
節

減
も

考
慮

し
て

い
る

。

○
研

修
に

よ
り

職
員

の
能

力
向

上
を
図

り
、

勤
務

実
績

等
を

踏
ま

え
た
適

材
適
所
の

人
事
配
置

に
努
め
て

い
る

。

４
経

費
支

出
の

抑
制

４
経
費
支
出
の
抑
制

４
経

費
支

出
の

抑
制

４
経

費
支

出
の

抑
制

①
業

務
の

見
直

し
及

び
効

率
化
を

(
1
)

業
務

の
見

直
し

及
び

効
率
化

を
(
1
)

業
務

の
見

直
し

及
び

効
率

化
を

(1
)

一
般

管
理

費
の

削
減

度
合

進
め

、
一

般
管

理
費

（
人

件
費
、

進
め
、
す
べ
て
の
支
出
に
つ
い

て
、

進
め
、
す

べ
て

の
支

出
に
つ

い
て
、

○
一

般
管

理
費

（
人

件
費

、
租

税
公

課
及

び
特

殊
要

因
に

よ
り

増
減

す
る

経
費

を
除

く
。
）

は
３

億
3
5
百

万
円

で
あ

り
、

2
4

租
税

公
課

及
び

特
殊

要
因

に
よ
り

当
該

支
出

の
要

否
を

検
討

す
る

と
当

該
支

出
の

要
否

を
検

討
す

る
と

年
度

予
算

対
比

で
4
2
.
5％

の
削

減
（

削
減

目
標

３
％

）
と

な
っ

た
（

24
年

度
決

算
対

比
で

は
1
8
.7

％
の
削

減
と

な
っ
た
）
。

（
研
修
実
施
状
況
）

年
度

種
別

内
容

対
象
者

受
講
者
数

採
用
者
研
修
（
１
日
間
）
※
１

採
用
者
等

５
名

業
務
シ
ス
テ
ム
の
概
要
（
半
日
×
２
回
）

採
用
者
等

６
名

財
務
会
計
（
会
計
基
礎
）
（
半
日
）
※
１

採
用
者
等

５
名

事
務
ミ
ス
防
止
研
修
（
半
日
）
※
２

補
佐
・
一
般
職
員

４
３
名

顧
客
対
応
研
修
（
半
日
）
※
２

補
佐
・
一
般
職
員

２
７
名

債
権
管
理
・
回
収
の
実
践
（
３
日
）

１
名

会
計
担
当
者
実
務
（
３
日
）

２
名

給
与
シ
ス
テ
ム
、
給
与
実
務
（
各
１
日
）

各
１
名

全
役
職
員

-

※
１

無
償
に
よ
り
実
施
し
た
も
の

※
２

新
た
に
実
施
し
た
も
の

能
力
開
発

各
部
被
推
薦
者

養
成

（
階
層
別
）

法
令
遵
守
意
識
啓
発
研
修
（
半
日
）

25
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増
減

す
る

経
費

を
除

く
。
）

に
つ

と
も

に
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
と

も
に

、
以

下
の

措
置

を
講

じ
る

い
て

は
、
中
期

目
標

の
期

間
中
に
、

こ
と
等
に
よ
り
、
一
般
管
理
費
（

人
こ

と
等

に
よ

り
、
一

般
管
理

費
（

人

平
成

2
4
年

度
比

で
1
5
％

以
上
抑
制

件
費

、
租

税
公

課
及

び
特

殊
要

因
件

費
、

租
税

公
課

及
び

特
殊

要
因

す
る

。
に
よ
り
増
減
す
る
経
費
を
除
く

。）
に

よ
り

増
減

す
る

経
費

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

は
、

中
期

目
標

の
期

間
の

節
減

を
行

う
。

中
に
、

平
成

2
4
年
度

比
で

1
5％

以

上
の
節
減
を
行
う
。

○
公

益
法

人
等

に
対

す
る

会
費

の
支
出

に
つ

い
て

は
、

公
表

対
象

と
な
る

年
間
1
0万

円
以
上
の

支
出
は
な

か
っ

た
（

24
年

度

も
公

表
対

象
の

支
出

な
し

）
。

・
役

職
員

に
対

し
、

費
用

対
効

果
①

部
署

別
の

予
算

配
分

、
予

算
(2
)

役
職

員
の

コ
ス

ト
意

識
の

徹
底

等
の
コ

ス
ト

意
識

を
徹

底
さ

せ
執

行
の

期
中

管
理

な
ど

予
算

の
○

役
職

員
の

コ
ス

ト
意

識
を

徹
底

さ
せ

る
た

め
、

部
署

別
予

算
配

分
・
適

切
な
期
中

管
理
を
行

う
と
と
も

に
、

担
当

理
事

が

る
。

適
正

な
執

行
管

理
を

徹
底

す
参

加
す

る
定

例
会

（
毎

月
開

催
）

に
お
い

て
、

予
算

の
執

行
状

況
や

年
度

中
の

執
行

の
見

通
し

、
決

算
状

況
を

説
明
し

、
周

・
業
務
実
施
方
法
を
見
直
す
。

る
。

知
を

図
っ

た
。

・
予

算
執

行
状

況
の

期
中

管
理

を
②

減
損

会
計

の
情

報
に

基
づ

徹
底
す
る
。

き
、

適
正

な
資

産
の

評
価

を
行

○
支

出
の

無
駄

を
削

減
す

る
た

め
の
自

律
的

な
取

組
を

推
進

す
る

「
支
出

点
検
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
」

の
第

９
回

会
合

を

う
。

2
5
年

６
月

2
8
日

に
開

催
し

、
2
4
年
度

の
取

組
目

標
に

対
す

る
取

組
状

況
に

つ
い

て
報

告
を

行
う

と
と

も
に

、
2
5
年
度
の

取
組

③
役

職
員

に
対

し
、

費
用

対
効

目
標

の
設

定
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

た
。

果
な

ど
の

コ
ス

ト
意

識
を

徹
底

2
5
年

度
取

組
目

標
に

つ
い

て
は

職
員

掲
示

板
に

掲
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

効
率

的
な

予
算

執
行

・
無

駄
な

支
出

の
削

減

さ
せ

る
。

へ
の

取
組

に
つ

い
て

周
知

を
図

っ
た

。

④
外

部
委

託
の

推
進

を
図

る
な

ど
業

務
実

施
方
法

を
見
直

す
。

(3
)

業
務

実
施

方
法

の
見

直
し

○
財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
の

保
守

業
務
に

係
る

契
約

期
間

に
つ

い
て

、
2
4年

度
か
ら
従

来
の
１
年

か
ら
２
年

の
複

数
年

へ
変

更

し
て

お
り

、
引

き
続

き
単

年
度

当
た

り
の

経
費

支
出

に
つ

い
て

抑
制

を
図

っ
た

（
削

減
額

63
千

円
／

年
）
。

(4
)

予
算

の
適

正
な

執
行

管
理

○
予

算
の

効
率

的
か

つ
適

正
な

執
行
を

図
る

た
め

、
各

勘
定

ご
と

に
、
業

務
計
画
や

過
去
の
支

出
実
績
等

を
勘

案
し

て
予

算

執
行

見
込

み
を

策
定

し
、

部
署

別
の

予
算

配
分

を
行

っ
た

。

ま
た

、
毎

月
の

支
出

実
績

を
と

り
ま

と
め

、
期

中
に

お
い

て
も

支
出
実

績
を
勘
案

し
つ
つ
、

必
要
に
応

じ
て

予
算

執
行

見

込
み

の
見

直
し

を
行

う
な

ど
、

適
正

な
期

中
管

理
を

行
っ

た
。

②
人

件
費

（
退

職
手

当
及

び
法
定

(
2
)

人
件

費
（

退
職

手
当

及
び
法

定
(
2
)

人
件

費
（

退
職

手
当

及
び

法
定

５
人

件
費

の
抑

制

福
利

費
を

除
く

。
ま

た
、

人
事
院

福
利

費
を

除
く

。
ま

た
、

人
事

院
福

利
費

を
除

く
。

ま
た

、
人

事
院

(1
)

政
府

の
総

人
件

費
削

減
の

取
組

を
踏

ま
え

た
適

切
な

対
応

勧
告

を
踏

ま
え

た
給

与
改

定
部
分

勧
告

を
踏

ま
え

た
給

与
改

定
部

分
勧

告
を

踏
ま

え
た

給
与

改
定

部
分

○
2
4年

度
に

引
き

続
き

、
特

例
減

額
を

実
施

し
た

。

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

は
、

政
府

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

は
、

政
府

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

は
、

政
府

・
実

施
期

間
：

2
4
年

４
月

分
給

与
～
2
6
年
３

月
分

給
与

に
お

け
る

総
人

件
費

削
減

の
取
組

に
お

け
る

総
人

件
費

削
減

の
取

組
に

お
け

る
総

人
件

費
削

減
の

取
組

・
実

施
内

容
：

俸
給

月
額

（
▲

9
.
77

％
等
）

等
の

減
額

を
踏

ま
え

つ
つ

、
適

切
に

対
応
す

を
踏

ま
え

つ
つ

、
適

切
に

対
応

す
を

踏
ま

え
つ

つ
、

適
切

に
対

応
す

る
。

る
。

る
。

○
国

の
給

与
改

正
に

準
じ

、
55
歳

以
上

の
職

員
に

つ
い

て
、

26
年

１
月
か

ら
昇
給
を

抑
制
し
た

。

③
給

与
水

準
に

つ
い

て
は

、
国
家

(
3
)

給
与

水
準

に
つ

い
て

は
、
国

家
(
3
)

給
与

水
準

に
つ

い
て

は
、

国
家

(2
)

対
国

家
公

務
員

地
域

・
学

歴
別

指
数

の
適

正
化

に
向

け
た

取
組

公
務

員
の

給
与

水
準

を
十

分
考
慮

公
務

員
の

給
与

水
準

を
十

分
考

慮
公

務
員

の
給

与
水

準
を

十
分

考
慮

○
2
4年

度
に

引
き

続
き

、
特

例
減

額
を

実
施

し
た

。

24
年

度
25
年

決
算

増
減
率

区
分

予
算

(Ａ
)

実
績

(Ｂ
)

(Ｂ
－

Ａ
)÷

Ａ
24
年

度
決

算
増
減

率

(Ｃ
)

(Ｂ
－
Ｃ

)÷
Ｃ

一
般

管
理

費
58
2

33
5

△
 4

2.
5%

41
2

△
 1
8.

7%

（
単

位
：

百
万

円
）

（
参

考
）
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し
、

手
当

を
含

め
役

職
員

給
与
の

し
、

手
当

を
含

め
役

職
員

給
与

の
し

、
手

当
を

含
め

役
職

員
給

与
の

・
実

施
期

間
：

2
4
年

４
月

分
給

与
～
2
6
年
３

月
分

給
与

在
り

方
に

つ
い

て
厳

し
く

検
証
し

在
り

方
に

つ
い

て
厳

し
く

検
証

し
在

り
方

に
つ

い
て

厳
し

く
検

証
し

・
実

施
内

容
：

俸
給

月
額

（
▲

9
.
77

％
等
）

等
の

減
額

た
上

で
、

対
国

家
公

務
員

地
域
・

た
上

で
、

対
国

家
公

務
員

地
域

・
た

上
で

、
対

国
家

公
務

員
地

域
・

学
歴

別
指

数
（

地
域

・
学

歴
別
法

学
歴

別
指

数
（

地
域

・
学

歴
別

法
学

歴
別

指
数

（
地

域
・

学
歴

別
法

○
国

の
給

与
改

正
に

準
じ

、
55
歳

以
上

の
職

員
に

つ
い

て
、

26
年

１
月
か

ら
昇
給
を

抑
制
し
た

。

人
基

準
年

齢
階

層
ラ

ス
パ

イ
レ
ス

人
基

準
年

齢
階

層
ラ

ス
パ

イ
レ

ス
人

基
準

年
齢

階
層

ラ
ス

パ
イ

レ
ス

指
数

）
が

中
期

目
標

期
間

中
は
、

指
数

）
が

中
期

目
標

期
間

中
は

、
指

数
）

が
中

期
目

標
期

間
中

は
、

○
国

家
公

務
員

の
地

域
手

当
に

相
当
す

る
特

別
都

市
手

当
の

抑
制

。

毎
年

度
1
0
0
を

上
回

ら
な

い
水

準
毎

年
度

1
0
0
を

上
回

ら
な

い
水

準
毎

年
度

1
0
0
を

上
回

ら
な

い
水

準
国

家
公

務
員

18
%
（

1
8
年

度
以
降

５
年

間
で

６
%
引

き
上

げ
）
、

信
用
基

金
10

%
（
2
5
年
４

月
１

日
～

８
%
→
1
0
%

）

と
し

、
給

与
水

準
の

適
正

化
に
取

と
し

、
給

与
水

準
の

適
正

化
に

取
と

し
、

給
与

水
準

の
適

正
化

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

検
証

結
果
や

り
組

む
と

と
も

に
、

検
証

結
果

や
り

組
む

と
と

も
に

、
検

証
結

果
や

○
2
5年

度
の

ラ
ス

パ
イ

レ
ス

指
数

（
地

域
別

・
学

歴
別

）
は

、
9
7
.0

と
な

っ
た
。

取
組

状
況

を
公

表
し

、
国

民
に
対

取
組

状
況

を
公

表
し

、
国

民
に

対
取

組
状

況
を

公
表

し
、

国
民

に
対

し
て

納
得

が
得

ら
れ

る
説

明
を
行

し
て

納
得

が
得

ら
れ

る
説

明
を

行
し

て
納

得
が

得
ら

れ
る

説
明

を
行

(3
)

対
国

家
公

務
員

地
域

・
学

歴
別

指
数

の
対

外
的

説
明

う
。

う
。

う
。

○
信

用
基

金
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公
表

し
て

い
る

（
2
4
年
度

分
は

25
年
６

月
28

日
に

公
表
）
。

５
業

務
実

施
体

制
の

強
化

５
業
務
実
施
体
制
の
強
化

５
業

務
実

施
体

制
の

強
化

６
業

務
実

施
体

制
の

強
化

内
部

統
制

の
実

施
状

況
に

つ
い

内
部
統

制
の

実
施

状
況

に
つ

い
内

部
統

制
の

実
施

状
況

に
つ

い

て
、

監
事

監
査

の
重

点
事

項
と
し

て
、

監
事

監
査

の
重

点
事

項
と

し
て

、
監

事
監

査
の

重
点

事
項

と
し

て
監

査
を

受
け

た
上

で
、

そ
の
結

て
監

査
を

受
け

た
上

で
、

そ
の

結
て

監
査

を
受

け
た

上
で

、
そ

の
結

果
等

を
踏

ま
え

て
ガ

バ
ナ

ン
ス
を

果
等

を
踏

ま
え

て
ガ

バ
ナ

ン
ス

を
果

等
を

踏
ま

え
て

ガ
バ

ナ
ン

ス
を

改
善

す
る

と
と

も
に

、
業

務
実
施

改
善

す
る

と
と

も
に

、
業

務
実

施
改

善
す

る
と

と
も

に
、

業
務

実
施

体
制

の
強

化
の

た
め

、
次

の
事
項

体
制

の
強

化
の

た
め

、
次

の
事

項
体

制
の

強
化

の
た

め
、

次
の

事
項

を
実

施
す

る
。

を
実
施
す
る
。

を
実

施
す

る
。

①
内

部
監

査
の

充
実

(
1)

内
部
監
査
の
充
実

(
1)

内
部

監
査

の
充
実

(1
)

監
事

監
査

結
果

を
踏

ま
え

た
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
改

善
の

取
組

業
務

の
適

正
化

を
図

る
た

め
、

○
内

部
統

制
の

取
り

組
み

に
関

す
る
監

事
監

査
結

果
の

主
な

所
見

事
項
と

対
応
状
況

業
務

の
適

正
化

を
図

る
た

め
、

業
務
の

適
正

化
を

図
る

た
め

、
内

部
監

査
規

程
及

び
内

部
監

査
マ

内
部

統
制

に
対

す
る

取
り

組
み
と

し
て

、
法

人
の

長
た

る
理

事
長

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
取

り
組

み
（

信
用
基

金
の

信
用

基
金

の
各

業
務

を
横

断
的
に

信
用

基
金

の
各

業
務

を
横

断
的

に
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
、

監
事

と
連

ミ
ッ

シ
ョ

ン
や

運
営

方
針

に
係

る
役

職
員

へ
の

周
知

、
役

員
懇

談
会

等
に

よ
る

意
思

決
定

等
）

や
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス

の
向

監
査

す
る

内
部

監
査

体
制

を
充
実

監
査

す
る

内
部

監
査

体
制

を
充

実
携

し
つ

つ
、

内
部

監
査

年
度

計
画

上
、

組
織

規
程

等
諸

規
程

の
整

備
、

事
業

評
価

分
析

の
実

施
、

諸
リ

ス
ク

に
対

す
る

委
員

会
に

よ
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
等

実
施

・
強

化
す

る
。

・
強
化
す
る
。

に
従

い
信

用
基

金
の

各
業

務
に

つ
し

て
き

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

い
て

内
部

監
査

を
適

切
に

実
施

す
2
5
年

1
0
月

の
定

例
監

査
（

期
中

監
査

）
に

お
い

て
は
、
「

内
部

統
制

若
し

く
は

内
部

管
理

に
係

る
総

括
部

署
の

設
置

等
に

る
。

よ
る

所
掌

の
明

確
化

、
信

用
基

金
を

取
り

巻
く

リ
ス

ク
全

体
に

つ
い

て
の

洗
出

し
・

評
価

を
行

う
必

要
性

」
が

監
事
の

所
見

ま
た

、
内

部
監

査
の

実
施

に
あ

と
し

て
指

摘
さ

れ
た

。
こ

れ
に

対
し

「
独

立
行

政
法

人
改

革
等

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針
」
（

2
5
年

1
2
月

2
4
日

閣
議

決
定

）

た
っ

て
は

、
内

部
監

査
チ

ェ
ッ

ク
に

お
い

て
金

融
業

務
型

独
法

に
対
す

る
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
高

度
化

と
し

て
「

リ
ス

ク
管

理
の

た
め

の
内

部
規

程
整

備
、
統

合
的

リ
ス

ト
を

準
備

す
る

と
と

も
に

、
リ

ス
ク

管
理

の
た

め
の

委
員

会
設
置

、
業

務
執

行
や

リ
ス

ク
管

理
を

監
視

す
る

内
部

組
織

の
設

置
」

が
見

直
し

事
項
と

な
っ

指
摘

事
項

（
要

改
善

事
項

）
の

フ
た

た
め

、
こ

の
見

直
し

を
行

う
に
あ

た
り

、
監

事
監

査
指

摘
に

つ
い

て
も

併
せ

て
対

応
す

る
こ

と
と

し
た

。
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ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
適

切
に

実
施

す

る
。

(2
)
内

部
監

査
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
整

備

○
内

部
監

査
の

実
施

に
当

た
り

、
事
前

に
監

査
項

目
毎

に
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
を
整
備

し
、
効
果

的
な
実
施

を
図

っ
て

い
る

。

2
5年

度
に

お
い

て
は

、
以

下
の

監
査

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の
検

討
・
見
直

し
を
行
っ

た
。

①
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
（
2
5
年
７

月
実

施
）

②
現

物
実

査
及

び
預

金
・

有
価
証

券
・

借
入

金
残

高
確

認
（

25
年
1
1
月

実
施
）

③
総

務
課

及
び

人
事

課
業

務
（
2
5
年
1
1
月
実

施
）

④
漁

業
信

用
保

険
業

務
（

2
6
年
１

月
実

施
）

⑤
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
及

び
保
有

個
人

情
報

の
管

理
状

況
（

26
年
２

月
実
施
）

○
上

記
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
整

備
に
加

え
て

、
｢
⑤
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
及

び
保

有
個

人
情

報
の

管
理

状
況

｣に
つ
い

て
、

無

通
告

の
内

部
監

査
を

実
施

し
、

内
部

監
査

の
実

効
性

の
向

上
を

図
っ

た
。

(3
)

内
部

監
査

に
お

け
る

要
改

善
事

項
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

実
施

○
2
6年

３
月

に
お

い
て

、
前

年
度

に
実

施
し

た
内

部
監

査
で

改
善

指
摘
を

し
た
林
業

信
用
保
証

業
務
及
び

契
約

に
関

す
る

事

務
に

つ
い

て
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

っ
た

結
果

、
指

摘
事

項
に

対
す

る
改

善
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認
し

た
。

ま
た

、
改

善
指

摘
に

対
す

る
被

監
査

部
室

の
対

応
が

遅
延

す
る

こ
と
の

な
い
よ
う

、
被
監
査

部
室
と
の

意
見

交
換

を
密

に

行
い

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
進

捗
管

理
に

努
め

た
。

②
内

部
統

制
機

能
の

強
化

(
2)

内
部
統
制
機
能
の
強
化

(
2)

内
部

統
制

機
能
の

強
化

ア
業

務
の

適
正

な
執

行
を

図
る

ア
業
務

の
適

正
な

執
行

を
図

る
ア

業
務

の
適

正
な

執
行

を
図

る
(4

)
外

部
有

識
者

の
専

門
的

知
見

を
活
用

し
た

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
推
進

に
向
け
た

取
組
並
び

に
取
組
状

況
の

チ
ェ

ッ
ク

及

た
め

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
委

た
め
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

委
た

め
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
び

フ
ォ

ロ
ー

員
会

に
お

い
て

外
部

の
有

識
者

員
会
に

お
い

て
外

部
の

有
識

者
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
基

づ
き

、
外

部
○

役
員

又
は

職
員

か
ら

の
法

令
違

反
行

為
等

の
通

報
又

は
相

談
を

や
り
易

く
す
る
た

め
の
職
員

専
用
情
報

サ
イ

ト
の

３
本

の

の
専

門
的

知
見

を
活

用
す

る
な

の
専
門

的
知

見
を

活
用

す
る

な
の

有
識

者
の

専
門

的
知

見
も

活
窓

口
「

コ
ン

プ
ラ

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン
」
（
以
下

①
～

③
参

照
）

を
常

時
開

設
し

て
対

応
し

た
。

ど
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
（

法
令

ど
コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

（
法

令
用

し
つ

つ
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
2
5年

４
月

か
ら

26
年

３
月

ま
で

の
相

談
・

通
報

等
は

な
か

っ
た

。

等
遵

守
）

へ
の

取
組

を
充

実
・

等
遵
守

）
へ

の
取

組
を

充
実

・
ス

委
員

会
を

中
心

に
コ

ン
プ

ラ
①

法
令

違
反

行
為

等
に

関
す

る
相
談

又
は

通
報

窓
口

【
通

報
窓

口
・
相

談
窓
口
】

強
化
す

る
。

強
化
す
る
。

イ
ア

ン
ス

の
推

進
に

向
け

た
取

②
職

員
個

人
情

報
の

処
理

等
に

関
す

る
苦

情
及

び
相

談
窓

口
【

職
員
個

人
情
報
受

付
窓
口
】

（
監

事
監
査

の
実

施
状

況
）

期
末

監
査

期
中

監
査

実
施

期
間

25
年

４
月
～

25
年

６
月

25
年

10
月

～
25

年
12
月

実
施

内
容

現
物

実
査

立
会

予
備

調
査

、
本

調
査

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

（
理

事
長

等
、

会
計

監
査
人

）

現
物

実
査

予
備

調
査

、
本

調
査

事
務

室
等

実
査

外
部

委
託

先
往

査
デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

（
理

事
長

等
、

会
計
監

査
人
）

監
事

監
査

報
告

書
等

25
年

６
月

に
信

用
基

金
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
て
公

表
。

財
務

諸
表

及
び

決
算

報
告
書

に
関

す
る

監
事
の

意
見

書
を

理
事
長

及
び

主
務

大
臣
に

提
出

。

25
年

12
月

に
中

間
と
り

ま
と
め

を
理

事
長

へ
提
出

。

（
１

）
上
記

定
例

監
査

の
他
に

、
役
員

懇
談

会
そ

の
他
重

要
な

会
議

へ
の
出

席
や

重
要

な
決
裁

書
類

の
閲

覧
等
に

よ
る

日
常

監
査

を
受

け
て

い
る

。
ま
た

、
内
部

監
査

部
署

と
の
打

ち
合

わ
せ

も
定
例

的
に

実
施

さ
れ
て

い
る

。

定
例
監

査

（
２

）
26
年

３
月

に
、

理
事
長

と
の
意

見
交

換
を

経
て
、

法
令

等
の

遵
守
、

内
部

統
制

等
を
重

点
項

目
と

す
る
26

年
度

監
事

監
査

計
画

が
作

成
さ

れ
、
職

員
へ
周

知
さ

れ
た

。
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組
を

適
切

に
実
施

す
る
。

③
業

務
処

理
方

法
の

効
率

化
、

経
費

の
節

減
等

に
関

す
る

提
案

窓
口
【

業
務
改
善

提
案
窓
口

】

特
に

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

職
員

へ
の

一
層

○
2
5年

度
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

基
づ

き
、

次
の

と
お
り

コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス

の
推
進
に

計
画

的
に

取
り

組

の
周

知
に

努
め

る
と

と
も

に
、

む
と

と
も

に
、

取
組

状
況

の
チ

ェ
ッ

ク
及

び
フ

ォ
ロ

ー
を

行
っ

た
。

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
チ

ェ
ッ

ま
た

、
外

部
有

識
者

を
委

員
に

含
む

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

委
員

会
を
開

催
（
2
5年

９
月
・
2
6
年

３
月
）

し
、

コ
ン

プ
ラ

イ

ク
の

適
切

な
実

施
・

フ
ォ

ロ
ー

ア
ン

ス
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

（
Ｑ

＆
Ａ

集
含

む
）

の
改

正
、

及
び

次
年

度
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策
定

等
に

に
努

め
る

。
つ

い
て

審
議

し
た

。

①
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

（
Ｑ

＆
Ａ

集
含

む
）

の
改
正

（
25

年
９

月
・
2
6年

３
月
）

内
容

の
拡

充
を

図
る

た
め

に
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

委
員

会
に

お
い

て
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

改

正
案

を
審

議
し

、
承

認
さ

れ
た

改
正
版

を
信

用
基

金
全

役
職

員
に

メ
ー

ル
送

信
し

て
周

知
徹

底
を

図
っ

た
。

②
新

規
採

用
職

員
研

修
会

（
2
5
年
４

月
）

研
修

会
開

催
に

際
し

、
コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
マ

ニ
ュ

ア
ル

及
び
コ

ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
基

本
方
針
等

を
記

載
し

た
印

刷

物
を

配
布

し
説

明
を

行
い

、
コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
取

組
の

た
め

の
周

知
を

行
っ

た
。

③
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
研

修
（

25
年

11
月

・
2
6
年
１

月
）

外
部

よ
り

講
師

を
招

き
、

下
記
の

と
お

り
研

修
を

実
施

し
た

。

25
年

1
1月

コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン

ス
研

修
・

個
人

情
報

保
護

及
び
情

報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対

策
研
修

26
年

１
月

事
務

ミ
ス

防
止
研

修
・

顧
客

対
応

研
修
（

養
成
研

修
と

し
て
、
一

般
職

員
、
補

佐
ク

ラ
ス

向
け

に
実

施
）

④
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
・

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
（

26
年

２
月

）

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
チ

ェ
ッ
ク

を
実

施
し

、
そ

の
分

析
結

果
を
コ

ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
委

員
会
に
報

告
し

、
コ

ン
プ

ラ

イ
ア

ン
ス

改
善

策
を

提
案

す
る
と

と
も

に
、

承
認

さ
れ

た
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
改

善
策

を
次

年
度

の
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
反

映
さ

せ
た
。

⑤
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
自

己
点

検
（

25
年

４
月

）

信
用

基
金

が
保

有
す

る
情

報
資
産

の
取

扱
い

の
基

本
方

針
及

び
対
策

を
定
め
た

情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

規
程

に
基

づ
き

、

毎
年

度
１

回
行

う
こ

と
と

さ
れ
て

い
る

保
有

情
報

資
産

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
実

施
状

況
の

自
己

点
検

を
、

最
高
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
責

任
者

の
指

示
に
よ

り
全

職
員

が
実

施
し

、
そ

の
実

施
結

果
を

情
報

化
推

進
委

員
会

に
報

告
し

た
。

⑥
保

有
個

人
情

報
の

管
理

状
況

の
チ

ェ
ッ

ク
（

25
年

４
月

）

信
用

基
金

が
業

務
上

保
有

す
る
個

人
情

報
及

び
職

員
個

人
情

報
の
保

護
と
適
正

な
利
用
方

法
を
定
め

た
個

人
情

報
取

扱

規
程

に
基

づ
き

、
毎

年
４

月
に
保

有
個

人
情

報
管

理
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
よ

り
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
保

有
個
人

情
報

の
ア

ク
セ

ス
権

限
を

有
す

る
者
等

に
よ

る
管

理
状

況
に

つ
い

て
の

点
検

を
、

保
有

個
人

情
報

を
管

理
す

る
保

護
管
理

者
４

名
に

よ
り

実
施

し
、

そ
の

実
施
結

果
を

個
人

情
報

管
理

委
員

会
に

報
告

し
た

。

⑦
諸

規
程

改
正

時
の

メ
ー

ル
送

信
等

（
2
5
年
４

月
～

26
年

３
月

）

諸
規

程
の

改
正

変
更

等
に

つ
い
て
、
役
職

員
に

周
知

す
る

た
め

メ
ー

ル
送

信
及

び
職

員
専

用
情

報
サ

イ
ト

に
掲

載
し

た
。

イ
業

務
の

適
正

化
を

図
る

た
イ

業
務

の
適

正
化

を
図

る
た

イ
業

務
の

適
正

化
を

図
る

た
(5
)

事
務

リ
ス

ク
自

主
点

検
等

の
実

施
及

び
業

務
改

善
へ

の
反

映

め
、

事
務

リ
ス

ク
自

主
点

検
等

め
、
事

務
リ

ス
ク

自
主

点
検

等
め

、
部

室
が

所
掌

す
る

事
務

の
○

監
事

監
査

、
内

部
監

査
及

び
会

計
監

査
人

監
査

並
び

に
事

務
リ

ス
ク
自

主
点
検
に

お
い
て
指

摘
等
さ
れ

た
事

項
及

び
改

善

事
務

改
善

へ
の

取
組

を
着

実
に

事
務
改

善
へ

の
取

組
を

着
実

に
自

主
的

な
点

検
及

び
職

員
か

ら
事

項
と

な
っ

た
も

の
の

改
善

状
況

を
点
検

項
目

に
入

れ
、

以
下

の
リ

ス
ク

管
理

の
観

点
か

ら
、

25
年

９
月

に
事

務
リ
ス

ク
自

実
施
す

る
。

実
施
す
る
。

の
業

務
改

善
提

案
に

対
す

る
取

主
点

検
を

行
っ

た
。

組
を

適
切

に
実
施

す
る
。

1
)

事
務

の
適

正
執

行
の

担
保

（
事
務

リ
ス

ク
）

(
1
)
決

裁
手

続
き

が
適

正
か

（
決

裁
権
者

の
決
裁
を

得
て
、
事

務
を

進
め

て
い

る
か
）
。
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(
2
)
事

務
規

程
に

則
し

、
事

務
を

行
っ
て

い
る
か
。

(
3
)
法

人
文

書
管

理
規

則
に

基
づ

き
、
適

切
に
事
務

処
理
が
行

わ
れ

て
い

る
か

。

等
に

つ
い

て
、

下
記

①
～

③
の

業
務
等

に
係

る
稟

議
書

、
契

約
書

、
金

銭
消

費
貸

借
証

書
等

の
書

類
点

検
等

を
行
っ

た
。

①
農

業
信

用
保

険
、

漁
業

信
用

保
険

、
林

業
債

務
保

証
の

契
約
締

結

②
農

業
・

漁
業

災
害

補
償

関
係

業
務

の
基

本
契

約
書

の
締

結

③
農

業
、

林
業

及
び

漁
業

の
融

資
資

金
の

貸
付

、
管

理
及

び
回
収

2
)

内
部

統
制

強
化

の
た

め
の

法
令

遵
守

リ
ス

ク
（

不
正

の
防

止
）

以
下

の
業

務
等

に
係

る
稟

議
書
、

契
約

書
等

の
書

類
点

検
と

重
要
文

書
・
郵
便

切
手
等
の

保
管
状
況

の
確

認
等

を
行

っ

た
。

(
1
)
年

度
計

画
の

届
出

、
重

要
文

書
等
の

保
管

(
2
)
物

品
購

入
等

の
契

約
に

関
す

る
事
務

(
3
)
登

記
事

項
の

保
管

(
4
)
郵

便
切

手
等

の
金

庫
内

保
管

1
2
月

1
7
日

開
催

の
業

務
改

善
委
員

会
に

お
い

て
、

上
記

の
点

検
結
果

を
も
と
に

改
善
策
の

検
討
を
行

い
、

そ
の

結
果

を

理
事

長
に

報
告

し
た

。

○
そ

の
他

諸
リ

ス
ク

へ
の

対
応

25
年

度
に

お
い

て
も

、
業

務
に

お
け

る
諸

リ
ス

ク
に

対
応
す

る
た
め
、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
委
員

会
、
業
務

改
善
委

員
会
、

情
報

化
推

進
委

員
会

、
個

人
情

報
管

理
委

員
会

、
余

裕
金

運
用

委
員

会
、

契
約

監
視

委
員

会
等

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
等
を

実
施

し
、

ま
た

、
監

事
監

査
や

会
計

監
査

人
監

査
に

よ
り

、
会

計
処

理
の

合
理

性
、

業
務

の
運

営
・

執
行

の
正

当
性

、
効
率

性
等

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

を
行

い
、

結
果

に
つ

い
て

理
事

長
に

報
告

し
た

。

○
大

規
模

災
害

発
生

時
の

対
応

取
組
の

強
化

首
都

圏
直

下
型

地
震

等
の

大
規
模

災
害

が
発

生
し

、
信

用
基

金
の

機
能

に
甚

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

恐
れ

が
あ

る
場
合

を
想

定
し

て
、

業
務

を
円

滑
に

継
続

す
る

た
め

の
対

応
計

画
、

業
務

継
続

の
た

め
の

執
行

体
制

や
執

行
環

境
等

を
定

め
る
た

め
、

「
大

規
模

災
害

発
生

時
対

応
計

画
」
（
2
1年

1
2月

策
定

）
を

廃
止

し
、
「
業
務

継
続

計
画

」
を

26
年

３
月

に
策

定
し

た
。

ウ
役

職
員

に
対

し
て

、
目

標
管

ウ
役
職

員
に

対
し

て
、

目
標

管
ウ

目
標

管
理

を
取

り
入

れ
た

適
(6

)
目

標
管

理
の

導
入

に
よ

る
適

切
な
人

事
評

価
、

業
績

及
び

勤
務

成
績
等

の
給
与
・

退
職
金
等

へ
の
一
層

の
反

映

理
を

取
り

入
れ

た
適

切
な

人
事

理
を
取

り
入

れ
た

適
切

な
人

事
切

な
人

事
評

価
を

定
着

さ
せ

る
○

目
標

管
理

の
導

入
に

よ
る

人
事

評
価

制
度

に
つ

い
て

は
、

24
年

４
月
か

ら
実
施
し

て
い
る
。

評
価

を
定

着
さ

せ
る

と
と

も
評

価
を

定
着

さ
せ

る
と

と
も

と
と

も
に

、
業

務
遂

行
へ

の
イ

人
事

評
価

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
能
力

評
価

（
判

断
力

、
業

務
へ

の
取

組
み

方
等

）
及

び
業

績
評

価
（

年
度

計
画
に

則
し

に
、

そ
の

業
績

及
び

勤
務

成
績

に
、
そ

の
業

績
及

び
勤

務
成

績
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
の

向
上

を
目

指
た

業
務

目
標

の
策

定
等

）
並

び
に

こ
れ
ら

を
総

合
し

た
総

合
評

価
に

よ
り

実
施

し
、

直
属

の
課

長
等

に
よ

る
一

次
評
価

の
後

等
を

給
与

・
退

職
金

等
に

確
実

等
を
給

与
・

退
職

金
等

に
確

実
し

て
、

業
績

及
び

勤
務

成
績

等
に

、
理

事
・

部
長

等
に

よ
る

不
均

衡
等
調

整
を

経
て

、
理

事
長

が
最

終
評

価
す

る
こ

と
と

し
、

人
事

評
価

制
度

が
信
用

基
金

に
反

映
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
業

に
反
映

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

業
を

給
与

・
退

職
金

等
に

確
実

に
の

公
正

、
効

率
的

な
業

務
運

営
等

に
資
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

務
遂

行
へ

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

務
遂
行

へ
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
反

映
さ

せ
る

。

を
向
上

さ
せ

る
。

を
向
上
さ
せ
る
。

○
役

員
の

期
末

特
別

手
当

や
退

職
手
当

に
つ

い
て

は
、

役
員

給
与

規
程
・

役
員
退
職

手
当
規
程

に
基
づ
き

、
業

務
実

績
評

価

結
果

に
応

じ
た

業
績

勘
案

率
等

を
勘

案
し

て
支

給
し

て
い

る
。

③
評

価
・

分
析

の
実

施
(
3)

評
価
・
分
析
の
実
施

(
3)

評
価

・
分

析
の
実

施
７

評
価

・
分

析
の

実
施

及
び

そ
の

結
果

の
業

務
運

営
へ

の
反

映
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事
業

ご
と

の
厳

格
か

つ
客

観
的

事
業
ご

と
の

厳
格

か
つ

客
観

的
事

業
ご

と
の

厳
格

か
つ

客
観

的
○

事
業

ご
と

に
客

観
的

な
立

場
か

ら
評

価
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

業
務
運

営
に
的
確

に
反
映
さ

せ
る
た
め

、
評

価
分

析
を

実

な
評

価
・

分
析

を
四

半
期

毎
に
実

な
評

価
・

分
析

を
四

半
期

毎
に

実
な

評
価

・
分

析
を

四
半

期
毎

に
実

施
し

て
い

る
が

、
第

３
期

中
期

計
画

に
合

わ
せ

、
2
5
年
７

月
に

事
業

評
価

分
析

実
施

要
領

を
一

部
改

正
し

て
、

評
価
項

目
の

施
し

、
そ

の
結

果
を

着
実

に
業
務

施
し

、
そ

の
結

果
を

理
事

長
の

リ
施

し
、

そ
の

結
果

を
着

実
に

業
務

見
直

し
と

、
評

価
分

析
の

実
施

時
期
を

年
３

回
か

ら
年

４
回
（

４
月
・

７
月

・
1
0
月
・

１
月
）
に
変

更
し

た
と

こ
ろ
で

あ
る
。

運
営

に
反

映
さ

せ
る

。
ー

ダ
ー
シ

ッ
プ

の
下

、
着

実
に

業
運

営
に

反
映

さ
せ

る
。

ま
た

、
各

部
署

に
お

け
る

中
期

計
画
・

年
度

計
画

の
進

捗
・

執
行

状
況

に
つ

い
て

は
、

各
期

の
評

価
分

析
結

果
を
も

と
に

務
運
営
に
反
映
さ
せ
る
。

企
画

調
整

室
が

確
認

し
、

必
要

に
応

じ
該

当
部

署
と

協
議

を
行

い
、

同
分

析
結

果
に

反
映

し
て

い
る

。

こ
の

評
価

分
析

結
果

に
つ

い
て

は
、
理

事
長

、
理

事
者

等
が

参
加

す
る

役
員

懇
談

会
に

お
い

て
意

見
交

換
が

行
わ
れ

、
今

後
の

対
応

方
針

等
を

理
事

長
が

最
終

決
定

し
、

決
定

事
項

に
つ

い
て

は
職

員
へ

通
知

し
信

用
基

金
全

体
で

共
有

し
て
い

る
。

○
７

月
・

1
0
月

・
１

月
の

期
中

評
価
分

析
結

果
に

つ
い

て
は

各
々

８
月
2
0
日

・
1
1月

1
3
日
・
２

月
12

日
の

役
員

懇
談

会
に

提

出
し

、
審

議
後

、
結

果
を

職
員

へ
通

知
し

た
。

④
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

配
慮
し

(
4
)

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
配
慮

し
(
4
)

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
配

慮
し

８
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

配
慮

し
た
取

組
の

実
施

に
よ

る
業

務
運

営
の
効

率
化
及
び

情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

対
策

の
向

上

た
業

務
運

営
の

情
報

化
・

電
子
化

た
業

務
運

営
の

情
報

化
・

電
子

化
た

業
務

運
営

の
情

報
化

・
電

子
化

(1
)

政
府

機
関

に
お

け
る

対
策

を
踏

ま
え

た
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
規

程
等
の

見
直
し
及

び
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ

ィ
対

策
に

係
る

Ｐ

に
取

り
組

み
、

業
務

運
営

の
効
率

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
、

業
務

運
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

、
業

務
運

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
の

構
築

化
と

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策
の

営
の

効
率

化
と

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
営

の
効

率
化

と
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

○
第

２
期

中
期

計
画

中
に

、
情

報
シ
ス

テ
ム

の
管

理
に

関
す

る
基

本
規
定

の
整
備
を

行
い
(
Pl

a
n
)
、
そ
の

規
定

に
基

づ
き

実

向
上

を
図

る
。

ィ
対

策
の

向
上

を
図

る
た

め
、

次
ィ

対
策

の
向

上
を

図
る

た
め

、
次

行
(D
o
)を

し
て

い
る

が
、

2
5年

４
月

1
0日

に
P
D
C
Aサ

イ
ク

ル
の

点
検

段
階

と
し

て
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

自
己
点

検
を

の
事
項
を
推
進
・
実
施
す
る
。

の
事

項
を

推
進

・
実

施
す

る
。

行
い

、
そ

の
点

検
結

果
に

つ
い

て
分

析
の

う
え

、
2
5
年
1
2
月
の

情
報

化
推

進
委

員
会

に
報

告
し

、
個

別
に

改
善

の
必
要

が
あ

ア
政
府

機
関

統
一

基
準

群
を

含
ア

政
府

機
関

統
一

基
準

群
を

含
っ

た
者

に
は

改
善

を
促

し
た

。

む
政
府

機
関

に
お

け
る

一
連

の
む

政
府

機
関

に
お

け
る

一
連

の

対
策
を

踏
ま

え
、

適
宜

、
独

立
対

策
を

踏
ま

え
、

適
宜

、
信

用
○

2
6年

３
月

よ
り

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

確
保

に
資

す
る

た
め

、
L
AN

パ
ソ
コ

ン
に

お
け

る
U
S
B
メ
モ
リ

等
の

利
用

を
規

制

行
政
法

人
農

林
漁

業
信

用
基

金
基

金
の

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

規
し

た
。

情
報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
規

程
等

の
程

等
の

見
直

し
等

を
行

う
こ

と

見
直
し

等
を

行
う

こ
と

と
し

、
と

し
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
○

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
向

上
を

図
る

た
め

、
｢
情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

及
び

保
有

個
人

情
報

の
管

理
状

況
｣
に
つ

い
て

、

情
報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
に

係
策

の
実

施
状

況
自

己
点

検
を

引
2
6
年

２
月

に
無

通
告

の
内

部
監

査
を

実
施

し
た

。

る
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
構

築
き

続
き

実
施

し
、

点
検

結
果

に

す
る

た
め

の
取

組
を

推
進

す
つ

い
て

改
善

措
置

等
の

フ
ォ

ロ

る
。

ー
ア

ッ
プ

を
実
施

す
る
。

イ
緊
急

時
を

含
め

、
農

林
水

産
イ

緊
急

時
を

含
め

、
農

林
水

産
(2
)

主
務

省
と

の
連

絡
体

制
の

整
備

及
び

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

上
の

課
題
に

係
る
情
報

交
換

省
・
財

務
省

と
の

実
効

性
の

あ
省

・
財

務
省

と
の

実
効

性
の

あ
○

農
林

水
産

省
金

融
調

整
課

・
財

務
省

政
策

金
融

課
と

信
用

基
金

シ
ス
テ

ム
管
理
課

と
の
間
で

、
情
報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関

る
連
絡

体
制

を
整

備
し

、
情

報
る

連
絡

体
制

を
整

備
し

、
情

報
す

る
緊

急
時

の
連

絡
先

を
交

換
し

た
。

セ
キ
ュ

リ
テ

ィ
上

の
課

題
に

つ
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
上

の
課

題
に

つ

い
て
、

農
林

水
産

省
・

財
務

省
い

て
、

農
林

水
産

省
・

財
務

省

と
の
情

報
交

換
を

積
極

的
に

行
と

の
情

報
交

換
を

積
極

的
に

行

う
。

う
。

特
に

、
事

故
・

障
害

等
が

発
特

に
、

事
故

・
障

害
等

が
発

生
し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

農
生

し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

農

林
水
産

省
・

財
務

省
の

情
報

セ
林

水
産

省
・

財
務

省
の

情
報

セ

キ
ュ
リ

テ
ィ

責
任

者
に

連
絡

し
キ

ュ
リ

テ
ィ

責
任

者
に

連
絡

し

て
適
切
な
対
策
を
実
施
す
る
。

て
適

切
な

対
策
を

実
施
す

る
。
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６
情

報
シ

ス
テ

ム
の

整
備

６
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備

６
情

報
シ

ス
テ

ム
の

整
備

９
業

務
運

営
の

効
率

化
等

を
踏

ま
え
た

情
報

シ
ス

テ
ム

の
整

備

主
要

な
情

報
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

主
要
な

情
報

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
主

要
な

情
報

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
各

業
務

に
お

い
て

、
以

下
の

と
お

り
情

報
シ

ス
テ

ム
の

整
備

を
行

い
、

コ
ス

ト
削

減
や

調
達

に
お

け
る

透
明

性
確
保

に
努

て
、

コ
ス

ト
の

削
減

、
調

達
に
お

て
、

コ
ス

ト
の

削
減

、
調

達
に

お
て

、
コ

ス
ト

の
削

減
、

調
達

に
お

め
た

。

け
る

透
明

性
の

確
保

及
び

業
務
運

け
る

透
明

性
の

確
保

及
び

業
務

運
け

る
透

明
性

の
確

保
及

び
業

務
運

営
の

効
率

化
・

合
理

化
を

図
る
観

営
の

効
率

化
・

合
理

化
を

図
る

観
営

の
効

率
化

・
合

理
化

を
図

る
観

（
農

業
信

用
保

険
業

務
）

点
か

ら
、

シ
ス

テ
ム

の
改

善
に
努

点
か

ら
、

シ
ス

テ
ム

の
改

善
に

努
点

か
ら

、
シ

ス
テ

ム
の

改
善

に
努

○
農

業
信

用
保

険
業

務
に

お
い

て
は
、

畜
産

特
別

支
援

資
金

融
通

事
業
実

施
要
綱
（

平
成
2
5年

２
月
2
6日

付
け

2
4農

畜
機

第

め
る

。
め
る
。

め
る

。
4
6
99
号

）
が

制
定

さ
れ

、
2
5年

度
か

ら
畜

産
特

別
資

金
と

し
て

「
畜

産
経

営
改

善
緊

急
支

援
資

金
」

が
保

険
対

象
資
金

と
し

て
追

加
さ

れ
る

こ
と

と
な

り
、

こ
れ

に
対

応
す

る
た

め
の

関
係

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

修
正

及
び

各
種

マ
ス

タ
の

追
加

・
変
更

を
実

施
し

た
。

な
お

、
上

記
の

件
に

つ
い

て
は

、
一
般

競
争

入
札

を
2
5
年
５

月
９

日
に

実
施

し
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
修

正
開

発
業

者
と
2
5
年

５

月
15
日

付
け

で
契

約
締

結
を

完
了
し

た
。

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

○
林

業
信

用
保

証
業

務
に

お
い

て
は
、

情
報

系
シ

ス
テ

ム
の

中
の

一
次
格

付
判
定
モ

デ
ル
に
よ

り
信
用
格

付
を

行
っ

て
い

る

が
、

当
該

一
次

格
付

判
定

モ
デ

ル
に

つ
い

て
は

、
前

回
チ

ュ
ー

ニ
ン

グ
か

ら
５

年
が

経
過

し
、

そ
の

間
の

国
内

情
勢
の

変
化

な
ど

に
よ

り
、

財
務

情
報

の
傾

向
値

に
変

化
が

生
じ

、
信

用
格

付
の

分
布

と
倒

産
確

率
に

ず
れ

が
見

ら
れ

る
よ

う
に
な

っ
た

た
め

、
格

付
判

定
精

度
の

維
持

・
向

上
に

よ
り

信
頼

性
を

高
め

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
2
5
年
９

月
に

最
新

の
デ

ー
タ
に

基
づ

き
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
修

正
を

行
っ

た
。

な
お

、
実

施
業

者
は

、
公

募
に

よ
り

選
定

し
た

。

（
漁

業
保

証
保

険
業

務
）

○
漁

業
保

証
保

険
シ

ス
テ

ム
を

稼
働
す

る
サ

ー
バ

等
に

つ
い

て
、

シ
ス
テ

ム
の
安
定

稼
働
を
図

る
た
め
2
5
年
度

中
に

更
新

を

行
っ

た
。

な
お

、
調

達
に

当
た

っ
て

は
、

2
5
年
1
2
月
2
5
日
に

一
般

競
争

入
札

を
実

施
、

落
札

者
を

決
定

し
た

。
ま

た
、

新
サ
ー

バ
等

へ
の

シ
ス

テ
ム

移
行

作
業

に
つ

い
て

も
、

25
年

1
2月

26
日

に
一

般
競

争
入

札
を

実
施

、
落

札
者

を
決

定
し

た
。

７
調

達
方

式
の

適
正

化
７

調
達
方
式
の
適
正
化

７
調

達
方

式
の

適
正

化
10

調
達

方
式

の
適

正
化

調
達

に
係

る
契

約
に

つ
い

て
調

達
に

係
る

契
約

に
つ

い
て

調
達

に
係

る
契

約
に

つ
い

て

は
、
「

独
立

行
政

法
人

の
契

約
状

は
、
「

独
立

行
政

法
人

の
契

約
状

は
、
「

独
立

行
政

法
人

の
契

約
状

況
の

点
検

・
見

直
し

に
つ

い
て
」

況
の

点
検

・
見

直
し

に
つ

い
て

」
況

の
点

検
・

見
直

し
に

つ
い

て
」

(
平

成
2
1
年

1
1
月

1
7
日

閣
議

決
定
)

(
平

成
2
1
年

1
1
月
1
7
日
閣

議
決
定

)
(
平

成
2
1
年

1
1
月

1
7
日

閣
議

決
定

)

及
び

国
に

お
け

る
取

組
（
「

公
共

及
び

国
に

お
け

る
取

組
（
「

公
共

及
び

国
に

お
け

る
取

組
（
「

公
共

調
達

の
適

正
化

に
つ

い
て

」
（

平
調

達
の

適
正

化
に

つ
い

て
」
（

平
調

達
の

適
正

化
に

つ
い

て
」
（

平

成
1
8
年

８
月

2
5
日

付
け

財
計

第
2
0

成
1
8
年
８

月
2
5
日

付
け

財
計
第

20
成

1
8
年

８
月

2
5
日

付
け

財
計

第
2
0

1
7
号

財
務

大
臣

通
知

）
）

等
を

踏
1
7
号

財
務

大
臣

通
知

）
）

等
を

踏
1
7
号

財
務

大
臣

通
知

）
）

等
を

踏

ま
え

、
次

の
事

項
を

着
実

に
実
施

ま
え

、
次

の
事

項
を

着
実

に
実

施
ま

え
、

次
の

事
項

を
着

実
に

実
施

す
る

。
す
る
。

す
る

。

①
随

意
契

約
見

直
し

計
画

に
基
づ

(
1
)

随
意

契
約

見
直

し
計

画
に
基

づ
(
1
)

随
意

契
約

見
直

し
計

画
に

基
づ

(1
)

随
意

契
約

見
直

し
計

画
に

基
づ

く
一

般
競

争
入

札
等

の
着

実
な

実
施

き
、

一
般

競
争

入
札

等
（

競
争
入

き
、

一
般

競
争

入
札

等
（

競
争

入
き

、
一

般
競

争
入

札
等

（
競

争
入

○
2
5年

度
に

締
結

し
た

契
約

は
、

件
数

で
1
2
件
、

金
額

65
百

万
円

で
、
契

約
方
式
別

に
み
る
と

、
全
て
一

般
競

争
入

札
等

と
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札
及

び
企

画
競

争
・

公
募

）
を
着

札
及

び
企

画
競

争
・

公
募

）
を

着
札

及
び

企
画

競
争

・
公

募
）

を
着

な
っ

て
い

る
。

実
に

実
施

す
る

。
実
に
実
施
す
る
。

実
に

実
施

す
る

。

○
こ

の
12
件

の
応

募
者

数
は

１
者

が
５

件
、

２
者

が
１

件
、

３
者

が
３
件

、
４
者
が

２
件
、
６

者
が
１
件

で
あ

っ
た

。

○
一

者
応

札
・

応
募

解
消

の
改

善
策
と

し
て

、
毎

年
予

定
さ

れ
て

い
る
契

約
及
び
実

施
時
期
が

明
ら
か
な

契
約

に
つ

い
て

、

2
4
年

度
よ

り
事

前
公

表
を

実
施

し
て

お
り

、
2
5
年
度

に
お

い
て

も
信

用
基

金
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

「
契

約
関

連
情

報
」
に

掲
載

を
行

っ
た

（
25
年

５
月

2
8
日

）
。

ま
た

、
入

札
等

公
告

の
際

に
仕
様

書
等

も
併

せ
て

掲
載

し
、

利
便

性
の

向
上

を
図

っ
た

。

②
契

約
監

視
委

員
会

及
び

契
約
審

(
2
)

契
約

監
視

委
員

会
及

び
契
約

審
(
2
)

契
約

監
視

委
員

会
及

び
契

約
審

(2
)

契
約

監
視

委
員

会
及

び
契

約
審

査
委

員
会

の
活

用
等

に
よ

る
適

正
な
契

約
の
実
施

査
委

員
会

の
活

用
等

に
よ

り
、
一

査
委

員
会

の
活

用
等

に
よ

り
、

一
査

委
員

会
の

活
用

等
に

よ
り

、
一

○
契

約
監

視
委

員
会

は
、
弁

護
士
、
公

認
会

計
士
、
税
理

士
及

び
信

用
基

金
監

事
を

も
っ
て

構
成
し
、
契
約

案
件

に
つ

い
て
、

般
競

争
入

札
等

が
真

に
競

争
性
・

般
競

争
入

札
等

に
つ

い
て

真
に

競
般

競
争

入
札

等
に

つ
い

て
、

真
に

真
に

競
争

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

、
点

検
、

見
直

し
を

行
う

も
の

で
、

そ
の

構
成

委
員

名
、

議
事

結
果

に
つ

い
て
は

、
信

透
明

性
が

確
保

さ
れ

る
方

法
に
よ

争
性

・
透

明
性

が
確

保
さ

れ
る

方
競

争
性

・
透

明
性

が
確

保
さ

れ
る

用
基

金
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

。

り
実

施
さ

れ
て

い
る

か
等

契
約
の

法
に

よ
り

実
施

さ
れ

て
い

る
か

等
方

法
に

よ
り

実
施

さ
れ

て
い

る

適
正

な
実

施
を

図
る

。
契
約
の
適
正
な
実
施
を
図
る
。

か
、

随
意

契
約

の
理

由
が

妥
当

か
○

契
約

監
視

委
員

会
に

つ
い

て
は

、
年

１
回

以
上

開
催

す
る

こ
と

と
し
て

お
り
、
2
6
年

２
月
1
9
日

に
開
催

し
た

。

等
契

約
の

適
正

な
実

施
を

図
る

。
そ

の
際

、
委

員
か

ら
、

①
仕

様
書

に
つ

い
て

随
時

見
直

し
を

行
う

こ
と

、
②

入
札

か
ら

履
行

ま
で

の
期

間
が

短
い
案

件
に

つ
い

て
は

極
力

公
告

時
期

を
早

め
、

業
務

等
準

備
期

間
を

十
分

に
確

保
す

る
こ

と
、

③
公

告
周

知
方

法
の

改
善

策
と
し

て
、

他
法

人
の

事
例

を
参

考
に

し
て

各
業

界
団

体
へ

声
を

か
け

る
こ

と
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
等

に
つ

い
て

提
案

が
あ
っ

た
。

○
契

約
審

査
会

は
、

総
括

理
事

、
財
務

担
当

理
事

、
総

括
調

整
役

及
び
参

事
を
も
っ

て
構
成
し

、
随
意
契

約
（

少
額

随
意

契

約
及

び
公

募
し

て
行

う
随

意
契

約
を

除
く

）
の

審
査

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
な

お
、

25
年

度
に

お
い

て
は

検
討

対
象
と

す
べ

き
契

約
案

件
が

な
か

っ
た

た
め

、
契

約
審

査
会

の
開

催
実

績
は

な
い

。

③
随

意
契

約
見

直
し

計
画

を
踏
ま

(
3
)

随
意

契
約

見
直

し
計

画
を
踏

ま
(
3
)

随
意

契
約

見
直

し
計

画
を

踏
ま

(3
)

取
組

状
況

の
公

表

え
た

取
組

状
況

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ
ト

え
た

取
組

状
況

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
え

た
取

組
状

況
を

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

○
契

約
情

報
取

扱
公

表
要

領
に

基
づ
き

、
予

定
価

格
が

以
下

の
額

を
超
え

る
契
約
に

つ
い
て
、

信
用
基
金

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で

に
公

表
し

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
を

に
公

表
し

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
に

公
表

し
、

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

公
表

し
た

。

実
施

す
る

。
実
施
す
る
。

実
施

す
る

。
【

公
表

す
る

契
約

】

一
般

競
争
入

札
等
に

係
る

応
札

者
数

調
べ

（
単

位
：

件
）

区
分

応
札

者
数

１
者

２
者

３
者

４
者

５
者

以
上

合
計

平
成

25
年

度
件

数
５

１
３

２
１

12

一
般

競
争
入

札
等
に

係
る

落
札

率
調

べ
（
単

位
：
件

）

区
分

落
札

率
10

0%
90
％

台
80

％
台

70
％

台
60

％
台

50
%台

30
%台

20
％
台

合
計

平
成

25
年

度
件

数
１

２
５

２
-

１
-

１
12

-

40
％
台

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

  
実
績
  

 
12

65
-

  
  
  

  
-

  
  
  
  

12
65

構
成
比

10
0%

10
0%

-
  
  
  

  
-

  
  
  
  

10
0%

10
0%

注
１
．

少
額
随
意

契
約
除
く

。

注
２
．

一
般
競
争

入
札
等
に

つ
い
て
は
、

企
画
競
争

、
公
募
を

含
む
。

25
年
度

（
単
位
：
件
、

百
万
円
）

区
分

一
般
競
争
入
札

等
随
意
契
約

合
計
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工
事

又
は

製
造

・
・

・
・

・
・

予
定

価
格

25
0
万
円

財
産

の
購

入
・

・
・

・
・

・
・

予
定

価
格

16
0
万
円

賃
貸

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

予
定

価
格

8
0
万
円

そ
の

他
の

役
務

・
・

・
・

・
・

予
定

価
格

10
0
万
円

○
2
0年

度
契

約
実

績
に

対
す

る
随

意
契

約
等

見
直

し
計

画
（

22
年

４
月
公

表
）
に
基

づ
く
契
約

状
況
の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

に

つ
い

て
は

、
毎

年
度

実
施

し
て

お
り

、
2
5
年
度

に
お

い
て

も
信

用
基

金
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
た

（
2
5
年

８
月
3
0
日
）
。

④
監

事
及

び
会

計
監

査
人

に
よ
る

(
4
)

監
事

及
び

会
計

監
査

人
に
よ

る
(
4
)

監
事

及
び

会
計

監
査

人
に

よ
る

(4
)

監
事

及
び

会
計

監
査

人
に

よ
る

監
査

の
実

施

監
査

に
お

い
て

、
入

札
・

契
約
の

監
査

に
お

い
て

、
入

札
・

契
約

の
監

査
に

お
い

て
、

入
札

・
契

約
の

下
記

監
査

に
お

い
て

、
契

約
の
適

正
な

実
施

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
て

い
る

。

適
正

な
実

施
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ
ク

適
正

な
実

施
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
適

正
な

実
施

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

。
を
受
け
る
。

を
受

け
る

。
（

監
事

に
よ

る
監

査
の

実
施

）

○
2
5年

３
月

に
改

正
さ

れ
た

監
事

監
査

規
程

に
基

づ
き

監
査

を
受

け
て
い

る
。

契
約

に
関

す
る

文
書

は
、

監
事
監

査
規

程
第

1
2条

に
基

づ
き

、
決

裁
文

書
を

施
行

前
に

回
付

す
る

こ
と

に
よ

り
、
契

約
の

適
切

性
等

に
つ

い
て

事
前

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
て

い
る

（
予

定
価

格
が

少
額

で
あ

る
場

合
の

随
意

契
約

に
関

す
る

文
書

を
除

く
）
。

こ
の

ほ
か

、
定

例
監

査
（

期
末

監
査

（
2
5
年

4
月

～
6
月

）
及

び
期

中
監

査
（

2
5
年

1
0
月

～
1
2
月
）
）

に
お

い
て

、
契

約
の

適
切

性
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
を

受
け

て
い

る
。

（
会

計
監

査
人

に
よ

る
監

査
の

実
施

）

○
会

計
監

査
人

に
よ

る
期

中
監

査
（

2
5
年

1
0
月

２
日

～
1
1
日

、
2
6
年

２
月

３
日

～
７

日
及

び
３

月
３

日
～

７
日
）
、

理
事

長

等
と

の
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
（

25
年

1
1月

25
日

）
及

び
期

末
監

査
（

26
年

４
月

４
日

及
び

５
月

19
日

～
６

月
1
3
日
）
が

実
施

さ
れ

た
。

①
期

中
監

査

各
勘

定
ご

と
に

2
5年

４
月

か
ら

2
6年

２
月

ま
で

の
期

中
取

引
に

つ
い

て
、

各
種

証
憑

類
の

金
額

突
合

等
に

よ
り
、

取
引

の
実

在
性

、
帳

簿
記

入
の

正
確
性

、
全

般
的

内
部

統
制

の
有

効
性

等
に

つ
い

て
の

検
証

が
行

わ
れ

た
が

、
指

摘
は
な

か
っ

た
。 ま

た
、

農
業

保
証

保
険

シ
ス
テ

ム
、

林
業

業
務

シ
ス

テ
ム

及
び

漁
業

保
証

保
険

シ
ス

テ
ム

の
概

況
に

関
す

る
監
査

に
よ

り
、
各

情
報

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

全
般

的
統

制
及

び
業

務
処

理
統

制
に

つ
い
て

検
証
が
行

わ
れ
た
が
、
指

摘
は

な
か

っ
た
。

②
期

末
監

査

資
産

の
実

在
性

を
確

か
め

る
た

め
、
各

勘
定

ご
と

に
現

金
、
預

金
通

帳
・

証
書
、
有
価

証
券
、
切

手
印

紙
類

に
つ

い
て
、

現
物

の
実

査
が

実
施

さ
れ

る
と
と

も
に

、
相

手
方

に
対

し
て

の
残

高
確

認
が

行
わ

れ
、

実
在

性
が

確
認

さ
れ

た
。

ま
た

、
各

勘
定

ご
と

に
2
6
年

３
月
の

期
中

取
引

及
び

決
算

整
理

事
項

に
つ
い

て
、
各
種

証
憑

類
の

金
額

突
合

等
に

よ
り
、

取
引

の
実

在
性

、
帳

簿
記

入
の

正
確

性
、
内
部

統
制

の
有

効
性

等
に

つ
い

て
の

検
証

が
行

わ
れ
た

が
、
指
摘

は
な
か

っ
た
。

第
３

国
民

に
対

し
て

提
供

す
る
サ

第
２

国
民

に
対

し
て

提
供

す
る

サ
第

２
国

民
に

対
し

て
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
そ

の
他

の
業

務
の

質
の

ー
ビ
ス

そ
の

他
の

業
務

の
質

の
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

業
務

の
質

の

向
上

に
関

す
る

事
項

向
上
に

関
す

る
目

標
を

達
成

す
向

上
に

関
す

る
目

標
を

達
成

す

る
た
め
と
る
べ
き
措
置

る
た

め
と

る
べ
き

措
置

信
用

基
金

は
、

国
の

政
策
の

信
用

基
金

は
、

国
の

政
策

の
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重
点

化
に

適
切

に
対

応
し

つ
重

点
化

に
適

切
に

対
応

し
つ

つ
、

か
つ

、
農

林
漁

業
を

取
り

つ
、
か

つ
、

農
林

漁
業

を
取

り

巻
く

経
済

的
な

状
況

の
変

化
、

巻
く
経

済
的

な
状

況
の

変
化

、

災
害

そ
の

他
の

突
発

的
な

事
象

災
害
そ

の
他

の
突

発
的

な
事

象

に
よ

り
緊

急
の

対
応

が
必

要
と

に
よ
り

緊
急

の
対

応
が

必
要

と

な
る

場
合

が
あ

る
こ

と
等

も
踏

な
る
場

合
が

あ
る

こ
と

等
も

踏

ま
え

つ
つ

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

ま
え
つ

つ
、

利
用

者
の

ニ
ー

ズ

に
的

確
に

対
応

し
て

質
の

高
い

に
的
確

に
対

応
し

て
質

の
高

い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
必

要
が

サ
ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

必
要

が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

国
民

一
般

あ
る
。

こ
の

た
め

、
国

民
一

般

の
理

解
が

得
ら

れ
る

よ
う

留
意

の
理
解

が
得

ら
れ

る
よ

う
留

意

し
つ

つ
、

以
下

の
点

を
踏

ま
え

し
つ
つ

、
以

下
の

点
を

踏
ま

え

て
効

率
的

、
自

律
的

な
業

務
運

て
効
率

的
、

自
律

的
な

業
務

運

営
を
行

う
も

の
と

す
る

。
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。

１
事

務
処

理
の

迅
速

化
１

事
務
処
理
の
迅
速
化

１
事

務
処

理
の

迅
速

化
１

事
務

処
理

の
迅

速
化

利
用

者
の

手
続

面
で

の
負

担
の

利
用
者

の
手

続
面

で
の

負
担

及
利

用
者

の
手

続
面

で
の

負
担

及

軽
減

を
図

る
た

め
、

次
の

事
項
を

び
事

務
コ

ス
ト

の
軽

減
を

図
る

た
び

事
務

コ
ス

ト
の

軽
減

を
図

る
た

実
施

し
、

事
務

処
理

の
迅

速
化
を

め
、

以
下

の
措

置
を

講
じ

て
、

事
め

、
以

下
の

措
置

を
講

じ
て

、
事

図
る

。
務
処
理
の
迅
速
化
を
実
現
す
る
。

務
処

理
の

迅
速

化
を

実
現

す
る

。

①
保

険
引

受
審

査
・

保
険

金
支
払

(
1
)

保
険

引
受

審
査

・
保

険
金
支

払
(
1
)

保
険

引
受

審
査

・
保

険
金

支
払

(1
)

標
準

処
理

期
間

内
に

お
け

る
事

務
処

理
の

達
成

度

審
査

、
納

付
回

収
金

の
受

納
、
貸

審
査

、
納

付
回

収
金

の
受

納
、

貸
審

査
、

納
付

回
収

金
の

受
納

、
貸

○
標

準
処

理
期

間
内

の
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

2
5
年

度
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

り
、

全
て

目
標

の
8
5
％

を
達

成
し

た
。

付
審

査
等

の
業

務
内

容
に

応
じ
、

付
審

査
等

の
業

務
内

容
に

応
じ

、
付

審
査

等
の

業
務

内
容

に
応

じ
、
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利
用

者
の

利
便

性
の

向
上

に
資
す

利
用

者
の

利
便

性
の

向
上

に
資

す
利

用
者

の
利

便
性

の
向

上
に

資
す

る
観

点
か

ら
、

標
準

処
理

期
間
内

る
観

点
か

ら
、

保
険

金
の

支
払

審
る

観
点

か
ら

、
以

下
の

標
準

処
理

に
案

件
の

8
5
％

以
上

を
処

理
す

査
、

代
位

弁
済

の
実

行
等

に
係

る
期

間
内

に
案

件
の

8
5
％

以
上

を
処

る
。
ま

た
、
保

険
金

の
支

払
審
査
、

標
準

処
理

期
間

を
５

％
以

上
短

縮
理

す
る

。

代
位

弁
済

の
実

行
等

に
係

る
標
準

し
、

以
下

の
標

準
処

理
期

間
内

に

処
理

期
間

を
５

％
以

上
短

縮
す

案
件
の
8
5％

以
上
を
処
理
す
る
。

る
。 な

お
、

標
準

処
理

期
間

等
の
見

ア
保
険

通
知

の
処

理
・

保
険

料
ア

保
険

通
知

の
処

理
・

保
険

料

直
し

に
当

た
っ

て
は

、
経

費
の
増

徴
収

37
日

徴
収

3
7日

大
を

招
か

な
い

よ
う

に
す

る
。

イ
保
険
金
支
払
審
査

2
5日

イ
保

険
金

支
払

審
査

25
日

ウ
納
付
回
収
金
の
受
納

2
9日

ウ
納

付
回

収
金

の
受

納
2
9日

エ
保
証
審
査

７
日

エ
保

証
審

査
７

日

オ
代
位
弁
済

1
35

日
オ

代
位

弁
済

13
5
日

カ
貸
付
審
査

カ
貸

付
審

査

農
業
長
期

資
金

農
業

長
期

資
金

償
還
日
と
同
日
付
貸
付

償
還

日
と

同
日

付
貸

付

農
業
短
期

資
金

農
業

短
期

資
金

月
３
回
（
５
の
つ
く
日

）
月

３
回

（
５

の
つ

く
日

）

農
業
災
害

補
償

４
日

農
業

災
害

補
償

４
日

林
業

３
日

林
業

３
日

漁
業
長
期

資
金

漁
業

長
期

資
金

償
還
日
と
同
日
付
貸
付

償
還

日
と

同
日

付
貸

付

漁
業
短
期

資
金

８
日

漁
業

短
期

資
金

８
日

漁
業
災
害

補
償

４
日

漁
業

災
害

補
償

４
日

②
基

金
協

会
等

関
係

機
関

と
の
間

(
2
)

農
業

・
漁

業
の

信
用

基
金
協

会
(
2
)

基
金

協
会

等
関

係
機

関
と

の
間

(2
)

基
金

協
会

等
と

の
情

報
の

共
有

、
意

見
調

整
（

農
業

信
用

保
険

業
務
）

で
、

保
険

引
受

審
査

、
保

険
金
支

(
以

下
「

基
金

協
会

」
と

い
う

。
)

で
、

保
険

引
受

審
査

、
保

険
金

支
○

保
証

要
綱

等
の

制
定

・
改

正
に

つ
い

て
、
基

金
協

会
か

ら
の

提
出

資
料

又
は

対
面

に
よ
り

協
議
を
実

施
し
た
（

16
7
件
）（

2

払
審

査
等

に
係

る
情

報
の

共
有
、

等
関

係
機

関
と

の
間

で
、

保
険

引
払

審
査

等
に

係
る

情
報

の
共

有
、

4
年

度
1
9
3
件

）
。

な
お

、
当

該
協

議
の

う
ち

、
東

日
本

大
震

災
に

対
処

す
る

た
め

の
資

金
に

係
る

保
証

要
綱

等
の

制
定

・
改

意
見

調
整

を
着

実
に

行
う

。
受

審
査
、

保
険

金
支

払
審

査
等

に
意

見
調

整
を

着
実

に
行

う
。

正
の

協
議

を
４

件
実

施
し

た
（

24
年

度
1
3
件
）
。

係
る

情
報

の
共

有
、

意
見

調
整

を

着
実
に
行
う
。

○
各

県
の

資
金

需
要

、
保

証
利

用
状
況

、
保

証
推

進
体

制
等

に
つ

い
て
の

現
況
把
握

と
情
報
の

共
有
を
図

る
た

め
、

10
月

か

ら
11
月

に
か

け
て

５
協

会
と

現
地

協
議
を

実
施

し
た

（
2
4
年
度

５
協

会
）
。

○
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
等

に
関
す

る
情

報
の

共
有

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
（
3
2
0
件
（
条

件
変
更
含

む
）
）
に

つ
い
て

、
基
金
協

会
か
ら
の

提
出
資
料

又
は

対
面

に
よ

り

す
べ

て
事

前
協

議
を

実
施

し
た
（

2
4年

度
3
5
7
件
）
。

こ
の

う
ち

、
大
口

保
険
引
受

に
係
る
基

金
協
会
と

の
対

面
で

の
協

議

は
、

2
2
件

で
あ

っ
た

（
2
4年

度
1
2
件
）
。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
等
に

係
る

経
営

状
況

及
び

期
中

管
理

等
に

つ
い

て
、

信
用

基
金

が
基

金
協

会
か

ら
の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
通

じ
て

、
事

故
防

止
に
関

す
る

認
識

の
共

有
化

を
図

る
た

め
、

９
月

か
ら

11
月

に
か

け
て

13
協

会
で

現
地
協

議
を

実
施

し
た

（
2
4年

度
1
1
協

会
）
。

保
険
通
知
の
処
理
・
保
険
料
徴
収

69
,2
67

69
,0
36

99
.7
%

保
険
金
支
払
審
査

1,
53
3

1,
53
3

10
0.
0%

納
付
回
収
金
の
受
納

70
,4
44

70
,4
44

10
0.
0%

農
業
長
期
資
金
の
貸
付
審
査

73
73

10
0.
0%

農
業
短
期
資
金
の
貸
付
審
査

54
54

10
0.
0%

保
証
審
査

1,
37
2

1,
24
5

90
.7
%

代
位
弁
済

68
68

10
0.
0%

貸
付
審
査

42
42

10
0.
0%

保
険
通
知
の
処
理
・
保
険
料
徴
収

49
,0
04

49
,0
04

10
0.
0%

保
険
金
支
払
審
査

18
7

18
3

97
.9
%

納
付
回
収
金
の
受
納

10
,4
10

10
,4
10

10
0.
0%

漁
業
長
期
資
金
の
貸
付
審
査

31
8

31
8

10
0.
0%

漁
業
短
期
資
金
の
貸
付
審
査

7
7

10
0.
0%

（
単
位
：
件
）

25
年
度

全
処
理
件
数

(Ａ
)

標
準
処
理
期
間

内
の
処
理
件
数

(Ｂ
)

標
準
処
理
期
間

内
の
処
理
割
合

(Ｂ
÷
Ａ
)

5
5

10
0.
0%

15
15

10
0.
0%

貸
付
審
査

農
業
災
害

補
償
関
係
業
務

農
業
信
用

保
険
業
務

林
業
信
用

保
証
業
務

漁
業
信
用

保
険
業
務

区
分

（
処
理
状
況
）

貸
付
審
査

漁
業
災
害

補
償
関
係
業
務
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○
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

の
事
前

協
議

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件
（

2
3件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら

の
提

出
資

料
又

は
対

面
に

よ
り

す
べ

て
事
前

協
議

を
実

施
し

た
（

2
4
年

度
2
1件

）
。

こ
の
う

ち
、

基
金

協
会

と
の

対
面

で
の

協
議

は
、

３
件

で
あ

っ
た

（
2
4
年
度

５
件
）
。

・
基

金
協

会
か

ら
提

出
さ

れ
た

協
議

資
料

の
内

容
に

つ
い

て
記

載
事

項
の

検
証

を
行

っ
て

お
り

、
代

位
弁

済
の

妥
当

性

や
回

収
見

込
み

等
に

つ
い

て
の

認
識

の
共

有
に

努
め

る
こ

と
に

よ
り

、
基

金
協

会
の

適
切

な
代

位
弁

済
の

実
施

を
図

っ

て
い

る
。

○
求

償
権

に
関

す
る

情
報

の
共

有

現
地

協
議

に
お

い
て

、
保

険
金

残
高
が

１
千

万
円

以
上

の
大

口
求

償
債

務
者

の
回

収
見

込
額

及
び

回
収

経
過

に
つ
い

て
、

信
用

基
金

が
基

金
協

会
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

通
じ

て
、

回
収

向
上

に
関

す
る

認
識

の
共

有
化

を
図

る
た

め
、

９
月
か

ら
11

月
に

か
け

て
９

協
会

で
現

地
協

議
を

実
施

し
た

（
2
4
年
度

８
協

会
）
。

(3
)

基
金

協
会

等
と

の
情

報
の

共
有

、
意

見
調

整
（

漁
業

信
用

保
険

業
務
）

○
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
の

事
前
協

議

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
（

8
1
件
）

に
つ

い
て

、
基

金
協

会
か

ら
の

提
出

資
料

又
は

対
面

に
よ

り
す

べ
て

事
前
協

議
を

実
施

し
た
（

2
4
年

度
5
8
件

）
。
こ

の
う

ち
、
大

口
保

険
引

受
に

係
る

基
金

協
会

と
の

対
面

で
の

協
議

は
、
1
5件

で
あ

っ
た
。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
に

係
る
基

金
協

会
と

の
事

前
協

議
に

際
し

、
基

金
協

会
か

ら
提

出
さ

れ
た

協
議

資
料
の

内
容

に
つ

い
て

照
会

・
確

認
し

な
が

ら
協
議

を
実

施
し

、
当

該
基

金
協

会
と

の
間

で
認

識
の

共
有

、
情

報
の

蓄
積

に
努
め

る
こ

と
に

よ
り

審
査

の
一

層
の

効
率

化
・
厳

格
化

に
活

用
し

て
い

る
。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
の

事
前
協

議
を

通
じ

て
得

ら
れ

た
情

報
及

び
知

見
を

各
基

金
協

会
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ
ク

す
る

こ
と

に
よ

り
、

基
金

協
会

の
保

証
審
査

能
力

の
向

上
、

事
故

の
回

避
を

図
っ

た
。

○
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

の
事
前

協
議

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

（
4
8件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら

の
提

出
資

料
に

よ
り

す
べ

て
事

前
協

議
を
実

施
し

た
（

2
4
年

度
3
3件

）
。

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

の
代
弁

事
前

協
議

審
査

に
係

る
情

報
の

共
有

、
意

見
調

整
に

つ
い

て
は

、
基

金
協
会

か
ら

提
出

さ
れ

た
協

議
資

料
の

内
容

に
つ
い

て
基

金
協

会
と

電
話

等
に

よ
り

記
載

事
項

の
検

証
を

行
っ

て
お

り
、

代
位
弁

済
の

妥
当

性
や

回
収

見
込

み
等

に
つ

い
て
当

該
基

金
協

会
と

の
間

で
認

識
の

共
有

に
努

め
て

い
る

。

〇
求

償
権

に
関

す
る

情
報

の
共

有

基
金

協
会

か
ら

、
2
5年

３
月

末
現

在
の

「
求

償
権

分
類

管
理

表
」

の
提

出
を

受
け

、
回

収
見

込
額

及
び

回
収

経
過
等

に
つ

い
て

の
情

報
を

共
有

し
、

2
5年

度
に

お
い

て
も

1
3協

会
で

現
地

協
議

を
実

施
し

た
（

24
年

度
1
2
協
会
）
。

③
専

決
権

限
の

弾
力

化
、

意
思
決

(
3
)

専
決

権
限

の
弾

力
化

、
意
思

決
(
3
)

事
務

手
続

の
明

確
化

・
簡

素
化

(4
)

業
務

処
理

の
方

法
の

見
直

し

定
や

業
務

処
理

の
方

法
の

見
直
し

定
や

業
務

処
理

の
方

法
の

見
直

し
な

ど
、

業
務

処
理

の
方

法
の

見
直

○
各

業
務

に
お

い
て

、
制

度
の

改
正
等

に
合

わ
せ

、
利

用
者

の
手

続
面
で

の
負
担
軽

減
と
な
る

よ
う
、
取

り
組

ん
だ

主
な

事

を
行

う
。

を
行
う
。

し
を

行
う

。
項

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

（
農

業
信

用
保

険
業

務
)

・
中

小
企

業
金

融
円

滑
化

法
の
期

限
到

来
後

に
お

い
て

も
、

こ
れ

ま
で

と
同

様
、

基
金

協
会

に
お

い
て

同
法

の
趣
旨

を
踏
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ま
え

た
対

応
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
信

用
基

金
に

お
け

る
審

査
に

つ
い

て
弾

力
的

に
行

う
旨

、
「

農
業

者
等

に
対

す
る

金
融

円
滑

化
の

取
組

の
推

進
に

つ
い

て
」

を
基

金
協

会
宛

に
通

知
し

、
事

務
処

理
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
対

応
し

た
(
2
5
年

４
月

1
2
日

付
け

施
行

)
。

・
1
2月

に
経

営
者

保
証

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

研
究

会
（

事
務

局
：

全
国
銀

行
協
会
及

び
日
本
商

工
会
議
所
）
か

ら
「

経

営
者

保
証

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
」

が
公

表
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

基
金

協
会

に
対

し
て

同
月

19
日

に
同

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
の

周
知

を
図

る
た

め
文

書
に

よ
る
連

絡
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
、

１
月

と
２

月
に

は
同

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

へ
の

当
面
の

事
務

対
応

や
留

意
事

項
に

つ
い

て
連

絡
を
行

い
、

引
受

審
査

が
ス

ム
ー

ズ
に

で
き

る
よ

う
対

応
し

た
。

・
｢
東

日
本

大
震

災
に

対
処

す
る

た
め

の
特

別
の

財
政

支
援

及
び

助
成

に
関

す
る

法
律

の
農

林
水

産
省

関
係

規
定

の
特

例

に
関

す
る

政
令

」
の

一
部

改
正

に
よ
り

、
農

業
信

用
保

証
保

険
法

に
係

る
特

例
措

置
の

適
用

期
間

が
「

平
成

25
年
３

月
31

日
ま

で
」

か
ら

「
平

成
2
7年

３
月

3
1日

ま
で

」
延

長
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

農
業

融
資

資
金

貸
付

要
領

の
特

例
を
定

め
る

要
領

（
短

期
資

金
貸

付
調

整
基

準
特
例

）
の

適
用

期
間

を
「

平
成

25
年

10
月

末
日

ま
で

適
用

」
か

ら
「

平
成

27
年
３

月
貸

付
分

ま
で

適
用

」
に

変
更

し
、

代
位
弁

済
が

ス
ム

ー
ズ

に
行

わ
れ

る
よ

う
対

応
し

た
(
2
5年

８
月

７
日

付
け

施
行

)。

（
林

業
信

用
保

証
業

務
)

・
2
5年

度
の

東
日

本
大

震
災

復
旧

緊
急

保
証

を
実

施
す

る
に

当
た

り
、

予
算

成
立

日
に

「
東

日
本

大
震

災
に

対
処
す

る
た

め
の

林
業

信
用

保
証

に
関

す
る

独
立
行

政
法

人
農

林
漁

業
信

用
基

金
林

業
信

用
保

証
業

務
細

則
の

特
例

業
務

細
則
」

の
一

部
改

正
を

行
い

、
東

日
本

大
震

災
復
旧

緊
急

保
証

の
引

受
審

査
が

ス
ム

ー
ズ

に
で

き
る

よ
う

対
応

し
た

。

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

・
2
3年

５
月

に
第

１
次

補
正

予
算

に
よ

り
措

置
さ

れ
た

「
漁

業
者

等
緊

急
保

証
対

策
事

業
」

に
係

る
保

証
を

、
基
金

協
会

が
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

で
き

る
よ
う

、
2
5
年
度

も
引

き
続

き
、

大
口

保
証

に
係

る
事

前
協

議
に

つ
い

て
は

、
保
証

決
定

予
定

日
ま

で
１

ヵ
月

を
切

る
場

合
で
あ

っ
て

も
協

議
を

受
け

付
け

る
こ

と
と

す
る

等
、

漁
業

保
証

保
険

取
扱

要
領
の

特
例

を
設

け
た

（
2
5年

３
月

1
9日

付
け

施
行
）
。

・
東

日
本

大
震

災
に

よ
り

事
務
所

の
流

出
、

崩
壊

等
に

よ
っ

て
取

扱
要

領
に

定
め

る
代

位
弁

済
請

求
資

料
を

整
え
る

こ
と

が
出

来
な

い
金

融
機

関
に

お
い

て
基
金

協
会

の
事

務
の

円
滑

化
を

図
る

観
点

か
ら

25
年

度
も

引
き

続
き

代
位

弁
済
請

求
資

料
の

簡
素

化
等

、
漁

業
保

証
保

険
取
扱

要
領

の
特

例
を

設
け

た
（

25
年

３
月

21
日

付
け

施
行
）
。

（
業

務
共

通
）

・
2
5
年

1
0
月

よ
り

信
用

基
金

内
部
の

規
程

の
制

定
・

改
廃

手
続

き
に
つ

い
て
決
裁

前
に
企
画

調
整
室
へ

説
明

す
る

ル
ー

ル

を
設

け
、

改
正

内
容

を
職

員
情

報
サ
イ

ト
へ

掲
示

し
、

全
役

職
員

へ
メ

ー
ル

で
通

知
す

る
こ

と
で

周
知

を
図

っ
た
。

２
国

民
一

般
や

利
用

者
に

対
す
る

２
国

民
一

般
や

利
用

者
に

対
す

る
２

国
民

一
般

や
利

用
者

に
対

す
る

２
情

報
の

提
供

・
開

示

情
報

開
示

の
充

実
及

び
利

用
者
の

情
報

開
示

の
充

実
及

び
利

用
者

の
情

報
開

示
の

充
実

及
び

利
用

者
の

意
見

の
反

映
意
見
の
反
映

意
見

の
反

映

①
信

用
基

金
の

業
務

の
必

要
性
、

(
1
)

信
用

基
金

の
業

務
の

必
要
性

、
(
1
)

信
用

基
金

の
業

務
の

必
要

性
、

(1
)

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

よ
る

情
報

開
示

の
充

実

役
割

及
び

農
林

漁
業

者
の

事
業
活

役
割

及
び

農
林

漁
業

者
の

事
業

活
役

割
及

び
農

林
漁

業
者

の
事

業
活

○
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

更
新

を
99
回

行
っ

た
。

主
な

内
容

は
下

記
の

と
お
り

。
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動
へ

の
効

果
や

成
果

に
つ

い
て
、

動
へ

の
効

果
や

成
果

に
つ

い
て

、
動

へ
の

効
果

や
成

果
に

つ
い

て
、

国
民

一
般

や
利

用
者

を
対

象
に
、

国
民

一
般

や
利

用
者

を
対

象
に

、
国

民
一

般
や

利
用

者
を

対
象

に
、

図
表

な
ど

も
含

め
て

分
か

り
や
す

図
表

な
ど

も
含

め
て

分
か

り
や

す
図

表
な

ど
も

含
め

て
分

か
り

や
す

い
形

で
幅

広
く

周
知

す
る

な
ど
情

い
形

で
幅

広
く

周
知

す
る

な
ど

情
い

形
で

幅
広

く
周

知
す

る
な

ど
情

報
開

示
の

充
実

を
促

進
す

る
。

報
開
示
の
充
実
を
促
進
す
る
。

報
開

示
の

充
実

を
促

進
す

る
。

(2
)

迅
速

な
情

報
の

提
供

（
１

週
間

以
内

の
更

新
）

○
公

表
す

べ
き

情
報

は
、

下
記

の
と
お

り
す

べ
て

１
週

間
以

内
に

掲
載
し

た
。

(3
)

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
ア

ク
セ

ス
分

析
の

実
施

○
2
5
年

度
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ク

セ
ス

件
数

（
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
に

最
初

に
訪

れ
た

件
数

）
は
、
7
2
,
87

6
件
(
2
4
年

度
5
7,

8

8
8
件

)
で

あ
っ

た
。

な
お

、
利

用
者

か
ら

の
要

望
、

意
見

等
は

な
か

っ
た

。

(
2
)

各
業

務
に

お
い

て
、

保
険

引
受

(4
)

各
業

務
に

お
け

る
情

報
提

供

等
の

情
報

・
デ

ー
タ

の
取

り
ま

と
○

各
業

務
に

お
け

る
関

係
機

関
へ

の
情

報
提

供
の

主
な

も
の

は
以

下
の
と

お
り
で
あ

る
。

め
、

基
金

協
会

等
関

係
機

関
へ

の
（

農
業

信
用

保
険

業
務

）

提
供

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

を
活

用
・

６
月

に
信

用
基

金
の

農
業

部
門

の
保

険
事

業
の

概
況

を
取

り
ま

と
め

た
「

保
険

事
業

概
況

」
を

作
成

し
、

基
金
協

会
等

し
た

Ｐ
Ｒ

活
動

の
推

進
な

ど
の

情
関

係
機

関
へ

配
布

し
た

。

区
分

事
項

基
準

日
掲

載
日

「
役

員
の

状
況

」
の

変
更

４
月

１
日

４
月

４
日

「
職

員
の

給
与

及
び

退
職

手
当

の
支

給
の
基

準
」

の
変

更
４

月
１

日
４

月
４

日

「
財

務
諸

表
等

平
成
24

年
度

」
の

掲
載

６
月

24
日

６
月

24
日

「
農

林
水

産
省

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員
会

に
よ

る
評

価
平

成
24

年
度

及
び

第
２

期
中

期
目

標
期
間

に
係

る
業

務
の

実
績

に
関

す
る
評

価
結

果
」

の
掲
載

９
月

４
日

９
月

４
日

「
財

務
省

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
に
よ

る
評

価
平

成
24

年
度

及
び

第
２

期
中

期
目

標
期

間
に
係

る
業

務
の

実
績

に
関

す
る

評
価
結

果
」

の
掲

載
９

月
17

日
９

月
17

日

「
平

成
23

事
業

年
度

評
価

結
果

の
主

要
な
反

映
状

況
」

の
掲
載

９
月

18
日

９
月

18
日

「
役

員
の

状
況

」
の

変
更

10
月

１
日

10
月

１
日

「
職

員
の

給
与

及
び

退
職

手
当

の
支

給
の
基

準
」

の
変

更
１

月
１

日
１

月
６

日

「
職

員
の

給
与

及
び

退
職

手
当

の
支

給
の
基

準
」

の
変

更
４

月
１

日
３

月
31

日

25
年

度

区
分

事
項

掲
載

日

「
東

日
本

大
震

災
に

関
す
る

情
報

」
を
更

新
５

月
22
日

、
６

月
11
日

、
７

月
４
日

「
独

立
行

政
法

人
農

林
漁
業

信
用

基
金
」

（
パ

ン
フ
レ

ッ
ト

）
を
更

新
８

月
１
日

「
農

業
信

用
保

証
保

険
制
度

の
ご

案
内
」

（
パ

ン
フ
レ

ッ
ト

）
を
更

新
９

月
20
日

「
林

材
業

の
業

況
動

向
調
査

（
平

成
25
年

度
上

期
・
下

期
）

の
結
果

」
を

公
表

７
月

24
日

、
12

月
27
日

25
年

度

区
分

24
年

度
25

年
度

増
減

(Ａ
)

(Ｂ
)

(Ｂ
／

Ａ
)

19
年

度
20

年
度

21
年

度
22

年
度

23
年

度

ア
ク

セ
ス

件
数

57
,8

88
72
,8

76
12

5.
9%

53
,5

74
61
,4

69
81

,5
96

55
,0
62

55
,2

11

○
ア

ク
セ

ス
件

数

（
参

考
）

（
単

位
：

件
）
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報
提

供
に

取
り

組
む

。
・

９
月

に
農

業
信

用
保

証
保

険
制

度
の

普
及

推
進

に
向

け
て
、「

農
業

信
用

保
証

保
険

制
度

の
ご

案
内
」（

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
）

を
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
し

、
基

金
協

会
等
関

係
機

関
へ

配
布

す
る

と
と

も
に

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
た

。

・
1
2月

に
農

業
信

用
保

証
保

険
事

業
の

動
向

や
当

該
年

度
の

特
徴

を
と

り
ま

と
め

た
「

農
業

信
用

保
証

保
険

年
報
」

を
発

行
し

、
基

金
協

会
等

関
係

機
関

へ
配
布

し
た

。

・
１

月
に

基
金

協
会

が
行

う
保

証
業

務
と

信
用

基
金

が
行

う
保

険
業
務

、
融
資
業

務
及
び
農

業
信
用
保

証
保

険
制

度
の

参

考
資

料
を

と
り

ま
と

め
た

「
農

業
信
用

保
証

・
保

険
業

務
要

覧
」

を
発

行
し

、
基

金
協

会
等

関
係

機
関

へ
配

布
し
た

。

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

・
５

月
に

2
5
年

度
に

お
け

る
東

日
本

大
震

災
復

旧
緊

急
保

証
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
「

東
日

本
大

震
災

に
対

処
す

る
た

め
の

林
業

信
用

保
証

に
関

す
る

独
立
行

政
法

人
農

林
漁

業
信

用
基

金
林

業
信

用
保

証
業

務
細

則
の

特
例

業
務

細
則
」

を
一

部
改

正
し

、
4
7都

道
府

県
、

全
相

談
員

、
業

界
関

係
団

体
及

び
す

べ
て

の
約

定
融

資
機

関
に

対
し

書
面

で
周

知
さ
せ

る
と

と
も

に
、

６
月

に
緊

急
保

証
の

内
容
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

た
。

・
５

月
に

広
く

国
民

一
般

に
対

し
基
金

制
度

を
周

知
す

る
た

め
、

農
林

水
産

省
・

林
野

庁
主

催
の

「
緑

の
フ

ェ
ス
テ

ィ
バ

ル
」

に
参

加
し

、
情

報
提

供
に

努
め
た

。

・
７

月
に

「
林

材
業

の
業

況
動

向
調
査

（
平

成
2
5
年
度

上
期

）
の

結
果

」
を

、
1
2
月
に

「
林

材
業

の
業

況
動

向
調
査

（
平

成
2
5年

度
下

期
）

の
結

果
」

を
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
た

。

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

・
事

業
概

要
を

と
り

ま
と

め
た

「
業
務

報
告

書
」

を
作

成
し

、
９

月
に

基
金

協
会

を
は

じ
め

関
係

機
関

に
配

布
し
た

。

・
1
1
月

に
、

漁
業

信
用

保
証

保
険

事
業

の
動

向
や

当
該

年
度

の
特

徴
を

と
り

ま
と

め
た

「
業

務
統

計
年

報
(
漁

業
信

用
保

険
業

務
)
」

を
発

行
し

、
基

金
協

会
等
関
係

機
関
へ
配

布
し
た
。

（
農

業
災

害
補

償
関

係
業

務
）

・
N
OS
A
I
イ

ン
ト

ラ
ネ

ッ
ト

を
活

用
し
て
、

①
７

月
に

信
用

基
金

の
業

務
概

要
に

つ
い

て
周

知
を

行
っ

た
ほ
か

、
貸
付
け

に
係
る
事

務
手
続
き

や
関

連
諸

要
領

に

つ
い

て
も

掲
示

し
た

。

②
1
0
月

に
新

た
に

制
定

し
た
貸

付
取

扱
要

領
を

掲
示

し
た

。

③
1
2
月

及
び

2
6
年

１
月

に
農
業

共
済

団
体

等
（

連
合

会
及

び
組
合

等
）
の
財

務
状
況
調

査
結
果
を

掲
示

し
た

。

④
３

月
に

信
用

基
金

の
業

務
統

計
や

農
業

共
済

団
体

等
の

財
務
状

況
調
査
結

果
を
収
録

し
た
「
農

業
共

済
財

務
主

要

統
計

」
を

作
成

し
、

農
業

共
済

団
体

他
関

係
機

関
に

配
布

し
た

。

（
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
）

・
業

務
の

概
況

や
貸

付
・

回
収
状

況
等

を
と

り
ま

と
め

た
「

業
務

報
告

書
」

及
び

漁
業

共
済

団
体

の
概

況
等

を
取
り

ま
と

め
た

「
業

務
統

計
年

報
」

を
作
成

し
、

10
月

に
漁

業
共

済
団

体
、

都
道

府
県

及
び

関
係

機
関

に
配

布
し

た
。

②
信

用
基

金
の

財
務

内
容

等
の
一

(
2
)

信
用

基
金

の
財

務
内

容
等
の

一
(
3
)

信
用

基
金

の
財

務
内

容
等

の
一

(5
)

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

層
の

透
明

性
を

確
保

す
る

観
点
か

層
の

透
明

性
を

確
保

す
る

観
点

か
層

の
透

明
性

を
確

保
す

る
観

点
か

○
財

務
内

容
等

の
一

層
の

透
明

性
を
確

保
す

る
た

め
、

25
年

６
月

28
日
に

信
用
基
金

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お

い
て

、
以

下
の

情

ら
、

決
算

情
報

・
業

務
内

容
等
に

ら
、

決
算

情
報

・
業

務
内

容
等

に
ら
、
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ

を
活
用

し
て
、

報
を

掲
載

し
た

。

応
じ

た
適

切
な

区
分

に
基

づ
く
セ

応
じ

た
適

切
な

区
分

に
基

づ
く

セ
決

算
情

報
・

業
務

内
容

等
に

応
じ

①
財

務
諸

表
に

つ
い

て
、

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

財
務

諸
表

と
併

せ
て
、

決
算
概
要

を
説
明
し

た
資
料

グ
メ

ン
ト

情
報

の
開

示
を

徹
底
す

グ
メ

ン
ト

情
報

の
開

示
を

徹
底

す
た

適
切

な
区

分
に

基
づ

く
セ

グ
メ

②
決

算
情

報
に

つ
い

て
、

経
年

比
較

や
財

務
分

析
指

標
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る
。

る
。

ン
ト

情
報

の
開

示
を

徹
底

す
る

。
③

事
業

報
告

書
に

つ
い

て
、

セ
グ
メ

ン
ト

事
業

損
益

の
経

年
比

較
・
分

析
、
セ
グ

メ
ン
ト
総

資
産
の
経

年
比

較
・

分
析

、

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

財
源

構
造
、

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

財
務

デ
ー
タ

及
び
業
務

実
績
報
告

書
と
関
連

付
け

た
事

業
説

明

④
特

定
独

立
行

政
法

人
に

準
じ
、

(
4
)

特
定

独
立

行
政

法
人

に
準
じ

、
(
5
)

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

(6
)

就
業

規
則

の
公

表

そ
の

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他
の

そ
の

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他

の
務

条
件

を
規

定
し

た
就

業
規

則
を

○
改

正
の

都
度

、
信

用
基

金
の

ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

（
最
新

2
5
年
４
月

１
日
付
）
。

勤
務

条
件

を
公

表
す

る
よ

う
努
め

勤
務

条
件

を
公

表
す

る
よ

う
努

め
公

表
す

る
。

る
。

る
。

③
信

用
基

金
の

利
用

者
の

意
見
募

(
3
)

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
等

の
実
施

に
(
4
)

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
等

の
実

施
に

３
意

見
の

収
集

集
を

幅
広

く
定

期
的

に
行

い
、
業

よ
り

、
信

用
基

金
の

利
用

者
の

意
よ

り
、

信
用

基
金

の
利

用
者

の
意

(1
)

利
用

者
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

等
の

実
施

及
び

業
務

運
営

へ
の

反
映

務
運

営
に

適
切

に
反

映
さ

せ
る
。

見
募

集
を

幅
広

く
定

期
的

に
行

見
募

集
を

幅
広

く
定

期
的

に
行

○
各

業
務

に
お

け
る

関
係

機
関

へ
の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

等
に

よ
る

意
見
の

収
集
は
以

下
の
と
お

り
で
あ
る

。

い
、

業
務

運
営

に
適

切
に

反
映

さ
い

、
業

務
運

営
に

適
切

に
反

映
さ

せ
る

。
ま

た
、

苦
情

へ
の

適
切

な
せ

る
。

ま
た

、
独

立
行

政
法

人
農

（
農

業
信

用
保

険
業

務
）

対
応
を
行
う
。

林
漁

業
信

用
基

金
苦

情
対

応
要

領
・

農
業

信
用

保
険

業
務

に
関

す
る

重
要

事
項

の
説

明
や

業
務

に
対

す
る

意
見

を
聴

く
た

め
に

、
政

府
以

外
の

出
資
者

で
あ

に
基

づ
き

、
苦

情
へ

の
適

切
な

対
る

基
金

協
会

及
び

農
林

中
央

金
庫

を
構

成
員

と
す

る
「

農
業

信
用

保
険

運
営

協
議

会
」

を
2
5
年
６

月
及

び
2
6
年
３
月

に
開

応
を

行
う

。
催

し
、

信
用

基
金

の
2
4
年

度
決

算
、
2
6
年
度

年
度

計
画

及
び

業
務

の
現

況
等

に
つ

い
て

説
明

を
行

っ
た

。

・
基

金
協

会
を

対
象

に
、

今
後
の

保
証

引
受

動
向

・
保

証
案

件
の

延
滞

動
向

に
係

る
ア

ン
ケ

ー
ト

及
び

農
協

別
、
銀

行
等

別
の

基
金

協
会

保
証

利
用

の
状
況

調
査

を
2
5
年
1
1
月
に

実
施

し
た

。
調

査
結

果
に

つ
い

て
は

、
業

務
推

進
の

参
考
に

す
る

と
と

も
に

、
基

金
協

会
等

に
配
布

し
て

情
報

の
共

有
を

図
っ

て
い

る
。

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

・
林

業
信

用
保

証
業

務
に

関
す
る

重
要

事
項

の
説

明
や

業
務

に
対

す
る

意
見

を
聴

く
た

め
に

、
政

府
、

都
道

府
県
以

外
の

出
資

者
の

組
織

す
る

林
業

関
係
中

央
団

体
で

あ
る

(一
社

)全
国
木

材
組

合
連

合
会

等
８

団
体

及
び

農
林

中
央

金
庫
を

構
成

員
と

す
る

「
林

業
信

用
保

証
連
絡

協
議

会
」

を
2
5
年
８

月
に

開
催

し
、

信
用

基
金

の
業

務
の

現
況

等
に

つ
い

て
説
明

し
、

そ
の

後
、

意
見

交
換

を
行

っ
た
。

・
2
5年

６
月

及
び

1
1月

に
林

業
者

等
を

対
象

に
「

林
材

業
の

業
況

動
向

調
査

」
を

実
施

し
た

。
こ

れ
は

、
６

月
及
び

1
1
月

時
点

で
の

関
係

業
界

に
お

け
る
売

上
げ

、
純

利
益

、
資

金
繰

り
、

設
備

投
資

等
の

現
況

・
見

通
し

及
び

25
年

度
上
期

（
25

年
４

月
～

25
年

９
月

）
の

実
績

を
把
握

す
る

と
と

も
に

、
林

業
信

用
保

証
制

度
等

に
つ

い
て

の
意

見
・

要
望

に
つ
い

て
も

併
せ

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
る
。

調
査

結
果

に
つ

い
て

は
、

資
金
需

要
に

応
じ

た
保

証
拡

大
に

向
け
て

の
業
務
の

参
考
に
す

る
と
と
も

に
、

信
用

基
金

ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

ほ
か
、

保
証

利
用

者
、

都
道

府
県

等
に

配
布

し
て

広
く

情
報

の
共

有
を

図
っ

て
い

る
。

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

・
漁

業
信

用
保

険
業

務
に

関
す
る

現
況

等
の

説
明

や
業

務
に

対
す

る
意

見
を

聴
く

た
め

に
（

一
社

）
漁

業
信

用
基
金

中
央

会
、

農
林

中
央

金
庫

等
を

構
成
員

と
す

る
「

漁
業

信
用

保
険

連
絡

協
議

会
」

を
2
5
年
７

月
に

開
催

し
、

24
年

度
決
算

や
漁

業
信

用
保

険
業

務
の

現
況

等
に
つ

い
て

説
明

し
、

意
見

交
換

を
行

っ
た

。
出

席
者

か
ら

は
、

要
改

善
漁

協
等

へ
の
対

応
状

況
や

東
日

本
大

震
災

の
被

害
を
受

け
た

漁
協

の
復

興
の

状
況

等
に

つ
い

て
情

報
提

供
が

あ
り

、
意

見
交

換
を

行
い
、

情
報

の
共

有
が

図
ら

れ
た

。

・
2
5年

９
月

～
1
1
月

に
開

催
さ
れ

た
基

金
協

会
主

催
の

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

に
出

席
し

、
2
4
年
度

決
算

や
漁

業
信

用
保
険

業
務

の
状

況
等

に
つ

い
て

説
明

し
た
。

会
議

で
は

、
各

基
金

協
会

が
提

言
し

た
課

題
や

広
域

合
併

等
に

つ
い

て
意

見
交
換

を
行
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い
、

情
報

の
共

有
が

図
ら

れ
た

。

（
農

業
災

害
補

償
関

係
業

務
）

・
農

業
災

害
補

償
関

係
業

務
に

関
す
る

重
要

事
項

の
説

明
や

業
務

に
対

す
る

意
見

を
聴

く
た

め
に

、
政

府
以

外
の
出

資
者

で
あ

る
農

業
共

済
組

合
連

合
会

等
の

代
表
、
（

公
社

）
全

国
農

業
共

済
協

会
及

び
学

識
経

験
者

を
構

成
員

と
す

る
「

農
業

災
害

補
償

運
営

協
議

会
」

を
25

年
６
月

及
び

2
6年

３
月

に
開

催
し

、
2
4
年
度

決
算

、
第

２
期

中
期

目
標

期
間

の
実
績

、
26

年
度

年
度

計
画

（
案

）
等

に
つ

い
て
説

明
し

意
見

交
換

を
行

っ
た

。

・
農

業
共

済
団

体
等

の
財

務
状

況
調
査

集
計

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
を

26
年

１
月

に
実

施
し

、
当

該
調

査
対

象
と
な

る
農

業
共

済
組

合
等

の
合

併
状

況
等

や
調
査

手
法

等
に

係
る

改
善

要
望

等
を

聴
取

し
た
。
聴
取

し
た

改
善

要
望

等
に

つ
い

て
は
、

26
年

度
の

同
調

査
の

作
業

計
画
や

調
査

表
様

式
の

作
成

等
の

参
考

に
し

て
い

る
。

（
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
）

・
漁

業
共

済
団

体
に

対
し

て
共

済
金
支

払
資

金
に

係
る

借
入

実
績

、
借

入
条

件
及

び
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
に
つ

い
て

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
2
6年

１
月

に
実

施
し

、
借

入
実

態
の

把
握

を
行

っ
た

。
取

り
ま

と
め

結
果

に
つ

い
て

は
、
今

後
の

業
務

の
参

考
に

す
る

と
と

も
に

、
２
月

に
共

済
組

合
に

配
布

し
た

。

(2
)

苦
情

へ
の

対
応

・
体

制
の

整
備

○
2
5年

度
に

発
生

し
た

苦
情

１
件

に
つ

い
て

、
適

切
に

対
応

し
、

26
年
３

月
に
開
催

し
た
コ
ン

プ
ラ
イ
ア

ン
ス

委
員

会
に

お

い
て

、
対

応
状

況
を

報
告

し
た

。

第
４

財
務

内
容

の
改

善
に

関
す
る

第
３

財
務

内
容

の
改

善
に

関
す

る
第

３
財

務
内

容
の

改
善

に
関

す
る

○
2
5年

度
に

お
け

る
業

務
収

支
の

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

事
項

事
項

事
項

信
用

基
金

が
行

う
業

務
は
、

信
用

基
金

が
行

う
業

務
は

、

我
が

国
農

林
漁

業
の

健
全

な
発

我
が
国

農
林

漁
業

の
健

全
な

発

展
を

図
る

と
い

う
政

策
的

な
見

展
を
図

る
と

い
う

政
策

的
な

見

地
か

ら
、

安
定

的
か

つ
継

続
的

地
か
ら

、
安

定
的

か
つ

継
続

的

に
実

施
さ

れ
る

こ
と

が
必

要
な

に
実
施

さ
れ

る
こ

と
が

必
要

な

業
務

で
あ

る
た

め
、

健
全

な
財

業
務
で

あ
る

た
め

、
健

全
な

財

務
内

容
の

確
保

が
必

要
不

可
欠

務
内
容

の
確

保
が

必
要

不
可

欠

で
あ
る

。
で
あ
る
。

こ
の

た
め

、
信

用
基

金
は
、

こ
の

た
め

、
信

用
基

金
は

、

長
期

的
に

収
支

均
衡

と
す

る
こ

長
期
的

に
収

支
均

衡
と

す
る

こ

と
を

旨
と

し
て

、
中

期
目

標
期

と
を
旨

と
し

て
、

中
期

目
標

期

間
の

最
終

年
度

ま
で

に
勘

定
ご

間
の
最

終
年

度
ま

で
に

勘
定

ご

と
に

単
年

度
の

業
務

収
支

の
黒

と
に
単

年
度

の
業

務
収

支
の

黒

字
を

目
指

す
こ

と
と

し
、

以
下

字
を
目

指
す

こ
と

と
し

、
以

下

の
点

を
踏

ま
え

て
効

率
的

、
自

の
点
を

踏
ま

え
て

効
率

的
、

自

律
的

な
業

務
運

営
を

行
う

も
の

律
的
な

業
務

運
営

を
行

う
も

の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
経

済
情

と
す
る

。
こ

の
場

合
、

経
済

情

勢
、

国
際

環
境

の
変

化
、

災
害

勢
、
国

際
環

境
の

変
化

、
災

害

（
単

位
：

百
万

円
）

2,
80

1
農

業
信

用
保

険
業

務
1,

91
7

林
業

信
用

保
証

業
務

△
10

5
漁

業
信

用
保

険
業

務
94

5

農
業

災
害

補
償

関
係

業
務

9
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
35

注
：

業
務

収
支

＝
収

益
－

費
用

・
収

益
：

政
府

事
業

交
付

金
収

入
＋

事
業

収
入

（
保

険
料

収
入

・
保

証
料

収
入

・
回

収
金

収
入

・
求

償
権

回
収

収
入

・
貸

付
金

利
息

収
入

）
・

費
用

：
事

業
費

（
保

険
金

・
代

位
弁

済
費

）
＋

財
務

費
用

（
支

払
利

息
）

区
分

合
計

25
年

度
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の
発

生
、

法
令

の
変

更
等

外
的

の
発
生

、
法

令
の

変
更

等
外

的

要
因

を
受

け
る

こ
と

に
つ

い
て

要
因
を

受
け

る
こ

と
に

つ
い

て

配
慮
す

る
。

配
慮
す
る
。

１
適

切
な

保
険

料
率

・
保

証
料
率

１
適

切
な

保
険

料
率

・
保

証
料

率
１

適
切

な
保

険
料

率
・

保
証

料
率

１
適

切
な

保
険

料
率

・
保

証
料

率
・
貸

付
金

利
の

設
定

・
貸

付
金

利
の

設
定

・
貸
付
金
利
の
設
定

・
貸

付
金

利
の

設
定

①
保

険
料

率
・

保
証

料
率

に
つ
い

(
1
)

保
険

料
率

・
保

証
料

率
に
つ

い
(
1
)

保
険

料
率

・
保

証
料

率
に

つ
い

(1
)

保
険

料
率

算
定

委
員

会
に

お
け

る
保

険
料

率
水

準
の

点
検

及
び

必
要
に

応
じ
た
見

直
し
（
農

業
信
用
保

険
業

務
）

て
は

、
適

正
な

業
務

運
営

を
行
う

て
は

、
引

受
審

査
能

力
の

向
上

等
て

は
、

引
受

審
査

能
力

の
向

上
等

○
2
4
年

1
1
月

2
7
日

に
開

催
さ

れ
た

規
制

・
制

度
改

革
委

員
会

の
「

集
中

討
議

」
に

お
い

て
、
「

農
業

者
の

経
営
努

力
を

反
映

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
農

林
漁
業

に
よ

る
適

正
な

業
務

運
営

を
行

う
に

よ
る

適
正

な
業

務
運

営
を

行
う

し
た

個
々

の
信

用
リ

ス
ク

に
応

じ
た

段
階

別
保

証
料

率
の

導
入

に
つ

い
て

、
2
4
年
度

中
に

一
定

の
方

向
性

に
向

け
て
結

論
を

の
特

性
を

踏
ま

え
つ

つ
、

リ
ス
ク

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
農

林
漁

業
こ

と
を

前
提

と
し

て
、

農
林

漁
業

出
す

」
と

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

基
金

協
会

等
関

係
機

関
と

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
や

デ
ー

タ
の

収
集

方
法

な
ど

に
つ
い

て
協

を
勘

案
し

た
適

切
な

水
準

に
設
定

の
特

性
を

踏
ま

え
つ

つ
、

リ
ス

ク
の

特
性

を
踏

ま
え

つ
つ

、
リ

ス
ク

議
・

検
討

を
行

い
、

2
5年

度
か

ら
の

第
３

期
中

期
目

標
期

間
内

の
速

や
か

な
導

入
に

向
け

て
検

討
す

る
こ

と
と

し
た
。

す
る

。
を

勘
案
し

た
適

切
な

水
準

に
設

定
を

勘
案

し
た

適
切

な
水

準
に

設
定

す
る
。

す
る

。
○

2
6年

１
月

及
び

３
月

に
保

険
料

率
算

定
委

員
会

を
開

催
し
、「

2
0
年
７

月
に

改
定

し
た

保
険

料
率

の
基

礎
と

し
た

理
論

値
」

そ
の

際
、

制
度

資
金

の
政

策
効

そ
の
際

、
制

度
資

金
の

政
策

効
こ

の
た

め
、

引
き

続
き

、
業

務
と

「
2
4年

度
保

険
事

業
実

績
を

加
え

て
算

定
し

た
理

論
値

」
に

つ
い

て
の

比
較

検
証

及
び

信
用

リ
ス

ク
に

応
じ

た
段
階

別
保

果
の

発
揮

や
農

林
漁

業
者

の
負
担

果
の

発
揮

や
農

林
漁

業
者

の
負

担
収

支
の

状
況

や
保

険
事

故
等

の
発

証
・

保
険

料
率

導
入

の
検

討
経

過
に

つ
い

て
報

告
し

た
。

増
加

に
も

配
慮

し
つ

つ
、

引
き
続

増
加

に
も

配
慮

し
つ

つ
、

引
き

続
生

状
況

の
実

態
を

踏
ま

え
、

料
率

そ
の

結
果

、
農

業
経

営
維

持
資

金
等
に

お
い

て
乖

離
が

見
ら

れ
た

も
の

の
、

き
、

業
務

収
支

の
状

況
や

保
険
事

き
、

業
務

収
支

の
状

況
や

保
険

事
算

定
委

員
会

に
お

い
て

保
険

料
率

①
畜

産
関

係
の

特
別

対
策

や
金

融
円

滑
化

法
に

よ
る

対
策

の
効

果
と

今
後

の
影

響
を

考
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ
と

故
等

の
発

生
状

況
の

実
態

を
踏
ま

故
等

の
発

生
状

況
の

実
態

を
踏

ま
・

保
証

料
率

の
水

準
を

点
検

し
、

②
現

行
保

険
料

率
は

収
支

均
衡

料
率

を
前

提
に

し
て

い
る

が
、

農
業

者
の

負
担

軽
減

の
観

点
か

ら
収

支
均

衡
料
率

ま
で

え
、

毎
年

度
、

料
率

算
定

委
員
会

え
、

毎
年

度
、

料
率

算
定

委
員

会
必

要
に

応
じ

て
、

保
険

料
率

・
保

の
引

上
げ

を
行

わ
な

か
っ

た
資
金

や
、

料
率

を
据

置
き

と
す

る
こ
と

に
よ
り
全

体
で
収
支

均
衡
と
し

た
経

緯
も

あ
る

こ

に
お

い
て

保
険

料
率

・
保

証
料
率

に
お

い
て

保
険

料
率

・
保

証
料

率
証

料
率

の
見

直
し

を
行

う
。

と

の
水

準
を

点
検

し
、

必
要

に
応
じ

の
水

準
を

点
検

し
、

必
要

に
応

じ
か

ら
、

現
段

階
に

お
い

て
保

険
料
率

を
変

更
す

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

が
、

段
階

別
保

証
・

保
険
料

率
の

て
、

保
険

料
率

・
保

証
料

率
の
見

て
、

保
険

料
率

・
保

証
料

率
の

見
導

入
状

況
を

見
て

引
き

続
き

検
討
す

る
こ

と
と

し
た

。

直
し

を
行

う
。

な
お

、
林

業
信
用

直
し

を
行

う
。

な
お

、
林

業
信

用

保
証

業
務

に
つ

い
て

は
、

業
務
収

保
証

業
務

に
つ

い
て

は
、

業
務

収
(2
)

保
証

料
率

算
定

委
員

会
に

お
け

る
保

証
料

率
水

準
の

点
検

及
び

必
要
に

応
じ
た
見

直
し
（
林

業
信
用
保

証
業

務
）

支
の

黒
字

を
目

指
し

、
代

位
弁
済

支
の

黒
字

を
目

指
し

、
代

位
弁

済
○

2
6年

３
月

に
保

証
料

率
算

定
委

員
会

を
開

催
し

、
1
9
年
の

保
証

料
率
改

定
時
の
考

え
方
に
即

し
て
、
現

行
の

保
証

料
率

の

率
の

低
減

を
図

る
と

と
も

に
、
保

率
の

低
減

を
図

る
と

と
も

に
、

保
点

検
と

そ
の

妥
当

性
の

検
討

を
し
た

。

証
料

収
入

に
つ

い
て

中
期

目
標
期

証
料

収
入

に
つ

い
て

中
期

目
標

期
こ

の
結

果
、

収
支

相
等

を
図

る
上
で

の
保

証
料

率
の

理
論

値
を

算
出
し

た
が
、
林

材
業
界
を

取
り
巻
く

経
営

環
境

や
東

日

間
終

了
時

ま
で

に
平

成
2
4
年

度
比

間
終
了

時
ま

で
に

平
成

2
4
年
度

比
本

大
震

災
復

興
支

援
等

の
観

点
を
踏

ま
え

る
と

、
こ

れ
を

実
際

に
適

用
す

る
こ

と
は

現
実

的
で

は
な

く
、

被
保

証
者
の

保
証

で
1.

6%
の

増
を

目
指

す
。

で
1
.6

%の
増
を
目
指
す
。

料
負

担
が

こ
れ

以
上

増
え

な
い

よ
う

、
現

行
の

保
証

料
率

の
体

系
及

び
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

と
判
断

し
、

当
面

は
信

用
保

証
の

需
要

、
代

位
弁

済
及

び
財

務
状

況
等

の
動

向
を

注
視

し
て

い
く

方
向

で
対

応
す

る
方

針
と

し
た
。

(3
)

保
険

料
率

算
定

委
員

会
に

お
け

る
保

険
料

率
水

準
の

点
検

及
び

必
要
に

応
じ
た
見

直
し
（
漁

業
信
用
保

険
業

務
）

○
2
6
年

３
月

に
保

険
料

率
算

定
委

員
会

を
開

催
し

、
「

2
0
年

４
月

に
改

定
し

た
保

険
料

率
の

基
礎

と
し

た
理

論
値

」
と

「
2
4

年
度

保
険

事
業

実
績

を
加

え
て

算
定

し
た

理
論

値
」

に
つ

い
て

比
較

分
析

を
行

っ
た

。
そ

の
結

果
、

①
全

体
的

な
傾

向
と

し
て

は
、

理
論

値
保

険
料

率
は

「
2
0
ト

ン
以

上
」

の
区

分
で

減
少

し
、
「

そ
の

他
」

の
区

分
で

増

加
し

て
い

る
が

、
東

日
本

大
震
災

に
よ

る
影

響
も

あ
り

、
こ

れ
が
小

さ
く
な
る

ま
で
の
間

は
確
定
的

な
も

の
と

し
て

判

断
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

り
、
引

き
続

き
状

況
を

注
視

す
る

必
要
が

あ
る
こ
と

②
近

年
の

厳
し

い
経

済
情

勢
を

背
景

に
し

た
政

府
全

体
の

経
済

対
策

の
一

環
と

し
て

、
水

産
業

経
営

に
つ

い
て
も

2
1
、

2
2
年

度
に

燃
油

高
騰

等
を

背
景
と

し
た

漁
業

情
勢

悪
化

の
影

響
に
よ

り
資
金
繰

り
に
窮
し

て
い
る
中

小
漁

業
者

等
に

対

し
漁

業
緊

急
保

証
対

策
事

業
が
実

施
さ

れ
、

23
年

度
か

ら
は

東
日
本

大
震
災
に

よ
る
影
響

を
受
け
た

中
小

漁
業

者
等

に
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対
し

て
、

漁
業

者
等

緊
急

保
証
対

策
事

業
が

実
施

さ
れ

る
な

ど
、
漁

業
経
営
者

に
対
す
る

政
府
の
支

援
措

置
等

が
な

さ

れ
て

い
る

こ
と

③
近

年
の

漁
業

部
門

の
事

業
収

支
は

黒
字

基
調

で
推

移
し

て
い

る
こ

と

④
近

年
の

金
融

の
方

向
性

と
し

て
、

保
証

人
や

担
保

に
依

存
し

な
い

融
資

・
保

証
へ

の
取

組
が

推
進

さ
れ

て
お
り

、
23

年
度

か
ら

の
無

保
証

人
型

漁
業
融

資
促

進
事

業
、

25
年

度
の

経
営
者

保
証
に
関

す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

に
基

づ
く

保
証

の

実
施

な
ど

の
影

響
に

つ
い

て
、
今

後
の

分
析

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
現

状
に

お
い

て
保

険
料

率
を

引
き

上
げ

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

と
考

え
ら

れ
、

現
時

点
に

お
い

て
保

険
料
率

は
据

え
置

く
こ

と
と

し
、

今
後

と
も

漁
業

経
営

を
取

り
巻

く
環

境
の

変
動

に
注

視
し

つ
つ

、
状

況
の

変
化

を
踏

ま
え

た
保
険

料
の

見
直

し
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

(4
)

業
務

収
支

の
黒

字
化

に
向

け
た

保
証

料
収

入
の

増
（

平
成

24
年

度
対
比

1
.
6％

増
）
（

林
業

信
用

保
証

業
務

）

○
2
5
年

度
保

証
引

受
累

計
額

は
、

前
年

度
比

で
1
0
5
.
6
％

と
増

加
し

た
が

、
長

期
資

金
の

引
受

が
減

少
し

て
い
る

こ
と

や
期

中
管

理
の

観
点

か
ら

保
証

期
間

を
通

常
よ

り
短

期
化

し
て

対
応

し
た

案
件

が
増

加
し

た
こ

と
等

か
ら

、
結

果
的

に
保
証

料
収

入
は

３
億

6
2
百

万
円

と
な

り
、

達
成

率
は

93
.
5
％
と

な
っ

た
（

な
お

、
2
5
年
度

は
業

務
収

支
の

黒
字

化
に

向
け

、
代
位

弁
済

額
の

抑
制

及
び

求
償

権
回

収
額

の
増

加
等

の
成

果
を

収
め

た
。
）
。

②
基

金
協

会
及

び
共

済
団

体
等

に
(
2
)

基
金

協
会

及
び

共
済

団
体
等

に
(
2
)

基
金

協
会

及
び

共
済

団
体

等
に

(5
)

適
切

な
貸

付
金

利
の

設
定

（
農

業
・

漁
業

信
用

保
険

業
務

）

対
す

る
貸

付
金

利
に

つ
い

て
は

、
対

す
る
貸

付
金

利
に

つ
い

て
は

、
対

す
る

貸
付

金
利

に
つ

い
て

は
、

○
基

金
協

会
の

保
証

能
力

の
維

持
増
大

及
び

保
証

債
務

の
円

滑
な

履
行
に

資
す
る
た

め
に
行
っ

て
い
る
基

金
協

会
へ

の
融

資

貸
付

目
的

、
市

中
金

利
等

を
考

慮
貸

付
目
的

、
市

中
金

利
等

を
考

慮
貸

付
目

的
、

市
中

金
利

等
を

考
慮

資
金

に
係

る
貸

付
金

利
に

つ
い

て
は

、
市

中
金

利
の

動
向

等
を

参
考

に
し

以
下

の
利

率
で

貸
付

を
行

っ
た

。
利

率
は
、

日
本

し
た

適
切

な
水

準
に

設
定

す
る
。

し
た
適
切
な
水
準
に
設
定
す
る

。
し

た
適

切
な

水
準

に
設

定
す

る
。

銀
行

公
表

の
「

預
金

種
類

別
店

頭
表

示
金

利
の

平
均

年
利

率
等

に
つ

い
て

」
に

お
け

る
預

入
期

間
ご

と
の

利
率

に
２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

利
率

で
あ

る
。

な
お

、
貸

付
金

利
水

準
に

つ
い

て
は

、
業

務
あ

り
方

検
討

会
に

お
い

て
検

討
し

、
現
行

水
準

で
据

え
置

く
こ

と
と

し
た

。

（
農

業
信

用
保

険
業

務
）

・
長

期
資

金
：

貸
付

金
利

0
.0
1
5
5％

、
貸

付
件

数
7
3
件

（
24
年

度
：

貸
付

金
利

0
.
0
16

％
、
貸

付
件

数
1
1
5件

）

・
短

期
資

金
：

貸
付

金
利

0
.0
1
2
5％

、
貸

付
件

数
5
4
件

（
24
年

度
：

貸
付

金
利

0
.
0
12

5
％
～

0
.0

1
6
％
、

貸
付
件

数
5
8
件
）

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

・
長

期
資

金
：

貸
付

金
利

0
.0
1
3
％
(
１
年

)
、
0
.
01

5
5
％
(
２
年

)
貸
付
件

数
31

8
件

（
24
年

度
：

貸
付

金
利

0
.
0
13

％
(１

年
)
、

0.
0
1
6％

(２
年

)貸
付
件

数
3
5
0件

）

・
短

期
資

金
：

貸
付

金
利

0.
0
12
5
％

、
貸
付

件
数
７
件

25
年

度

目
標

実
績

保
証

料
収
入

額
38

7
36

2

（
達

成
率

）
(9

3.
5%

)

（
単

位
：
百

万
円

）
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（
24
年

度
：

貸
付

金
利

0
.
0
12

5
％
～

0
.0

1
3
％
、

貸
付
件

数
８
件
）

(6
)

適
切

な
貸

付
金

利
の

設
定

（
農

業
・

漁
業

災
害

補
償

関
係

業
務

）

○
市

中
金

利
等

を
勘

案
し

た
金

利
で
貸

付
を

行
っ

て
い

る
。

３
月

以
内

0
.3
％

３
月

超
６

月
以

内
0
.5

％

６
月

超
１

年
以

内
0
.8

％

２
引

受
審

査
の

厳
格

化
等

２
引
受
審
査
の
厳
格
化
等

２
引

受
審

査
の

厳
格

化
等

２
引

受
審

査
の

厳
格

化
等

①
農

業
信

用
保

険
業

務
及

び
漁
業

(
1
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び
漁

業
(
1
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び

漁
業

(1
)

基
金

協
会

と
の

事
前

協
議

の
実

施
及

び
事

前
協

議
対

象
の

拡
大

へ
の
取

組
（
農
業

信
用
保
険

業
務
）

信
用

保
険

業
務

に
お

い
て

、
基
金

信
用

保
険

業
務

に
お

い
て

、
基

金
信

用
保

険
業

務
に

お
い

て
、

基
金

○
保

証
要

綱
等

の
制

定
・

改
正

に
つ

い
て

、
基

金
協

会
か

ら
の

提
出

資
料

又
は

対
面

に
よ

り
協

議
を

実
施

し
た

（
1
6
7
件

）

協
会

の
保

証
要

綱
等

の
制

定
・
改

協
会

の
保

証
要

綱
等

の
制

定
・

改
協

会
の

保
証

要
綱

等
の

制
定

・
改

（
24
年

度
1
9
3件

）
。

な
お

、
当

該
協
議

の
う

ち
、

東
日

本
大

震
災

に
対
処

す
る
た
め

の
資
金
に

係
る
保
証

要
綱

等
の

制
定

・

正
に

伴
う

協
議

を
実

施
す

る
。
ま

正
に

伴
う

協
議

を
実

施
す

る
。

ま
正

に
伴

う
協

議
を

実
施

す
る

。
ま

改
正

の
協

議
を

４
件

実
施

し
た

（
2
4
年
度

13
件
）
。

た
、

大
口

保
険

引
受

案
件

及
び
大

た
、

大
口

保
険

引
受

案
件

及
び

大
た

、
大

口
保

険
引

受
案

件
及

び
大

口
保

険
金

請
求

案
件

の
事

前
協
議

口
保

険
金

請
求

案
件

の
事

前
協

議
口

保
険

金
請

求
案

件
の

事
前

協
議

○
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
の

事
前
協

議

を
引

き
続

き
実

施
す

る
と

と
も

を
引

き
続

き
実

施
す

る
と

と
も

を
引

き
続

き
実

施
す

る
と

と
も

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
及

び
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

に
係
る

基
金
協
会

と
の
事
前

協
議
に
つ

い
て

、
一

層
の

徹

に
、

審
査

を
厳

格
化

す
る

観
点
か

に
、

審
査

を
厳

格
化

す
る

観
点

か
に

、
事

故
率

の
高

い
資

金
等

の
事

底
を

図
る

こ
と

と
し

て
次

の
と
お

り
実

施
し

て
い

る
。

ら
、

事
故

率
の

高
い

資
金

等
を
中

ら
、

速
や

か
に

基
金

協
会

と
協

議
前

協
議

の
対

象
範

囲
の

拡
大

に
つ

①
1
9
年

度
よ

り
大

口
保

険
引
受

対
象

案
件

の
事

前
協

議
に

つ
い
て

、
農
業
経

営
負
担
軽

減
支
援
資

金
・

畜
特

資
金

・

心
に

、
事

前
協

議
対

象
を

拡
大
す

の
上

、
事

故
率

の
高

い
資

金
等

を
い

て
、

速
や

か
に

基
金

協
会

と
検

家
畜

飼
料

特
別

支
援

資
金
の

対
象

金
額

を
１

億
円

か
ら

５
千

万
円

に
引

下
げ

た
。

る
。

中
心

に
、

事
前

協
議

対
象

を
拡

大
討

･協
議

を
行

う
。

②
2
1
年

６
月

に
畜

産
経

営
維
持

緊
急

支
援

資
金

を
事

前
協

議
対
象

案
件
と
し

て
追
加
し

た
。

す
る
。

③
1
9
年

度
よ

り
大

口
保

険
金
請

求
案

件
の

事
前

協
議

の
対

象
案
件

の
要
件
に

つ
い
て
、

従
前
の
「

法
人

５
千

万
円

以

上
、

個
人

３
千

万
円

以
上

」
か
ら

、
法

人
・

個
人

を
問

わ
ず

「
一

律
３

千
万

円
以

上
」

と
し

、
審

査
対

象
案
件

の
範

囲
を

広
げ

た
。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
3
2
0
件

（
条

件
変

更
含

む
）

に
つ

い
て

、
基

金
協

会
か

ら
の

提
出

資
料

又
は

対
面

に
よ

り
す

べ
て

事
前

協
議

を
実

施
し

た
（
2
4
年
度

35
7
件
）
。
こ

の
う

ち
、

基
金
協

会
と
の
対

面
で
の
協

議
は
2
2件

で
あ

っ
た

（
2
4
年

度
1
2件

）
。

対
面

に
要

し
た

日
数

等
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

（
平

均
）
。

①
人

数
：

相
手

方
２

人
、

当
方

３
人

②
１

回
当

た
り

の
協

議
時

間
：

２
時

間

③
１

案
件

当
た

り
の

協
議

回
数

：
１

回
～

2回
、
そ

の
後

、
電

話
、

書
面

及
び

電
子

メ
ー

ル
に

よ
り

協
議

・
事

前
協

議
に

つ
い

て
は

、
被
保

証
人

の
財

務
内

容
、

資
金

の
償

還
可

能
性

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

協
議

を
実
施

し
て

お
り

、
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
事

前
協

議
3
2
0
件

（
条

件
変

更
含

む
）

の
う

ち
、

取
り

下
げ

が
1
1
件

と
な

っ
た

（
2
4
年

度
1
5件

）
。

○
部

分
保

証
の

実
施

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
事

前
協

議
2
7
9
件

(
条

件
変

更
除

く
)
の

う
ち

部
分

保
証

の
対

象
と

な
る

(
新

)
大

家
畜

特
別

支

援
資

金
４

件
、

畜
産

経
営

改
善
緊

急
支

援
資

金
2
0
件
、

農
業

経
営

負
担

軽
減

支
援

資
金

１
件

に
つ

い
て

、
部

分
保
証

が
的

確
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
確

認
し

た
（

2
4年

度
は

、
(
旧
)
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

54
件

、
(
旧
)
養

豚
特

別
支
援

資
金

２
件

、
農

業
経

営
負

担
軽

減
支

援
資

金
３

件
）
。

な
お

、
2
4
年

度
は

、
(
旧

)
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

及
び

(
旧

)
養

豚
特

別

支
援

資
金

の
貸

付
期

間
の

最
終
年

度
で

あ
り

、
借

換
対

象
資

金
の

残
高

借
換

え
が

あ
っ

た
た

め
、

当
該

資
金

の
大
口

保
険
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引
受

対
象

案
件

事
前

協
議

の
件

数
が
例

年
に

比
べ

多
く

な
っ

て
い

る
（

当
該

資
金

は
、

毎
年

の
約

定
償

還
金

の
借
換

資
金

を
融

通
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

貸
付
期

間
の

最
終

年
度

に
限

り
、

残
高

一
括

借
換

え
が

認
め

ら
れ

て
い

る
。
）
。

○
大

口
保

険
事

前
協

議
対

象
の

拡
大
へ

の
取

組

・
2
6年

３
月

に
開

催
し

た
全

国
専

門
部

会
（

基
金

協
会

の
参

事
・

局
長

ク
ラ

ス
を

構
成

員
）

に
お

い
て

、
資

金
別
・

引
受

金
額

規
模

別
の

事
故

率
・

保
険

収
支
に

つ
い

て
分

析
を

行
い

、
今

後
、

事
前

協
議

の
対

象
範

囲
の

拡
大

に
つ

い
て
引

き
続

き
検

討
を

行
う

こ
と

と
し

た
。

○
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

の
事
前

協
議

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

（
2
3件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら

の
提

出
資

料
又

は
対

面
に

よ
り

す
べ

て
事
前

協
議

を
実

施
し

た
（

2
4
年

度
2
1件

）
。

こ
の
う

ち
、

基
金

協
会

と
の

対
面

で
の

協
議

は
、

３
件

で
あ

っ
た

（
2
4
年
度

５
件
）
。

・
事

前
協

議
に

お
い

て
は

、
記

載
事
項

の
検

証
や

保
険

金
請

求
を

し
よ

う
と

す
る

額
の

妥
当

性
等

に
つ

い
て

審
査
を

行
っ

て
い

る
。

(2
)

基
金

協
会

と
の

事
前

協
議

の
実

施
及

び
事

前
協

議
対

象
の

拡
大

へ
の
取

組
（
漁
業

信
用
保
険

業
務
）

○
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
の

事
前
協

議

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
に

係
る

基
金

協
会

と
の

事
前

協
議

に
つ
い

て
、
一
層

の
徹
底
を

図
る
こ
と

と
し

て
次

の
と

お

り
実

施
し

て
い

る
。

①
借

替
緊

急
資

金
に

つ
い

て
は
、

19
年

度
か

ら
保

証
額

が
業

種
別
の

基
準
額
の

２
分
の
１

を
超
え
る

も
の

と
し

た
。

②
20
年

度
か

ら
、

保
険

引
受

リ
ス

ク
の

高
い

経
営

安
定

資
金

及
び
緊

急
融
資
資

金
に
つ
い

て
は
、
信

用
基

金
と

基
金

協

会
と

の
年

度
当

初
の

保
証

保
険
契

約
か

ら
除

外
し

、
該

当
案

件
が
生

じ
る
度
に

個
別
に
審

査
を
行
っ

た
う

え
で

、
保

証

保
険

契
約

金
額

の
変

更
に

よ
り
対

応
す

る
こ

と
と

し
た

。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
（

81
件

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

か
ら
の

提
出
資
料

又
は
対
面

に
よ
り
す

べ
て

事
前

協
議

を

実
施

し
た

（
2
4年

度
5
8
件

）
。

こ
の

う
ち

、
基

金
協

会
と

の
対

面
で

の
協

議
は

15
件

で
あ

っ
た

。

・
事

前
協

議
に

つ
い

て
は

、
被
保

証
者

の
財

務
内

容
、

資
金

の
償

還
可

能
性

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

協
議

を
実
施

し
て

お
り

、
大

口
保

険
引

受
対

象
案
件

8
1件

の
う

ち
、

保
証

条
件

が
変

更
さ

れ
た

案
件

は
、

２
件

で
あ

っ
た

。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
に

係
る

基
金

協
会

と
の

事
前

協
議

に
際
し

、
基
金
協

会
か
ら
提

出
さ
れ
た

協
議

資
料

の
内

容

に
つ

い
て

照
会

・
確

認
し

な
が
ら

協
議

を
実

施
し

、
当

該
基

金
協

会
と

の
間

で
認

識
の

共
有

、
情

報
の

蓄
積

に
努
め

る
こ

と
に

よ
り

審
査

の
一

層
の

効
率
化

・
厳

格
化

に
活

用
し

て
い

る
。

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
事

前
協

議
に

つ
い

て
、

保
証

保
険

取
扱
要

領
に
お
い

て
は
、
基

金
協
会
は

信
用

基
金

に
「

保

証
決

定
予

定
日

の
一

月
前

ま
で
に

」
協

議
書

を
提

出
す

る
旨

が
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、

25
年

度
も

引
き

続
き

、
緊
急

保
証

に
係

る
案

件
に

つ
い

て
は

、
早
急

に
対

応
で

き
る

よ
う

１
ヵ

月
を

切
る

案
件

に
お

い
て

も
協

議
の

受
付

を
す

る
旨
を

2
5
年

３
月

に
基

金
協

会
に

通
知

し
た
。

○
大

口
保

険
事

前
協

議
対

象
の

拡
大
へ

の
取

組

・
大

口
保

険
引

受
対

象
案

件
の

事
前

協
議

の
対

象
範

囲
の

拡
大

に
つ
い

て
、
平
成

2
5
年
９
月

～
11

月
に

開
催

さ
れ

た
基

金

協
会

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

（
全

国
５
会

場
）

に
て

、
基

金
協

会
、

水
産

庁
等

と
検

討
・

協
議

を
行

う
こ

と
を

各
基

金
協
会

理
事

長
ほ

か
に

説
明

し
た

。
こ

れ
を

受
け

て
、

平
成

2
6
年

２
月

及
び

３
月

に
、

｢
事

故
率

の
高

い
資

金
等

の
事

前
協

議
の

対
象

範
囲

の
拡

大
」

に
つ

い
て

（
一
社

）
漁

業
信

用
基

金
中

央
会

及
び

水
産

庁
と

検
討

・
協

議
を

開
始

し
て

い
る

。

53



○
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

の
事
前

協
議

・
大

口
保

険
金

請
求

対
象

案
件

（
4
8
件
）

に
つ

い
て

、
す

べ
て

事
前
協

議
を
実
施

し
た
（
2
4
年

度
3
3件

）
。

・
事

前
協

議
に

お
い

て
は

、
記

載
事
項

の
検

証
や

代
位

弁
済

の
妥

当
性

や
回

収
見

込
み

等
に

つ
い

て
審

査
を

行
っ

て
い

る
。

(
2
)

信
用

基
金

職
員

及
び

基
金
協

会
(
2
)

信
用

基
金

職
員

及
び

基
金

協
会

(3
)

保
証

審
査

・
求

償
権

管
理

回
収

に
係

る
研

修
の

実
施

職
員

向
け

の
保

証
審

査
・

求
償

権
職

員
向

け
の

保
証

審
査

・
求

償
権

（
農

業
信

用
保

険
業

務
）

管
理

回
収

に
係

る
研

修
会

を
開

催
管

理
回

収
に

係
る

研
修

会
を

開
催

○
外

部
講

師
（

協
同

セ
ミ

ナ
ー

専
任
講

師
）

に
よ

る
保

証
審

査
実

務
担
当

者
研
修
会

を
東
京
都

の
コ
ー
プ

ビ
ル

に
て

９
月

1
9

す
る
。

す
る

。
日

～
2
0日

の
２

日
間

に
わ

た
り

実
施
（

参
加
者

：
基
金
協

会
職

員
4
5
名
。
参

加
率

77
％
（

36
協

会
等

／
4
7
協
会

等
）
）
し
た
。

研
修

内
容

は
、

担
保

評
価

の
実

務
で

あ
り

、
ア

ン
ケ

ー
ト

に
よ

る
満

足
度

は
9
0
%で

あ
っ

た
。

○
外

部
講

師
（

弁
護

士
）

等
に

よ
る
求

償
権

管
理

回
収

等
事

務
研

修
会
を

東
京
都
の

コ
ー
プ
ビ

ル
に
て
1
0
月
３

日
～

４
日

の

２
日

間
に

わ
た

り
実

施
（

参
加

者
：

基
金

協
会

の
職

員
4
5
名

。
参

加
率

は
8
3
％

（
3
9
協

会
／

4
7
協

会
）
）

し
た
。

研
修

内
容

は
、

①
保

証
債

務
の

履
行

に
当

た
っ

て
の

留
意

点
、

②
求

償
権

回
収

の
事

例
研

究
、

③
基

金
協

会
に

お
け

る
求

償
権
回

収
の

取
り

組
み

で
あ

り
、
求

償
権

回
収

の
事
例

研
究

で
は

グ
ル

ー
プ

討
議

を
取

り
入
れ

た
こ
と
も

あ
り
、
満

足
度

99
％

で
あ

っ
た
。

○
こ

れ
ら

の
研

修
に

つ
い

て
は

、
基
金

協
会

の
ニ

ー
ズ

も
高

く
、

継
続
希

望
も
あ
る

こ
と
か
ら

、
職
員
の

資
質

向
上

に
寄

与

し
て

い
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

○
基

金
協

会
及

び
信

用
基

金
の

職
員
を

対
象

と
し

て
、
（

一
社
）

漁
業
信
用

基
金
中
央

会
と
の
共

催
で

「
全

国
研

修
会

」
を

2

6
年

２
月

に
東

京
都

で
開

催
し

た
。

研
修

内
容

は
経

営
者

保
証

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
へ

の
対

応
等

で
あ

り
、

参
加

者
は

基
金

協

会
職

員
5
3
名

、
参

加
率

9
8
％

（
41

協
会
／

42
協

会
）

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

研
修

内
容

等
に

つ
い

て
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査
を

実
施

し
た

と
こ

ろ
、

満
足

度
は

9
8％

で
あ

っ
た

。
な

お
、

基
金

協
会

の
ニ

ー
ズ

も
高

く
、

研
修

の
継

続
希

望
も

あ
る

こ
と
か

ら
、

職
員

の
資

質
向

上
に

寄
与

し
て

い
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。

(
3
)

研
修

等
に

よ
る

信
用

基
金
職

員
(
3
)

研
修

等
に

よ
る

信
用

基
金

職
員

(4
)

信
用

基
金

の
相

談
機

能
の

強
化

の
資

質
の

向
上

、
現

地
協

議
の

推
の

資
質

の
向

上
、

現
地

協
議

の
推

（
農

業
信

用
保

険
業

務
）

進
等

に
よ

り
、

信
用

基
金

の
相

談
進

等
に

よ
り

、
信

用
基

金
の

相
談

○
電

話
等

に
よ

り
随

時
、

基
金

協
会

か
ら

の
保

証
保

険
に

関
し

て
の

相
談

に
対

応
し

、
主

要
相

談
件

数
は

4
7
件

で
あ

っ
た

機
能
を
強
化
す
る
。

機
能

を
強

化
す

る
。

（
2
4
年

度
5
7件

）
。

○
現

地
協

議
・

個
別

協
議

を
以

下
の
と

お
り

実
施

し
た

。

①
大

口
保

険
引

受
案

件
等

に
つ

い
て

の
経

営
状

況
及

び
期

中
管

理
等

を
把

握
す

る
た

め
、

基
金

協
会

と
の

現
地
協

議
を

９
月

か
ら

1
1
月

に
か

け
て

1
3
協
会

で
実

施
し

た
（

24
年

度
1
1
協
会
）
。

②
保

険
金

の
支

払
・

回
収

に
関

し
て

は
、

求
償

権
の

管
理

・
回

収
等

の
強

化
及

び
事

故
防

止
等

を
図

る
た

め
基
金

協
会

と
の

現
地

協
議

を
９

月
か

ら
11

月
に
か

け
て

９
協

会
で

実
施

し
た
（

2
4
年
度
８

協
会
）
。

③
上

記
①

、
②

の
ほ

か
、

基
金

協
会

か
ら

の
申

し
出

に
基

づ
く

基
金

協
会

と
の

個
別

協
議

に
つ

い
て

は
延

べ
1
8協

会
実

施
し

た
（

2
4
年

度
延

べ
17
協

会
）
。

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

○
2
5年

度
も

引
き

続
き

、
東

日
本

大
震

災
復

旧
緊

急
保

証
等

に
つ

い
て
保

証
課
内
で

相
談
窓
口

を
常
時
開

設
す

る
ほ

か
、

保
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証
審

査
に

関
す

る
研

修
等

に
よ

る
職

員
の

資
質

向
上

、
現

地
訪

問
の

際
に

直
接

相
談

を
受

け
る

な
ど

相
談

機
能

の
強
化

に
努

め
た

。

（
漁

業
信

用
保

険
業

務
）

○
大

口
保

険
引

受
案

件
（

8
1
件

）
に
つ

い
て

基
金

協
会

と
事

前
に

個
別
協

議
を
実
施

し
、
引
き

続
き
、
信

用
基

金
の

相
談

機

能
の

強
化

を
図

っ
て

い
る

。

○
保

険
金

の
支

払
・

回
収

に
つ

い
て
は

、
求

償
権

の
管

理
・

回
収

の
強
化

等
を
図
る

た
め
現
地

協
議
を
７

月
か

ら
８

月
に

か

け
て

1
3協

会
で

実
施

し
た

（
2
4
年

度
1
2協

会
）
。

ま
た

、
基

金
協

会
の

申
し

出
に

基
づ

く
基

金
協

会
と

の
個

別
協

議
に
つ

い
て
は
延

べ
６
協
会

実
施
し
た

（
2
4
年
度

延
べ

６

協
会
）
。

②
林

業
信

用
保

証
業

務
に

お
い
て

(
4
)

林
業

信
用

保
証

業
務

に
お
い

て
(
4
)

林
業

信
用

保
証

業
務

に
お

い
て

(5
)

引
受

審
査

の
厳

格
化

の
取

組
（

林
業

信
用

保
証

業
務

）

は
、

財
務

状
況

の
的

確
な

判
断
等

は
、

財
務

状
況

の
的

確
な

判
断

等
は

、
財

務
状

況
の

的
確

な
判

断
等

○
保

証
引

受
審

査
に

当
た

っ
て

は
、
定

量
要

因
に

つ
い

て
、

当
該

申
請
企

業
の
財
務

諸
表
（
新

規
の
者
は

直
近

３
年

分
、

継

に
よ

る
審

査
の

厳
格

化
、

木
材
関

に
よ

る
審

査
の

厳
格

化
、

木
材

関
に

よ
る

審
査

の
厳

格
化

、
木

材
関

続
利

用
の

者
は

直
近

５
年

分
、

更
に

必
要

に
応

じ
て

試
算

表
徴

求
）

を
詳

細
に

分
析

す
る

と
と

も
に

信
用

基
金

が
保
有

す
る

係
団

体
を

通
じ

た
優

良
事

業
体
へ

係
団

体
を

通
じ

た
優

良
事

業
体

へ
係

団
体

を
通

じ
た

優
良

事
業

体
へ

資
産

査
定

デ
ー

タ
等

も
活

用
し

て
的

確
に

評
価

し
て

い
る

。

の
保

証
利

用
促

進
の

働
き

か
け
等

の
保

証
利

用
促

進
の

働
き

か
け

等
の

保
証

利
用

促
進

の
働

き
か

け
等

さ
ら

に
、

定
性

要
因

と
し

て
、
林

業
・

木
材

産
業

者
等

の
特

性
を

踏
ま

え
、

規
模

・
生

産
性

・
経

営
体

制
・

品
質
管

理
・

に
よ

る
優

良
保

証
の

確
保

、
金
融

に
よ

る
優

良
保

証
の

確
保

、
金

融
に

よ
る

優
良

保
証

の
確

保
、

金
融

融
資

機
関

の
融

資
姿

勢
な

ど
の

要
因

の
分

析
を

厳
格

に
行

っ
て

い
る

。

機
関

と
の

情
報

共
有

の
取

組
を
講

機
関

と
の

情
報

共
有

の
取

組
を

講
機

関
と

の
情

報
共

有
の

取
組

を
講

こ
れ

に
よ

り
、

新
規

・
増

額
案
件

、
財

務
内

容
不

良
案

件
等

に
つ

い
て

、
総

括
調

整
役

（
林

業
担

当
）

等
を

構
成
員

と
す

ず
る

ほ
か

、
債

務
保

証
先

の
財
務

ず
る

ほ
か

、
債

務
保

証
先

の
財

務
ず

る
ほ

か
、

債
務

保
証

先
の

財
務

る
債

務
保

証
審

査
協

議
会

で
、

業
況

や
財

務
状

況
の

今
後

の
見

通
し

、
担

保
等

に
よ

る
保

全
の

可
否

等
を

踏
ま

え
た
厳

格
な

状
況

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
在
り

状
況

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
在

り
状

況
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

在
り

保
証

審
査

を
行

っ
た

（
全

体
の

審
査

件
数

1,
8
0
0
件
、
う

ち
審
査
協

議
件

数
4
6
6
件
。

こ
の

結
果

、
保

証
審

査
に

よ
る
減

額
等

方
に

つ
い

て
専

門
家

を
交

え
た
経

方
に

つ
い

て
専

門
家

を
交

え
た

経
方

に
つ

い
て

専
門

家
を

交
え

た
経

9
3
件

（
2
0
.
0
％

）
2
5
年

度
実

績
）
。

営
診

断
・

指
導

等
を

引
き

続
き
実

営
診

断
・

指
導

等
を

引
き

続
き

実
営

診
断

・
指

導
等

を
引

き
続

き
実

施
す

る
。

ま
た

、
中

期
目

標
期
間

施
す

る
。

ま
た

、
中

期
目

標
期

間
施

す
る

。
ま

た
、

中
期

目
標

期
間

(6
)

優
良

事
業

体
へ

の
保

証
利

用
促

進
の

働
き

か
け

等
の

取
組

（
林

業
信
用

保
証
業
務

）

中
に

部
分

保
証

を
拡

充
す

る
な

中
に

部
分

保
証

の
拡

充
、

審
査

の
中

に
部

分
保

証
の

拡
充

、
審

査
の

○
現

地
調

査
の

際
に

訪
問

し
た

融
資
機

関
（

10
店

舗
）

に
対

し
、

保
証
利

用
促
進
の

た
め
の
働

き
か
け
を

行
っ

て
い

る
。

ま

ど
、

収
支

均
衡

に
向

け
て

引
き
続

厳
格

化
な

ど
の

多
様

な
手

法
に

よ
厳

格
化

な
ど

の
多

様
な

手
法

に
よ

た
、

関
係

団
体

等
主

催
の

制
度

説
明

会
（

７
回

）
へ

の
出

席
時

に
利

用
促

進
の

働
き

か
け

を
行

っ
た

。

き
取

り
組

む
。

り
収

支
均

衡
に

向
け

て
引

き
続

き
り

収
支

均
衡

に
向

け
て

引
き

続
き

取
り
組
む
。

取
り

組
む

。
(7
)

金
融

機
関

と
の

情
報

共
有

へ
の

取
組

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

○
保

証
審

査
時

に
融

資
機

関
へ

の
照
会

を
行

っ
た

り
、

バ
ン

ク
ミ

ー
テ
ィ

ン
グ
（
４

回
）
が
開

催
さ
れ
る

際
に

は
積

極
的

に

参
加

す
る

な
ど

し
て

、
情

報
共

有
を

図
る

よ
う

努
め

た
。

(8
)

専
門

家
を

交
え

た
経

営
診

断
・

指
導

等
の

実
施

（
林

業
信

用
保

証
業
務

）

○
債

権
者

集
会

に
出

席
し

た
際

に
、
再
生

支
援

協
議

会
や

融
資

機
関

と
協

調
し
、
場
合

に
よ

っ
て

ア
ド

バ
イ

ス
を

行
っ

た
（

６

回
）
。

ま
た

、
現

地
調

査
の

際
に

、
企

業
に

対
し

て
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

っ
た

。

３
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

３
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
対
策

３
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

３
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

①
農

業
信

用
保

険
業

務
及

び
漁
業

(
1
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び
漁

業
(
1
)

農
業

信
用

保
険

業
務

及
び

漁
業

(1
)

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
防

止
対

策
の

導
入

効
果

の
検

証
及

び
部

分
保

証
等
の

拡
充
の
検

討
（
農
業

信
用
保
険

業
務

）

信
用

保
険

業
務

に
つ

い
て

、
金
融

信
用

保
険

業
務

に
つ

い
て

、
金

融
信

用
保

険
業

務
に

つ
い

て
、

金
融

○
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

と
し

て
、
1
9
年
度

よ
り

農
業

経
営

負
担

軽
減
支

援
資
金
、

畜
特
資
金

に
つ
い
て

借
入

者
の

負
債

比

機
関

に
お

け
る

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー
ド

機
関

に
お

け
る

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
機

関
に

お
け

る
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

率
に

応
じ

た
部

分
保

証
を

導
入

し
、

ま
た

、
家

畜
飼

料
特

別
支

援
資

金
に

つ
い

て
も

20
年

度
か

ら
7
0
％
の

部
分

保
証
を

導
入

防
止

の
観

点
か

ら
、

農
漁

業
者
の

防
止

の
観

点
か

ら
、

農
漁

業
者

の
防

止
の

観
点

か
ら

、
農

漁
業

者
の

し
た

。
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負
担

や
国

庫
負

担
の

増
加

を
避
け

負
担

や
国

庫
負

担
の

増
加

を
避

け
負

担
や

国
庫

負
担

の
増

加
を

避
け

さ
ら

に
、

25
年

度
か

ら
貸

付
け

が
行
わ

れ
て

い
る

(新
)
大
家

畜
特

別
支

援
資

金
、

(新
)
畜
産

経
営

改
善

緊
急

支
援
資

金
に

る
こ

と
に

留
意

し
つ

つ
、

部
分
保

る
こ

と
に

留
意

し
つ

つ
、

部
分

保
る

こ
と

に
留

意
し

つ
つ

、
部

分
保

つ
い

て
、

借
入

者
の

負
債

比
率

に
応

じ
た

部
分

保
証

を
導

入
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

証
や

ペ
ナ

ル
テ

ィ
ー

方
式

（
代
位

証
や

ペ
ナ

ル
テ

ィ
ー

方
式

（
代

位
証

や
ペ

ナ
ル

テ
ィ

ー
方

式
（

代
位

弁
済

時
等

に
一

定
額

を
金

融
機
関

弁
済

時
等

に
一

定
額

を
金

融
機

関
弁

済
時

等
に

一
定

額
を

金
融

機
関

○
2
5年

度
は

こ
れ

ら
の

資
金

に
つ

い
て

計
1
6
8件

の
部

分
保

証
を

実
施

し
た

（
2
4
年
度

3
54

件
）
。

が
負

担
す

る
方

式
）

な
ど

モ
ラ
ル

が
負

担
す

る
方

式
）

な
ど

モ
ラ

ル
が

負
担

す
る

方
式

）
な

ど
モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

防
止

対
策

に
関

し
て
、

ハ
ザ

ー
ド

防
止

対
策

に
関

し
て

、
ハ

ザ
ー

ド
防

止
対

策
に

関
し

て
、

○
2
5年

度
に

お
い

て
は

、
2
6
年

３
月
に

「
農

業
信

用
保

険
業

務
あ

り
方
検

討
会
」
を

開
催
し
、

モ
ラ
ル
ハ

ザ
ー

ド
防

止
対

策

導
入

効
果

を
検

証
の

上
、

引
き
続

導
入

効
果

を
検

証
の

上
、

引
き

続
導

入
効

果
を

検
証

の
上

、
引

き
続

に
つ

い
て

検
討

し
た

。
そ

の
結

果
、

基
金

協
会

に
お

い
て

収
支

の
悪

化
要

因
と

な
っ

て
い

る
資

金
に

対
す

る
部

分
保
証

や
事

き
実

施
す

る
と

と
も

に
、

部
分
保

き
実

施
す

る
と

と
も

に
、

基
金

協
き

実
施

す
る

と
と

も
に

、
基

金
協

故
率

の
高

い
資

金
を

中
心

に
代

位
弁

済
時

に
金

融
機

関
に

対
し

て
出

資
等

の
負

担
を

求
め

る
ペ

ナ
ル

テ
ィ

方
式

を
導
入

す
る

証
の

拡
充

に
関

し
て

も
検

討
し
、

会
等

と
の

意
見

交
換

等
の

連
携

を
会

等
と

の
意

見
交

換
等

の
連

携
を

な
ど

、
か

な
り

の
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
が

、
中

期
目

標
に

お
い

て
、
「

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
防

止
対

策
に

関
し

て
、

導
入

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

。
深

め
な
が

ら
部

分
保

証
の

拡
充

に
深

め
な

が
ら

部
分

保
証

の
対

象
と

効
果

を
検

証
の

上
、

引
き

続
き

実
施

す
る

」
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
た

め
、

保
険

収
支

動
向

等
を

注
視

し
な

が
ら

引
き
続

き
検

つ
い

て
も

検
討

し
、

必
要

に
応

じ
す

べ
き

資
金

等
に

つ
い

て
検

討
す

討
し

て
い

く
こ

と
と

し
た

。

て
実
施
す
る
。

る
。

(2
)

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
防

止
対

策
の

導
入

効
果

の
検

証
及

び
部

分
保

証
等
の

拡
充
の
検

討
（
漁
業

信
用
保
険

業
務

）

○
金

融
機

関
に

お
け

る
モ

ラ
ル

ハ
ザ
ー

ド
防

止
の

観
点

か
ら

、
昭

和
5
7年

度
以
降
、

緊
急
融
資

資
金
に
つ

い
て

、
代

位
弁

済

事
故

が
あ

っ
た

際
に

、
金

融
機

関
が

代
位

弁
済

額
の

５
～

1
5％

を
基

金
協

会
に

対
し

出
資

す
る

「
特

別
出

資
制

度
」
を

導
入

し
て

い
る

。

加
え

て
、

20
年

４
月

か
ら

経
営

安
定
資

金
に

部
分

保
証

（
保

証
割

合
8
0
％
）

を
導

入
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

○
2
5年

度
は

、
2
4
年

度
に

引
き

続
き
経

営
安

定
資

金
の

保
証

引
受

は
な
か

っ
た
。

○
2
5
年

度
に

お
い

て
は

、
2
6
年

３
月

に
｢
漁

業
信

用
保

険
業

務
あ

り
方

検
討

会
」

を
開

催
し

、
現

状
の

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー

ド
対

策
の

効
果

等
の

検
討

を
行

っ
た

。
検

討
の

結
果

、
漁

業
部

門
の

収
支

は
黒

字
基

調
で

推
移

し
て

お
り

、
現

行
の

モ
ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

が
収

支
均

衡
に

一
定

の
効

果
を

も
た

ら
し

て
い

る
と

推
察

さ
れ

る
こ

と
、

水
産

業
経

営
に

つ
い

て
は

原
油
・

魚
粉

の
価

格
の

上
昇

等
に

よ
り

不
安

定
な

状
況

が
続

い
て

お
り

、
更

な
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

は
漁

業
者

へ
の

円
滑

な
融
資

の
阻

害
に

つ
な

が
る

こ
と

が
懸

念
さ

れ
る

こ
と

か
ら
、
現
在

講
じ
て
い

る
モ
ラ
ル

ハ
ザ

ー
ド

対
策

を
着

実
に

実
施

す
る

こ
と

と
し
、

今
後

と
も

保
険

収
支

や
漁

業
金

融
の

情
勢

等
を

注
視

し
つ

つ
、

引
き

続
き

、
部

分
保

証
の

拡
充

等
の

モ
ラ

ル
ハ

ザ
ー
ド

対
策

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
く

。

②
林

業
信

用
保

証
業

務
に

つ
い

(
2
)

林
業

信
用

保
証

業
務

に
つ

い
(
2
)

林
業

信
用

保
証

業
務

に
つ

い
(3
)

部
分

保
証

の
拡

充
等

収
支

均
衡

に
向

け
た

取
組

（
林

業
信

用
保

証
業
務

）

て
、

中
期

目
標

期
間

中
に

部
分
保

て
、

中
期

目
標

期
間

中
に

部
分

保
て

、
中

期
目

標
期

間
中

に
部

分
保

○
原

則
と

し
て

部
分

保
証

の
対

象
資
金

、
新

規
・

増
額

案
件

で
部

分
保
証

が
妥
当
と

判
断
さ
れ

る
案
件
、

同
額

・
減

額
更

新

証
を

拡
充

す
る

な
ど

、
収

支
均
衡

証
を

拡
充

す
る

な
ど

、
収

支
均

衡
証

を
拡

充
す

る
な

ど
、

収
支

均
衡

案
件

で
財

務
内

容
等

の
悪

化
に

よ
り

1
0
0
％

保
証

か
ら

部
分

保
証

へ
移

行
さ

せ
る

こ
と

が
妥

当
と

判
断

さ
れ

る
案

件
等

に
つ

に
向

け
た

取
組

を
実

施
す

る
。

に
向
け
た
取
組
を
実
施
す
る
。

に
向

け
た

取
組

を
実

施
す

る
。

い
て

、
引

き
続

き
、

部
分

保
証

の
拡

充
等

に
取

り
組

ん
で

い
く

。

○
2
5
年

度
は

、
保

証
引

受
1
,
3
8
0
件

の
う

ち
、

3
1
5
件

に
つ

い
て

部
分

保
証

を
実

施
し

た
（

2
4
年

度
保
証

引
受

1
,
3
5
9
件

の
う

ち
部

分
保

証
27
7
件
）
。

４
求

償
権

の
管

理
・

回
収

の
強
化

４
求

償
権

の
管

理
・

回
収

の
強

化
４

求
償

権
の

管
理

・
回

収
の

強
化

４
求

償
権

の
管

理
・

回
収

の
強

化
等

等
等

等

回
収

実
績

の
向

上
と

経
費

の
効

回
収
実

績
の

向
上

と
経

費
の

効
(
1
)
ア

．
回

収
実

績
の

向
上

と
経

費
(1
)

回
収

金
の

実
績

及
び

回
収

実
績

向
上

の
た

め
の

取
組

（
農

業
信

用
保
険

業
務
）

率
化

を
図

る
た

め
、

基
金

協
会
と

率
化

を
図

る
た

め
、

基
金

協
会

と
の

効
率

化
を

図
る

た
め

、
基

○
2
5年

度
の

回
収

金
収

入
の

目
標

28
億

33
百

万
円

に
対

し
、

25
年

度
の
収

入
実
績
は

2
8
億
4
8百

万
円
で
あ

り
、

達
成

率
は

1
0
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の
連

携
を

強
化

す
る

ほ
か

、
債
権

の
連

携
を

強
化

す
る

ほ
か

、
債

権
金

協
会

と
の

連
携

を
強

化
す

0
.
5％

と
な

っ
た

。

回
収

業
者

（
サ

ー
ビ

サ
ー

）
等
の

回
収

業
者

（
サ

ー
ビ

サ
ー

）
等

の
る

ほ
か
、
債

権
回

収
業

者
（

サ

活
用

に
よ

る
回

収
策

に
つ

い
て

活
用

に
よ

る
回

収
策

に
つ

い
て

ー
ビ

サ
ー

）
等

の
活

用
に

よ

は
、

費
用

対
効

果
を

検
証

の
上
、

は
、

費
用

対
効

果
を

検
証

の
上

、
る

回
収

策
に

つ
い

て
は

、
費

回
収

委
託

基
準

の
明

確
化

等
を
実

回
収

の
可

能
性

、
債

権
額

の
規

模
用

対
効

果
を

検
証

の
上

、
回

施
す

る
。

ま
た

、
保

険
料

・
保
証

や
委

託
に

要
す

る
経

費
に

照
ら

収
の

可
能

性
、

債
権

額
の

規

料
・

貸
付

金
利

息
を

確
実

に
徴
収

し
、

指
標

の
設

定
を

含
め

回
収

委
模

や
委

託
に

要
す

る
経

費
に

す
る

。
託

基
準

の
明

確
化

等
を

実
施

す
照

ら
し

、
指

標
の

設
定

を
含

る
。

ま
た

、
保

険
料

・
保

証
料

・
め

回
収

委
託

基
準

の
明

確
化

○
９

月
か

ら
1
1月

に
か

け
て

９
協

会
で

現
地

協
議

を
実

施
し

、
保

険
金
残

高
が
１
千

万
円
以
上

の
大
口
求

償
債

務
者

の
回

収

貸
付

金
利

息
を

確
実

に
徴

収
す

等
を

速
や

か
に

実
施

す
る

。
見

込
額

及
び

回
収

経
過

に
つ

い
て

基
金
協

会
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い
、
回
収

強
化
を
働

き
か
け
た
（

24
年
度

８
協

会
）
。

る
。

イ
．

平
成

2
5
年

度
に

お
け

る
回

収
金

収
入

に
つ

い
て

は
、

農
○

求
償

権
管

理
回

収
助

成

業
信

用
保

険
業

務
に

お
い

て
・

基
金

協
会

の
求

償
権

が
5
6
8
億

円
（

2
4
年

度
末

）
と

な
り

、
そ

の
回

収
が

喫
緊

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

回

は
2,
8
3
3
百

万
円

、
林

業
信

用
収

等
の

実
績

に
応

じ
各

基
金

協
会

に
交

付
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
（

25
年

度
2
8
百
万

円
）
。

保
証

業
務

に
お

い
て

は
3
4
3
百

・
近

年
、

求
償

権
回

収
の

た
め
に

法
的

措
置

等
に

要
し

た
債

権
管

理
費

が
増

加
傾

向
に

あ
る

中
、

本
助

成
金

を
基
金

協
会

万
円

、
漁

業
信

用
保

険
業

務
に

お
け

る
求

償
権

の
行

使
及

び
保

全
に

係
る

費
用

と
し

て
効

果
的

に
活

用
す

る
と

と
も

に
、

基
金

協
会

の
求

償
権
管

理
回

に
44
6
百

万
円

を
そ

れ
ぞ

れ
見

収
に

お
け

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
高
め

る
効

果
が

期
待

さ
れ

る
。

込
む

。

(2
)

回
収

金
の

実
績

及
び

回
収

実
績

向
上

の
た

め
の

取
組

（
林

業
信

用
保
証

業
務
）

○
2
5年

度
の

求
償

権
回

収
収

入
の

目
標

３
億

43
百

万
円

に
対

し
、

25
年
度

の
収
入
実

績
は
５
億

1
2
百
万
円

で
あ

り
、

達
成

率

は
14
9
.3
%
と

な
っ

た
。

こ
れ

は
、

求
償
権

回
収

計
画

に
対

し
て

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
活

動
を

展
開

し
、

随
時

、
担

保
物

件
の
任

意
売

却
を

進
め

、
か

つ
、

サ
ー

ビ
サ

ー
へ

の
強

力
な

働
き

か
け

を
行

い
進

捗
状

況
を

確
認

し
な

が
ら

取
り

組
ん

で
き

た
こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。

(3
)

回
収

金
の

実
績

及
び

回
収

実
績

向
上

の
た

め
の

取
組

（
漁

業
信

用
保
険

業
務
）

○
2
5年

度
の

回
収

金
収

入
の

目
標

４
億

46
百

万
円

に
対

し
、

25
年

度
の
収

入
実
績
は

９
億
3
6百

万
円
で
あ

り
、

達
成

率
は

2
0

9
.
7
％

と
な

っ
た

（
2
4
年

度
収

入
実

績
に

対
す

る
2
5
年

度
収

入
実

績
は

1
3
1
.
5
％
）
。

こ
れ

は
、

主
に

震
災

県
に
お

い
て

回
収

目
標

実
績

目
標

実
績

34
3

51
2

37
7

33
9

(1
49

.3
%)

(8
9.
8%

)

 回
収

金
収

入
（
達

成
率
）

（
単
位
：

百
万

円
）

区
分

(参
考
)2
4年

度
25
年
度

目
標

実
績

目
標

実
績

2,
83
3

2,
84
8

3,
07
5

2,
91

0

(1
00

.5
%)

(9
4.
6%

)

（
単
位
：
百

万
円
）

(参
考
)2

4年
度

区
分

25
年

度

回
収
金
収

入
（
達
成
率

）

25
年
度

51
2 

8.
0%

34
.0
%

14
 

41
 

（
単
位
：
百
万
円
）

う
ち
ｻｰ
ﾋﾞ
ｻｰ
回
収
額

（
Ｂ
）

ｻｰ
ﾋﾞ
ｻｰ
に
よ
る
回
収
割
合

（
Ｂ
／
Ａ
）

経
費
率

（
Ｃ
／
Ｂ
）

ｻｰ
ﾋﾞ
ｻｰ
委
託
経
費

（
Ｃ
）

区
分

回
収
総
額

（
Ａ
）
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金
が

増
加

し
た

事
が

要
因

で
あ

る
。

○
求

償
権

を
有

す
る

3
8
の

基
金

協
会
か

ら
、

25
年

３
月

末
現

在
の

「
求
償

権
分
類
管

理
表
」
の

提
出
を
受

け
、

回
収

見
込

額

及
び

回
収

経
過

等
に

つ
い

て
の

情
報

を
共

有
し

、
2
5
年
度

に
お

い
て

も
７

月
以

降
に

求
償

権
回

収
方

針
や

求
償

債
務
者

の
現

況
等

に
つ

い
て

、
1
3
協

会
で

現
地
協

議
を

実
施

し
た

（
2
4
年
度

12
協

会
）
。

○
求

償
権

回
収

の
一

層
の

促
進

を
図
る

た
め

、
上

半
期

の
求

償
権

回
収
実

績
が
一
定

割
合
（
2
5
年

度
は
7
1
％
）

に
満

た
な

い

基
金

協
会

を
対

象
に

、
求

償
権

回
収

の
進

捗
に

係
る

個
別

協
議

を
2
5
協
会

で
実

施
し

た
（

24
年

度
2
7
協
会
）
。

○
回

収
奨

励
金

回
収

奨
励

金
は

前
年

度
の

回
収

金
額

に
対

し
て

、
一

定
率

で
各

基
金
協

会
に
交
付

し
て
い
る

。
25

年
度

の
交

付
額

は
2
4
年

度
の

回
収

金
額

が
2
3
年

度
よ

り
約
４

億
円

減
少

し
た

こ
と

か
ら

、
約

14
百

万
円

と
な

り
、

前
年

度
よ

り
約

７
百

万
円
減

少
し

た
。

(4
)

サ
ー

ビ
サ

ー
等

の
活

用
に

よ
る

回
収

策
に

つ
い

て
費

用
対

効
果

の
検
証

及
び
回
収

委
託
基
準

の
明
確
化

等

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

（
費

用
対

効
果

の
検

証
に

つ
い

て
）

１
現

状

信
用

基
金

に
お

い
て

は
、

融
資

機
関
と

管
理

業
務

委
託

契
約

を
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

代
位

弁
済

後
は

融
資

機
関
と

連
携

し
て

求
償

権
の

回
収

促
進

を
図

っ
て

い
る
。
通
常

は
２

～
３

年
の

間
で

回
収

可
能
（

預
金

相
殺
、
担
保

処
分
、
破

産
配

当
等
）

な
先

を
優

先
的

に
回

収
し

た
後

、
担

保
処

分
が

長
期

化
、

債
務

者
・

連
帯

保
証

人
と

の
回

収
交

渉
が

難
航

し
て

い
る
先

を
中

心
に

、
サ

ー
ビ

サ
ー

へ
委

託
し

て
い

る
。

２
サ

ー
ビ

サ
ー

活
用

に
よ

る
費

用
対
効

果
の

検
証

23
、

2
4
年

度
の

サ
ー

ビ
サ

ー
に

よ
る
回

収
実

績
か

ら
費

用
対

効
果

を
検

証
し

た
と

こ
ろ

、
下

記
の

と
お

り
と

な
り
、

サ
ー

ビ
サ

ー
を

活
用

す
る

方
が

費
用

に
対

し
て

効
果

の
方

が
高

い
こ

と
が

判
明

し
た

。

①
サ

ー
ビ

サ
ー

活
用

に
よ

る
回

収
実

績
は

、
全

体
の

回
収

金
額

の
1
3
％

程
度

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
「

１
現

状
」

で
述

べ
た

と
お

り
、

回
収

可
能

な
先
を

優
先

的
に

回
収

し
た

後
の

回
収

促
進

で
あ

り
、

直
近

23
、

24
年

度
で

み
る
と

サ
ー

ビ
サ

ー
へ

の
支

払
金

額
以

上
の

回
収
金

額
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

②
サ

ー
ビ

サ
ー

を
活

用
し

な
い

で
信

用
基

金
の

職
員

が
担

当
し

た
場
合

の
24

年
度

コ
ス
ト
試

算
で
は
、
20

百
万
円

を
要

し
、

サ
ー

ビ
サ

ー
支

払
費

用
1
3百

万
円

を
上

回
る

経
費

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

。

③
そ

の
他

、
サ

ー
ビ

サ
ー

を
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

管
理

課
業

務
の
効

率
化
、
ま

た
、
キ
メ

細
か
な
活

動
に

よ
り

主
債

務

目
標

実
績

目
標

実
績

44
6

93
6

1,
05

0
71

2

(2
09
.7

%)
(6
7.

8%
)

区
分

(参
考

)2
4年

度

（
単

位
：

百
万
円

）

25
年
度

回
収

金
収
入

（
達

成
率
）

58



者
、

連
帯

保
証

人
に

対
す

る
面

談
、
交

渉
を

実
施

し
、

実
態

把
握

と
時

効
の

中
断

を
図

る
こ

と
が

で
き

求
償

権
の
管

理
面

で
の

強
化

に
繋

が
る

。

（
回

収
委

託
基

準
の

明
確

化
）

○
上

記
の

費
用

対
効

果
検

証
結

果
及
び

過
去

の
回

収
実

績
（

代
位

弁
済
後

５
年
目
ま

で
は
、
毎

年
度
、
求

償
権

残
高

に
対

し

て
１

％
以

上
の

回
収

実
績

が
あ

る
が

、
６

年
目

以
降

は
極

端
に

下
落

す
る

等
）

を
踏

ま
え

て
、

サ
ー

ビ
サ

ー
を

効
果
的

に
活

用
す

る
た

め
、

次
の

と
お

り
求

償
権

の
回

収
委

託
基

準
を

明
確

化
す

る
と

と
も

に
、

委
託

期
間

（
原

則
２

年
間

）
及
び

委
託

解
除

基
準

（
回

収
額

が
、

委
託

時
求

償
権

残
高

に
対

し
て

１
％

あ
る

い
は

20
万

円
に

満
た

な
い

債
権

を
原

則
委

託
解
除

と
す

る
）

を
設

け
、

2
6年

３
月

６
日

付
け

で
「

求
償

権
の

回
収

委
託

に
関

す
る

実
施

要
領

」
を

改
正

し
た

。

・
求

償
権

取
得

か
ら

５
年

以
内

の
期
間

で
債

権
回

収
が

見
込

ま
れ

る
先

で
、

以
下

の
①

ま
た

は
②

の
い

ず
れ

か
に
該

当
す

る
も

の
と

す
る

。

①
求

償
権

に
係

る
債

務
者

ま
た

は
保

証
人

が
非

協
力

的
等

の
理

由
で

弁
済

が
進

ま
な

い
先

で
、

債
権

回
収

の
実
現

の
た

め
に

債
務

者
ま

た
は

保
証

人
に
対

す
る

弁
済

交
渉

の
頻

度
を

増
や
す

こ
と
や
、

法
的
手
続

の
実
施
が

必
要

な
先

②
不

動
産

担
保

等
の

資
産

処
分

が
完

了
し

て
お

ら
ず

、
具

体
的

な
処

分
計

画
が

策
定

出
来

て
い

な
い

先
で

、
回
収

の
実

現
の

た
め

に
早

急
な

任
意

処
分
交

渉
の

実
施

や
法

的
手

続
の

実
施
が

必
要
な
先

(
2
)

保
険

料
・

保
証

料
、

貸
付

金
利

(5
)

保
険

料
・

保
証

料
・

貸
付

金
利

息
の

確
実

な
徴

収

息
の

確
実
な

徴
収

に
努

め
る

。
（

農
業

信
用

保
険

業
務

・
漁

業
信

用
保
険

業
務

）

○
基

金
協

会
か

ら
納

付
さ

れ
る

保
険
料

及
び

貸
付

金
利

息
に

つ
い

て
は
、
定
め

ら
れ

た
納

入
期

日
に

確
実

に
徴

収
し

て
い

る
。

（
林

業
信

用
保

証
業

務
）

○
徴

収
漏

れ
等

が
生

じ
な

い
よ

う
、
経

理
課

と
連

携
し

な
が

ら
、

毎
月
の

徴
収
予
定

案
件
の
確

認
を
し
て

い
る

。

（
単
位

：
百
万
円

）

25
年
度

保
険

料
3,
46

9

貸
付

金
利
息

9

保
険

料
1,
04

2

貸
付

金
利
息

4

林
業
信
用

保
証
業
務

保
証

料
36

2

農
業
信
用

保
険
業
務

漁
業
信
用

保
険
業
務

サ
ー

ビ
サ
ー

回
収
額

と
支
払

費
用
の

実
績

23
年

度
24

年
度

全
体

の
回
収

金
額

Ａ
41

3
33
9

う
ち
サ

ー
ビ
サ

ー
の
回

収
金
額

Ｂ
35

44
全

体
に

対
す
る

回
収
率

Ｂ
/
Ａ

8%
13
%

う
ち
サ

ー
ビ
サ

ー
の
回

収
金
額

Ｂ
35

44
サ

ー
ビ
サ

ー
へ
の

支
払
費

用
Ｃ

12
13

純
回

収
金

額
Ｂ

－
Ｃ

23
31

区
分

(単
位

：
百

万
円
)

59



５
代

位
弁

済
率

・
事

故
率

の
低
減

５
代
位
弁
済
率
・
事
故
率
の
低

減
５

代
位

弁
済

率
・
事

故
率
の

低
減

５
代

位
弁

済
率

・
事

故
率

の
低

減

２
及

び
３

の
取

組
に

よ
り

、
中

２
及
び

３
の

取
組

に
よ

り
、

中
代

位
弁

済
率

及
び

事
故

率
に

つ

期
目

標
期

間
中

に
保

証
契

約
・
保

期
目

標
期

間
中

に
保

証
契

約
・

保
い

て
は

、
中

期
目

標
期

間
中

に
保

険
契

約
を

締
結

し
た

案
件

に
つ
い

険
契

約
を

締
結

し
た

案
件

に
つ

い
証

契
約

・
保

険
契

約
を

締
結

し
た

て
は

、
林

業
信

用
保

証
業

務
に
お

て
は

、
林

業
信

用
保

証
業

務
に

お
案

件
に

つ
い

て
の

代
位

弁
済

率
及

い
て

は
そ

の
代

位
弁

済
率

を
2
.
9
4

い
て
は

そ
の

代
位

弁
済

率
を

2
.
94

び
事

故
率

を
指

標
と

し
て

、
中

期

％
以

下
と

し
、

ま
た

、
基

金
協
会

％
以

下
と

し
、

ま
た

、
基

金
協

会
目

標
の

達
成

に
向

け
て

の
進

捗
状

の
代

位
弁

済
が

保
険

事
故

と
な
る

の
代

位
弁

済
が

保
険

事
故

と
な

る
況

の
把

握
に

努
め

る
。
こ
の

場
合
、

農
業

信
用

保
険

業
務

に
あ

っ
て
は

農
業

信
用

保
険

業
務

に
あ

っ
て

は
代

位
弁

済
率

・
事

故
率

は
、

経
済

そ
の

事
故

率
を

0
.
1
2
％

以
下

、
漁

そ
の
事

故
率

を
0
.
1
2
％

以
下
、

漁
情

勢
、

国
際

環
境

の
変

化
、

災
害

業
信

用
保

険
業

務
に

あ
っ

て
は
そ

業
信

用
保

険
業

務
に

あ
っ

て
は

そ
の

発
生

、
法

令
の

変
更

等
外

的
要

の
事

故
率

を
1
.
1
5
％

以
下

と
す

の
事

故
率

を
1
.
1
5
％

以
下

と
す

因
に

よ
り

影
響

を
受

け
る

こ
と

に

る
。

こ
の

場
合

、
代

位
弁

済
率
・

る
。

こ
の

場
合

、
代

位
弁

済
率

・
つ

い
て

配
慮

す
る

。
(1
)

農
業

信
用

保
険

業
務

に
お

け
る

事
故

率

事
故

率
は

、
経

済
情

勢
、

国
際
環

事
故

率
は

、
経

済
情

勢
、

国
際

環
○

2
5年

度
末

に
お

け
る

事
故

率
は

、
0
.
00

％
で
あ

っ
た

（
目

標
値

：
中
期

目
標
期
間

中
に
0
.1

2
％

以
下
）
。

境
の

変
化

、
災

害
の

発
生

、
法
令

境
の

変
化

、
災

害
の

発
生

、
法

令

の
変

更
等

外
的

要
因

に
よ

り
影
響

の
変

更
等

外
的

要
因

に
よ

り
影

響
(2
)

林
業

信
用

保
証

業
務

に
お

け
る

代
位

弁
済

率

を
受

け
る

こ
と

に
つ

い
て

配
慮
す

を
受

け
る

こ
と

に
つ

い
て

配
慮

す
○

2
5年

度
末

に
お

け
る

代
位

弁
済

率
は

、
0
.
33

％
で
あ

っ
た

（
目

標
値
：

中
期
目
標

期
間
中
に

2
.
94

％
以

下
）
。

る
。

る
。

○
代

位
弁

済
額

1
1
4
,
2
1
0
千

円
の

う
ち

1
9
,
7
9
0
千

円
は

、
(
株

)
東

日
本

大
震

災
事

業
者

再
生

支
援

機
構

の
買

取
対

象
案

件
で

あ
っ

た
。

(3
)

漁
業

信
用

保
険

業
務

に
お

け
る

事
故

率

○
2
5年

度
末

に
お

け
る

代
位

弁
済

率
は

、
0
.
01

％
で
あ

っ
た

（
目

標
値
：

中
期
目
標

期
間
中
に

1
.
15

％
以

下
）
。

○
代

位
弁

済
額

1
0
,0
0
0
千

円
は

、
宮
城

産
業

復
興

機
構

の
買

取
対

象
案
件

で
あ
っ
た

。

６
基

金
協

会
及

び
共

済
団

体
等
に

６
基

金
協

会
及

び
共

済
団

体
等

に
６

基
金

協
会

及
び

共
済

団
体

等
に

６
基

金
協

会
及

び
共

済
団

体
等

に
対
す

る
貸

付
金

の
適

正
な

審
査

及
び
回

収

対
す

る
貸

付
け

対
す
る
貸
付
け

対
す

る
貸

付
け

（
農

業
信

用
保

険
業

務
・

漁
業

信
用

保
険

業
務

）

基
金

協
会

及
び

共
済

団
体

等
に

基
金
協

会
及

び
共

済
団

体
等

に
基

金
協

会
及

び
共

済
団

体
等

に
○

基
金

協
会

に
対

す
る

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
借

入
申

込
書

・
金

銭
消
費

貸
借
証
書

等
の
審
査

を
迅
速
・

的
確

に
処

理
す

る

対
す

る
貸

付
け

に
つ

い
て

は
、
引

対
す

る
貸

付
け

に
つ

い
て

は
、

引
対

す
る

貸
付

け
に

つ
い

て
は

、
引

と
と

も
に

、
貸

付
金

の
回

収
に

つ
い

て
は

、
基

金
協

会
に

対
し

て
予

め
償

還
期

限
、

回
収

額
及

び
利

息
を

通
知

す
る
こ

と
に

き
続

き
適

正
な

審
査

を
行

う
と
と

き
続

き
適

正
な

審
査

を
行

う
と

と
き

続
き

適
正

な
審

査
を

行
う

と
と

よ
り

、
期

日
ど

お
り

全
額

回
収

し
た

。

も
に

、
そ

の
回

収
に

つ
い

て
は
、

も
に

、
そ

の
回

収
に

つ
い

て
は

、
も

に
、

そ
の

回
収

に
つ

い
て

は
、

確
実

に
徴

収
す

る
も

の
と

す
る
。

確
実
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る

。
確

実
な

徴
収

に
努

め
る

。
（

農
業

災
害

補
償

関
係

業
務

・
漁

業
災
害

補
償

関
係

業
務

）

○
共

済
団

体
等

に
対

す
る

貸
付

け
に
つ

い
て

は
、

貸
付

け
に

係
る

借
入
申

込
書
及
び

償
還
計
画

書
等
の
審

査
を

迅
速

・
的

確

に
処

理
す

る
と

と
も

に
、

貸
付

金
の

回
収

に
つ

い
て

は
、

共
済

団
体

等
に

対
し

て
予

め
償

還
期

限
、

回
収

額
及

び
利
息

を
通

知
す

る
こ

と
に

よ
り

、
期

日
ど

お
り

全
額

回
収

し
た

。

（
単
位
：
千
円
、

％
）

第
３
期
中
期
目
標

 
代
位
弁
済
率
・
事
故
率

今
期
引
受

額
今
期
代
弁
・
支
払
額

（
今

期
引

き
受

け
た

案
件

の
み

）
代
位
弁
済
率
・
事
故
率

0.
12

%以
下

2.
94

%以
下

1.
15

%以
下

代
位
弁
済
率

林
業

区
分

代 弁 率 ・ 事 故 率

事
故
率

農
業

事
故
率

漁
業

25
年
度
末

37
6,
08
1,
21
8

－
－

34
,1
22
,4
00

11
4,
21
0

0.
33

%

84
,9
27
,7
99

10
,0
00

0.
01

%

60



７
宿
舎
の
廃
止
に
関
す
る
計
画

７
宿

舎
の

廃
止

に
関

す
る
計

画
７

宿
舎

の
廃

止
に

関
す

る
計

画
の

策
定

及
び

同
計

画
の

履
行

信
用

基
金

の
保

有
す

る
職

員
宿

信
用

基
金

の
保

有
す

る
職

員
宿

○
2
5年

６
月

2
0日

に
職

員
宿

舎
廃

止
に

係
る

実
施

計
画

を
制

定
し

、
宿
舎

使
用
者
に

対
し
2
8年

３
月
末
ま

で
に

退
去

す
る

よ

舎
に

つ
い

て
、

独
立

行
政

法
人

の
舎

に
つ

い
て

、
独

立
行

政
法

人
の

う
要

請
し

た
。

職
員

宿
舎

の
見

直
し

に
関

す
る

実
職

員
宿

舎
の

見
直

し
に

関
す

る
実

施
計
画

（
平

成
2
4
年

1
2
月
1
4日

行
施

計
画

（
平

成
2
4
年

1
2
月

14
日

行
○

こ
の

実
施

計
画

制
定

に
伴

い
、

職
員

宿
舎

等
貸

与
規

程
改

正
等

の
整
備

を
行
っ
た

。
こ
れ
に

よ
り
、
2
6
年
３

月
末

ま
で

に

政
改

革
担

当
大

臣
決

定
）

等
を

踏
政

改
革

担
当

大
臣

決
定

）
等

を
踏

７
名

が
退

去
し

た
（

2
6年

３
月

末
現

在
3
0
戸
中

９
戸

の
利

用
）
。

ま
え

、
入

居
者

の
円

滑
な

退
去

等
ま

え
、

入
居

者
の

円
滑

な
退

去
等

に
配

慮
し

つ
つ

職
員

宿
舎

の
廃

止
に

配
慮

し
つ

つ
職

員
宿

舎
の

廃
止

に
関

す
る

計
画

を
策

定
の

上
、

中
に

関
す

る
計

画
を

策
定

す
る

。

期
目
標
期
間
中
に
、
廃
止
す
る

。

７
農

業
融

資
資

金
業

務
８

農
業
融
資
資
金
業
務

８
農

業
融

資
資

金
業

務
○

農
業

融
資

資
金

業
務

に
係

る
政

府
出

資
金

の
不

要
額

（
1
2
3億

8
3百

万
円

）
の

平
成

2
5年

12
月

ま
で

の
国

庫
納

付

農
業

融
資

資
金

業
務

に
つ

い
て

農
業
融

資
資

金
業

務
に

つ
い

て
農

業
融

資
資

金
業

務
に

つ
い

て
「

平
成

2
3
年

度
決

算
検

査
報

告
」

を
踏

ま
え

、
基

金
協

会
が

そ
の

機
能

を
十

分
に

発
揮

で
き

る
こ

と
を

前
提

と
し
て

も
な

は
、
「

平
成

2
3
年

度
決

算
検

査
報

は
、
「

平
成

2
3
年

度
決

算
検

査
報

は
、
「

平
成

2
3
年

度
決

算
検

査
報

お
不

要
と

見
込

ま
れ

る
と

指
摘

さ
れ

た
額

（
1
2
3
億

8
3
百

万
円

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

の
業

務
運

営
へ

の
影

響
を

考
慮

し

告
」
（

平
成

2
4
年

1
1
月

２
日

会
計

告
」
（

平
成

2
4
年

1
1
月

２
日

会
計

告
」
（

平
成

2
4
年

1
1
月

２
日

会
計

つ
つ

、
2
5
年

10
月

７
日

に
国

庫
納
付

し
た

。

検
査

院
か

ら
国

会
及

び
内

閣
宛
て

検
査

院
か

ら
国

会
及

び
内

閣
宛

て
検

査
院

か
ら

国
会

及
び

内
閣

宛
て

報
告

）
を

踏
ま

え
、

農
業

信
用
基

報
告

）
を

踏
ま

え
、

農
業

信
用

基
報

告
）

を
踏

ま
え

、
農

業
信

用
基

金
協

会
が

そ
の

機
能

を
十

分
に
発

金
協

会
が

そ
の

機
能

を
十

分
に

発
金

協
会

が
そ

の
機

能
を

十
分

に
発

揮
で

き
る

こ
と

を
前

提
と

し
て
も

揮
で

き
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

も
揮

で
き

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
も

な
お

不
要

と
見

込
ま

れ
る

と
指
摘

な
お

不
要

と
見

込
ま

れ
る

と
指

摘
な

お
不

要
と

見
込

ま
れ

る
と

指
摘

さ
れ

た
額

（
1
2
3
億

８
千

３
百

万
さ

れ
た

額
（

1
2
3
億

８
千

３
百

万
さ

れ
た

額
（

1
2
3
億

８
千

３
百

万

円
）

に
つ

い
て

は
、

農
業

信
用
基

円
）

に
つ

い
て

、
農

業
信

用
基

金
円

）
に

つ
い

て
、

農
業

信
用

基
金

金
協

会
の

業
務

運
営

へ
の

影
響
を

協
会

の
業

務
運

営
へ

の
影

響
を

考
協

会
の

業
務

運
営

へ
の

影
響

を
考

考
慮

し
つ

つ
、
国

庫
に
納

付
す
る
。

慮
し
つ
つ
、
国
庫
に
納
付
す
る
。

慮
し

つ
つ

、
国

庫
に

納
付

す
る

。

第
５

そ
の

他
業

務
運

営
に

関
す
る

第
４

そ
の

他
業

務
運

営
に

関
す

る
第

４
そ

の
他

業
務

運
営

に
関

す
る

○
長

期
借

入
金

に
つ

い
て

極
力

有
利
な

条
件

で
の

借
入

れ

重
要

事
項

重
要
事
項

重
要

事
項

25
年

６
月

に
既

存
の

長
期

借
入
金

の
償

還
及

び
借

換
え

（
借

入
期

間
４

年
）

を
行

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
入

札
に
当

た
っ

長
期

借
入

金
の

条
件

長
期
借
入
金
の
条
件

長
期

借
入

金
の
条

件
て

は
、

借
入

金
利

に
加

え
て

借
入

金
額
も

対
象

と
し

た
「

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ

ナ
ル

方
式

」
に

よ
り

極
力

有
利

な
条

件
で
の

借
入

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

長
期
資
金

73
12

,2
31

17
8

24
,6

57
18
8

36
,7

11

短
期
資
金

54
54

1
57

67
3

27
18
8

長
期
資
金

31
8

17
,9
15

31
8

17
,9

15
54
5

27
,2

50

短
期
資
金

7
95

6
7

81
1

3
51
1

特
別
資
金

1
99

－
－

3
24
9

5
1,
78

0
6

1,
97
4

3
93
0

15
3,
55

0
25

5,
74
2

3
1,
40
6

（
単
位
：

件
、
百

万
円
）

25
年

度
貸
付

額
25
年

度
回
収

額
25

年
度
末

貸
付
残

高

漁
業
災
害

補
償
関

係
業
務

農
業
信
用

保
険
業

務

漁
業
信
用

保
険
業

務

農
業
災
害

補
償
関

係
業
務

区
分
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独
立

行
政

法
人

農
林

漁
業
信

独
立

行
政

法
人

農
林

漁
業

信
独

立
行

政
法

人
農

林
漁

業
信

れ
を

図
っ

た
。

用
基

金
法

（
平

成
1
4
年

法
律
第

用
基

金
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
用

基
金

法
（

平
成

1
4
年

法
律

第
な

お
、

1
0
月

に
予

定
し

て
い

た
借
換

（
1
9
億
5
4
百
万

円
）

に
係

る
入
札

に
つ
い
て

は
、
日
本

政
策
金
融

公
庫

か
ら

の
返

還

1
2
8
号

）
第

1
7
条

第
１

項
（

漁
1
2
8
号

）
第

1
7
条

第
１

項
（

漁
1
2
8
号

）
第

1
7
条

第
１

項
（

漁
金

に
よ

り
償

還
が

可
能

で
あ

っ
た

た
め
、

中
止

し
た

。

業
災

害
補

償
法

（
昭

和
3
9
年
法

業
災

害
補

償
法

（
昭

和
3
9
年

法
業

災
害

補
償

法
（

昭
和

3
9
年

法

律
第
1
5
8
号

）
第

1
9
6条

の
1
1第

律
第

1
5
8
号
）

第
1
9
6
条
の
1
1
第

律
第

1
5
8
号

）
第

1
9
6条

の
1
1第

１
項

又
は

林
業

経
営

基
盤

の
強

１
項
又

は
林

業
経

営
基

盤
の

強
１

項
又

は
林

業
経

営
基

盤
の

強

化
等

の
促

進
の

た
め

の
資

金
の

化
等
の

促
進

の
た

め
の

資
金

の
化

等
の

促
進

の
た

め
の

資
金

の

融
通

等
に

関
す

る
暫

定
措

置
法

融
通
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
融

通
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法

（
昭
和

5
4
年

法
律

第
5
1
号

）
第

（
昭

和
5
4
年

法
律

第
5
1
号
）

第
（

昭
和

5
4
年

法
律

第
5
1
号

）
第

７
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

７
条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
７

条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え

て
適

用
す

る
場

合
）

の
規

定
に

て
適
用

す
る

場
合

）
の

規
定

に
て

適
用

す
る

場
合

）
の

規
定

に

基
づ

き
、

信
用

基
金

が
長

期
借

基
づ
き

、
信

用
基

金
が

長
期

借
基

づ
き

、
信

用
基

金
が

長
期

借

入
金

を
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

入
金
を

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
入

金
を

す
る

に
当

た
っ

て
は

、

市
中

の
金

利
情

勢
等

を
考

慮
市

中
の

金
利

情
勢

等
を

考
慮

市
中

の
金

利
情

勢
等

を
考

慮

し
、

極
力

有
利

な
条

件
で

の
借

し
、
極

力
有

利
な

条
件

で
の

借
し

、
極

力
有

利
な

条
件

で
の

借

入
れ
を

図
る

。
入
れ
を
図
る
。

入
れ

を
図

る
。

第
５

予
算

（
人

件
費

の
見

積
り

を
第

５
予

算
（

人
件

費
の

見
積

り
を

１
経

費
(業

務
経

費
及

び
一

般
管

理
費

)
節
減

に
係

る
取

組

含
む
。
）
、

収
支
計

画
及

び
資

金
含

む
。
）
、

収
支

計
画

及
び

資
金

○
事

業
費

総
額

（
保

険
金

、
代

位
弁
済

費
、

回
収

奨
励

金
、

求
償

権
管
理

回
収
助
成

及
び
求
償

権
回
収
事

業
委

託
費

）
に

つ

計
画

計
画

い
て

は
、

8
2
億

5
2百

万
円

の
支

出
で

あ
り

、
2
4
年
度

予
算

対
比

で
4
7
.9

％
の
削

減
と

な
っ

た
。

一
般

管
理

費
（

人
件
費

、
租

【
別
紙
】

【
別
紙

】
税

公
課

及
び

特
殊

要
因

に
よ

り
増

減
す

る
経

費
を

除
く
。
）

に
つ

い
て

は
、

３
億

3
5
百

万
円

の
支

出
で

あ
り

、
支

出
削

減
の

取
組

目
標

の
設

定
や

予
算

執
行

の
適

正
な

期
中

管
理

等
に

よ
り

24
年

度
予

算
対

比
で

42
.
5
％
の

削
減

と
な

っ
た

。

２
予

算
、

収
支

計
画

及
び

資
金

計
画
の

執
行

管
理

状
況

（
実

績
、

関
連
す

る
業
務
の

状
況
、
予

算
決
定
方

式
等

）

○
当

期
損

益
は

、
法

人
全

体
で

1
7
億
8
2
百
万

円
の

当
期

総
利

益
を

計
上
し

、
利
益
剰

余
金
は
1
5
7
億
6
6
百
万

円
と

な
っ
た

。

こ
れ

を
勘

定
ご

と
に

み
る

と
、
農

業
信

用
保

険
勘

定
で

は
、

畜
産

関
係

の
対

策
が

実
施

さ
れ

た
こ

と
等

に
よ

り
、
保

険
金

の
支

払
額

が
減

少
基

調
で

推
移

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
政

府
事

業
交

付
金

の
収

益
化

を
加

味
し

た
業

務
収

支
は

約
2
0億

円
の

黒
字

と
な

っ
た

。
し

か
し

な
が

ら
、

責
任

準
備

金
に

つ
い

て
、

相
当

程
度

の
実

績
デ

ー
タ

の
蓄

積
に

伴
い

、
よ

り
精
緻

な
見

積
り

が
可

能
と

な
っ

た
た

め
見

積
り

方
法

の
変

更
を

行
い

、
同

準
備

金
繰

入
を

41
億

44
百

万
円

計
上

し
た

こ
と

等
に
よ

り
19

億
51
百

万
円

の
当

期
純

損
失

を
計

上
し
た

。
こ

の
損

失
に

つ
い

て
は

、
前

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
を

同
額

取
り
崩

し
て

充
て

た
。

林
業

信
用

保
証

勘
定

で
は

、
保

証
債

務
に

係
る

償
還

額
の

増
加

に
伴
い

保
証
債
務

残
高
が
減

少
し
た
こ

と
か

ら
、

保
証

債

務
損

失
引

当
金

の
戻

入
れ

が
生

じ
た

こ
と

等
に

よ
り

、
1
7
億
7
7
百
万

円
の

当
期

総
利

益
を

計
上

し
た

。
こ

れ
に

よ
り
、

繰
越

入
札

銀
行

数
国

債
利

率
長

プ
ラ
利

率

上
期

借
入

な
し

－
－

－
－

－

下
期

24
.1

0.
15

1,
48
3百

万
円

0.
13

7%
19

社
0.
13

5%
1.

25
%

上
期

25
.0

6.
18

76
1百

万
円

0.
22

5%
9社

0.
22

5%
1.

30
%

下
期

借
入

な
し

－
－

－
－

－

（
注

）
1.

国
債

利
率

は
５

年
物
、

残
存

４
年

程
度

。

  
2.
  

借
入

利
率

は
平

均
借
入

利
率

。

25
年
度

24
年
度区

分
借
入

時
期

借
入
金

額
借

入
利
率

（
参
考

）

24
年
度

25
年
決

算
増
減
率

区
分

予
算
(Ａ

)
実
績

(Ｂ
)

(Ｂ
－
Ａ
)÷

Ａ
24

年
度
決
算

増
減

率

(Ｃ
)

(Ｂ
－
Ｃ

)÷
Ｃ

事
業
費

15
,8
23

8,
25
2

△
 4
7.
9%

8,
88
5

△
 7

.1
%

一
般
管
理

費
58
2

33
5

△
 4
2.
5%

41
2

△
 1

8.
7%

（
単

位
：
百
万

円
）

（
参

考
）
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欠
損

金
３

億
66
百

万
円

は
解

消
さ
れ

、
利

益
剰

余
金

14
億

1
1百

万
円

の
計

上
と

な
っ

た
。

漁
業

信
用

保
険

勘
定

で
は

、
震

災
関

係
の

求
償

債
務

者
の

大
半

が
事
業

継
続
者
で

あ
り
、
事

業
収
入
を

原
資

と
す

る
回

収

金
が

増
加

し
た

こ
と

等
に

よ
り

、
政

府
事

業
交

付
金

の
収

益
化

を
加

味
し

た
業

務
収

支
は

約
９

億
円

の
黒

字
と

な
っ
た

。
し

か
し

な
が

ら
、

責
任

準
備

金
に

つ
い

て
、

相
当

程
度

の
実

績
デ

ー
タ

の
蓄

積
に

伴
い

、
よ

り
精

緻
な

見
積

り
が

可
能
と

な
っ

た
た

め
見

積
り

方
法

の
変

更
を

行
い

、
同

準
備

金
繰

入
を

1
2億

69
百

万
円

計
上

し
た

こ
と

等
に

よ
り

１
億

46
百

万
円
の

当
期

純
損

失
を

計
上

し
た

。
こ

の
損

失
に

つ
い

て
は

、
前

中
期

目
期

間
繰

越
積

立
金

を
同

額
取

り
崩

し
て

充
て

た
。

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

で
は

、
退

職
給

付
引

当
金

が
戻

入
と

な
っ
た

こ
と
及
び

一
般
管
理

費
の
減
少

等
に

よ
り

、
５

百

万
円

の
当

期
総

利
益

を
計

上
し

た
。

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

で
は

、
貸

付
金

利
息

収
入

の
減

少
等

に
よ
り

、
４
百
万

円
の
当
期

純
損
失
を

計
上

し
た

。
こ

の

た
め

、
前

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
を

同
額

取
り

崩
し

て
充

て
た

。

こ
の

結
果

、
利

益
剰

余
金

は
、
農
業

信
用

保
険

勘
定

で
は

10
0
億

20
百
万

円
、
林
業

信
用

保
証

勘
定

で
は

14
億

11
百
万

円
、

漁
業

信
用

保
険

勘
定

で
は

4
0億

71
百

万
円

、
農

業
災

害
補

償
関

係
勘

定
で

は
１

億
1
2
百
万

円
、

漁
業

災
害

補
償

関
係
勘

定
で

は
１

億
5
2
百

万
円

と
な

っ
た

。

○
林

業
信

用
保

証
勘

定
に

お
い

て
損
益

計
算

に
よ

り
生

じ
た

利
益

は
、
前

年
度
か
ら

繰
り
越
し

た
損
失
を

う
め

、
残

額
を

積

立
金

と
し

て
計

上
し

た
。

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

に
お

い
て

損
益

計
算

に
よ

り
生

じ
た

利
益

に
つ

い
て

は
、

積
立
金

と
し

て
計

上
し

た
。

な
お

、
両

勘
定

と
も

目
的

積
立

金
を

計
上

し
な

か
っ

た
が

、
こ

れ
は

、
事

故
等

の
発

生
に

よ
っ

て
生
じ

た
損

失
の

補
て

ん
に

充
て

る
必

要
が

あ
る

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。

○
信

用
基

金
に

お
け

る
有

価
証

券
の
運

用
方

針
、

運
用

管
理

体
制

等
は
、

余
裕
金
運

用
管
理
要

領
（
理
事

長
決

裁
）

に
基

づ

い
て

実
施

し
て

お
り

、
主

な
内

容
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

①
社

債
に

関
す

る
投

資
適

格
基
準

は
、
余

裕
金

運
用

管
理

要
領

で
指

定
す

る
格

付
機

関
（

以
下
「

格
付
機

関
」
と
い

う
。
）

の
す

べ
て

の
格

付
け

が
シ

ン
グ
ル

Ａ
マ

イ
ナ

ス
以

上
と

し
、

１
発
行

体
当
た
り

の
保
有
限

度
額
は
、

各
勘

定
の

債
券

運

用
総

残
高

の
５

％
相

当
額

以
内
で

、
１

回
１

銘
柄

当
た

り
の

取
得
限

度
額
は
５

億
円
を
上

限
。

②
運

用
役

と
し

て
、

1
0
年

を
超
え

る
債

券
の

購
入

決
定

は
理

事
長
が

、
そ
れ
以

外
の
運
用

事
務
を
副

理
事

長
又

は
総

括

理
事

等
が

担
当

。

③
運

用
役

は
、

保
有

債
券

に
つ
い

て
、

毎
月

末
の

格
付

け
及

び
時
価

並
び
に
変

動
利
付
債

の
利
率
算

定
の

基
礎

と
な

る

長
期

金
利

及
び

短
期

金
利

の
水
準

を
確

認
し

、
著

し
い

下
落

の
あ
っ

た
も
の
に

つ
い
て
必

要
な
対
応

を
検

討
。

④
余

裕
金

運
用

委
員

会
（

構
成
：

総
括

理
事

、
財

務
担

当
理

事
等
）

が
運
用
状

況
実
績
を

検
証
。

⑤
早

期
警

戒
対

応
と

し
て

、
運

用
監

理
役

は
、

保
有

債
券

の
う

ち
時

価
が

1
0
0
円

未
満

又
は

格
付

機
関

の
い

ず
れ

か
の

格
付

け
が

ト
リ

プ
ル

Ｂ
プ

ラ
ス
以

下
の

銘
柄

を
対

象
に

、
日

々
の
価

格
及
び
格

付
け
の
動

向
を
確
認

し
、

理
事

長
等

に

報
告

。

⑥
格

付
機

関
の

い
ず

れ
か

の
格
付

け
が

ト
リ

プ
ル

Ｂ
フ

ラ
ッ

ト
以
下

の
水
準
に

な
っ
た
と

き
、
時
価

が
取

得
価

額
に

比

区
分

農
業
信

用
保

険
勘

定
林
業

信
用

保
証

勘
定

漁
業

信
用

保
険

勘
定

農
業
災

害
補

償
関
係

勘
定

漁
業

災
害

補
償
関

係
勘

定
合

計

当
期

損
益

-
  
  

  
  
 

1,
77
7

-
  

  
  

  
 

5
-

  
  
  

  
 

1,
78

2

利
益

剰
余

金
10

,0
20

1,
41
1

4,
07

1
11
2

15
2

15
,7

66

（
単
位

：
百

万
円

）
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べ
て

５
％

以
上

下
落

し
た

と
き
又

は
変

動
利

付
債

の
表

面
利

率
に
著

し
い
下
落

が
あ
っ
た

と
き
は
、

運
用

役
が

必
要

な

対
応

措
置

を
検

討
。

更
に

、
下
落

し
た

と
き

は
、

余
裕

金
運

用
委
員

会
に
理
事

長
及
び
副

理
事
長
の

出
席

を
求

め
、

同

委
員

会
で

必
要

な
対

応
措

置
を
検

討
。

第
６

短
期
借
入
金
の
限
度
額

第
６

短
期

借
入

金
の

限
度
額

○
中

期
計

画
に

定
め

た
限

度
額

の
範
囲

内
で

借
入

れ

中
期

目
標

期
間

中
の

短
期

借
平

成
2
5
年

度
の

短
期

借
入

金

入
金
は

、
農

業
災

害
補

償
関

係
は

、
農

業
災

害
補

償
関

係
勘

定
（

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

）

勘
定

に
お

い
て

1
,
2
2
0
億

円
、

に
お

い
て

1
,
2
2
0
億

円
、

漁
業

農
業

共
済

団
体

に
対

す
る

貸
付

原
資
と

す
る

た
め

、
2
5
年
７

月
に

１
件
、

２
億
円
の

短
期
借
入

れ
を
行
っ

た
。

な
お

、
こ

の

漁
業
災

害
補

償
関

係
勘

定
に

お
災

害
補

償
関

係
勘

定
に

お
い

て
短

期
借

入
れ

は
、

中
期

計
画

に
定

め
る

限
度

額
（

1
,
2
2
0
億

円
）

の
範

囲
内

で
あ

っ
た

（
な

お
、

全
額

を
年

度
内

に
償

還
し

た

い
て
1
10
億

円
を
限

度
と
す

る
。

1
10
億

円
を

限
度

と
す

る
。

こ
と

か
ら

、
３

月
末

の
借

入
金

残
高

は
な

い
）
。

（
想
定
さ

れ
る
理

由
）

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

及
（

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

）

び
漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

に
実

績
な

し
。

お
け
る

一
時

的
に

不
足

す
る

貸

付
原
資
を
調
達
す
る
た
め
。

第
７

不
要

財
産

又
は

不
要

財
産

と
第

７
不

要
財

産
又

は
不

要
財

産
と

○
農

業
融

資
資

金
業

務
に

係
る

政
府
出

資
金

の
不

要
額

（
1
2
3億

8
3百

万
円

）
の

平
成

2
5年

12
月

ま
で

の
国

庫
納

付

な
る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
財

産
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
財

産
｢
平

成
2
3
年

度
決

算
検

査
報

告
」

を
踏

ま
え

、
基

金
協

会
が

そ
の

機
能

を
十

分
に

発
揮

で
き

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
も

な

の
処
分
に
関
す
る
計
画

の
処

分
に

関
す
る

計
画

お
不

要
と

見
込

ま
れ

る
と

指
摘

さ
れ

た
額

（
1
2
3
億

8
3
百

万
円

）
に

つ
い

て
、

基
金

協
会

の
業

務
運

営
へ

の
影

響
を

考
慮

し

農
業

融
資

資
金

業
務

に
つ

い
農

業
融

資
資

金
業

務
に

つ
い

つ
つ

、
2
5
年

10
月

７
日

に
国

庫
納
付

し
た

。

て
は

、
「

平
成

2
3
年

度
決

算
検

て
は

、
「

平
成

2
3
年

度
決

算
検

査
報

告
」
（

平
成

2
4
年

1
1
月

２
査

報
告

」
（

平
成

2
4
年

1
1
月

２

日
会
計

検
査

院
か

ら
国

会
及

び
日

会
計

検
査

院
か

ら
国

会
及

び

内
閣
宛

て
報

告
）

を
踏

ま
え

、
内

閣
宛

て
報

告
）

を
踏

ま
え

、

農
業
信

用
基

金
協

会
が

そ
の

機
農

業
信

用
基

金
協

会
が

そ
の

機

能
を
十

分
に

発
揮

で
き

る
こ

と
能

を
十

分
に

発
揮

で
き

る
こ

と

を
前
提

と
し

て
も

な
お

不
要

と
を

前
提

と
し

て
も

な
お

不
要

と

見
込
ま

れ
る

と
指

摘
さ

れ
た

額
見

込
ま

れ
る

と
指

摘
さ

れ
た

額

（
1
2
3
億

８
千

３
百

万
円

）
に

（
1
2
3
億

８
千

３
百

万
円

）
に

つ
い
て

、
農

業
信

用
基

金
協

会
つ

い
て

、
農

業
信

用
基

金
協

会

の
業
務

運
営

へ
の

影
響

を
考

慮
の

業
務

運
営

へ
の

影
響

を
考

慮

し
つ

つ
、

平
成

2
5
年
1
2
月
ま

で
し

つ
つ

、
平

成
2
5
年

1
2
月

ま
で

に
金
銭

に
よ

り
国

庫
に

納
付

す
に

金
銭

に
よ

り
国

庫
に

納
付

す

る
。

る
。

第
８

重
要

な
財

産
の

譲
渡

等
に

関

す
る
計
画

予
定
な
し

第
９

剰
余
金
の
使
途

○
目

的
積

立
金

を
積

み
立

て
て

い
な
い

こ
と

か
ら

、
2
5
年
度

実
績

な
し
。
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農
林

漁
業

金
融

の
セ

ー
フ

テ

ィ
・
ネ

ッ
ト

機
関

と
し

て
の

役

割
の
向

上
の

た
め

、
人

材
の

育

成
・
研

修
、

情
報

シ
ス

テ
ム

の

充
実
等
の
使
途
に
使
用
。

第
10

そ
の

他
主

務
省

令
で

定
め

る
第

８
そ

の
他

主
務

省
令

で
定

め
る

業
務
運
営
に
関
す
る
事
項

業
務

運
営

に
関
す

る
事
項

１
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計

画

予
定
な
し

２
職

員
の

人
事

に
関

す
る

計
画

（
人

員
及

び
人

件
費

の
効

率
化

に

関
す
る
目
標
を
含
む
。
）

(
1)

方
針

農
林
漁

業
金

融
を

め
ぐ

る
情

勢

の
変

化
に

即
応

し
て

、
信

用
基

金

の
業

務
の

円
滑

な
実

施
を

担
う

こ

と
が

で
き

る
人

材
を

確
保

す
る

た

め
、

職
員

に
対

す
る

各
種

研
修

を

効
果

的
に

実
施

し
て

い
く

と
と

も

に
、

高
度

な
専

門
知

識
を

有
す

る

職
員
を
採
用
す
る
。

ま
た
、

業
務

の
質

や
量

に
対

応

し
た

適
切

な
人

員
配

置
を

実
現

す

る
。

(
2)

人
員
に
関
す
る
指
標

１
人

員
に

関
す

る
指

標

期
末
の

常
勤

職
員

数
は

、
期

初
○

中
期

計
画

期
末

の
常

勤
職

員
の

見
込

み
（

1
1
3
名

）
を

踏
ま

え
、

業
務

体
制

、
退

職
者

数
及

び
そ

れ
を

補
う

新
規

採
用

者

を
上
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

数
等

を
勘

案
し

た
。

2
5年

度
は

３
名

を
採

用
し

た
。

（
参

考
１

）
期

初
の

常
勤

職
員

数

1
13

名

（
参

考
２

）
中

期
目

標
期

間
中

の

人
件

費
総

額
見

込
み

5
,3

00
百
万
円

た
だ
し

、
上

記
の

額

は
、

役
員

報
酬

並
び

に

職
員

基
本

給
、

職
員

諸

手
当

及
び

超
過

勤
務

手
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当
に

相
当

す
る

範
囲

の

費
用
で

あ
る

。

(
3
)

人
材

の
確

保
及

び
養

成
に
関

す
１

人
事

に
関

す
る
計

画
２

人
材

の
確

保
及

び
養

成

る
計
画

①
人
材
の
確
保

(
1)

人
材

の
確

保
(1
)

専
門

性
を

有
す

る
人

材
の

確
保

金
融
、

保
険

業
務

等
の

分
野

に
金

融
、

保
険

業
務

等
の

分
野

に
○

金
融

機
関

に
お

い
て

資
産

査
定

等
に

精
通

し
融

資
業

務
等

の
経

験
も
有

す
る
外
部

登
用
者
や

再
雇
用
職

員
の

専
門

知
識

・

お
い

て
高

度
な

専
門

性
を

有
す

る
お

い
て

高
度

な
専

門
性

を
有

す
る

経
験

を
生

か
し

た
配

置
等

を
行

っ
た

。
外

部
登

用
者

や
再

雇
用

職
員

は
、

豊
富

な
キ

ャ
リ

ア
を

生
か

し
指

導
的

役
割
を

果
た

民
間

企
業

等
の

人
材

を
採

用
す

人
材

の
確

保
に

努
め

る
。

し
て

い
る

。

る
。

ま
た

、
適

切
な

人
事

管
理

の

構
築

等
を

通
じ

た
魅

力
あ

る
就

業

環
境

の
形

成
に

よ
り

、
人

材
の

確

保
を
行
う
。

②
人
材
の
養
成

(
2)

人
材

の
養

成
(2
)

専
門

性
の

育
成

に
配

慮
し

た
人

事
管

理

個
々
の

職
員

の
専

門
性

の
育

成
個

々
の

職
員

の
専

門
性

の
育

成
○

同
一

ポ
ス

ト
に

長
期

に
在

籍
す

る
職

員
に

考
慮

し
つ

つ
、

日
常

の
業
務

及
び
研
修

に
よ
る
能

力
向
上
、

適
性

の
見

極
め

を

に
配

慮
し

た
人

事
管

理
を

行
う

と
に

配
慮

し
た

人
事

管
理

を
行

う
と

行
い

、
適

材
適

所
の

配
置

を
行

う
人

事
管
理

を
実
施
し

た
。

と
も

に
、

職
員

に
対

す
る

研
修

制
と

も
に

、
職

員
に

対
す

る
研

修
制

度
の

充
実

等
に

よ
り

、
民

間
企

業
度

の
充

実
等

に
よ

り
、

民
間

企
業

(3
)

研
修

制
度

の
充

実

等
か

ら
採

用
し

た
人

材
の

専
門

的
等

か
ら

採
用

し
た

人
材

の
専

門
的

○
研

修
に

よ
り

職
員

の
能

力
向

上
を
図

っ
た

上
で

、
勤

務
実

績
等

を
踏
ま

え
、
適
材

適
所
の
人

事
配
置
に

努
め

て
い

る
。

な
知

見
を

速
や

か
に

共
有

さ
せ

、
な

知
見

を
速

や
か

に
共

有
さ

せ
、

専
門

性
の

高
い

人
材

の
早

期
育

成
専

門
性

の
高

い
人

材
の

早
期

育
成

を
図
る
。

を
図

る
。

３
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
事

項
２

積
立

金
の

処
分
に

関
す
る

事
項

３
積

立
金

の
処

分
に

関
す

る
事

項

各
勘
定

の
前

中
期

目
標

期
間

繰
各

勘
定

の
前

中
期

目
標

期
間

繰
○

農
業

信
用

保
険

勘
定

、
漁

業
信

用
保
険

勘
定

及
び

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

に
計

上
の

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

は
、

越
積

立
金

は
、

そ
れ

ぞ
れ

農
業

信
越

積
立

金
は

、
そ

れ
ぞ

れ
農

業
信

農
業

信
用

保
険

勘
定

に
お

け
る

当
期

純
損

失
1
9
億
5
1
百
万

円
、

漁
業

信
用

保
険

勘
定

に
お

け
る

同
１

億
4
6
百
万

円
及
び

漁
業

用
保

険
業

務
、

漁
業

信
用

保
険

業
用

保
険

業
務

、
漁

業
信

用
保

険
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

に
お

け
る

同
４

百
万

円
の

補
て

ん
に

充
て

た
。

務
、

農
業

災
害

補
償

関
係

業
務

及
務

、
農

業
災

害
補

償
関

係
業

務
及

な
お

、
農

業
災

害
補

償
関

係
勘

定
に

計
上

の
同

積
立

金
に

つ
い

て
は
、

同
勘
定
が

当
期
純
利

益
５
百
万

円
を

計
上

し
た

こ

び
漁

業
災

害
補

償
関

係
業

務
に

充
び

漁
業

災
害

補
償

関
係

業
務

に
充

と
か

ら
積

立
金

の
処

分
を

行
っ

て
い

な
い

。

て
る
こ
と
と
す
る
。

て
る

こ
と

と
す

る
。
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１
．

平
成

２
５

事
業

年
度

予
算

及
び

決
算

 （
１
）

収
入

（
単

位
：

百
万

円
）

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

4,
07

3
 

3,
57
8

 
52
8

52
8

78
0

78
0

 
2,

76
4

2,
26
9

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

65
 

30
 

- 
 

- 
 

65
30

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

58
0

 
58
0

 
- 

 
- 

 
58
0

58
0

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

10
 

39
 

- 
 

- 
 

10
39

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

15
 

- 
 

- 
 

- 
 

15
- 

 
0

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13
7,
38

4
 

73
,2

01
 

33
,1
65

31
,7

15
9,

88
2

12
,7
90

 
22
,1

28
20

,7
36

 
55
,1

56
1,

98
3

 
17
,0
53

 
5,

97
7

 

1,
59

0
 

1,
50
9

 
61
0

53
6

36
5

35
2

 
56
4

57
5

 
51

44
 

1
 

2
 

71
,9
71

 
96
1

 
- 

 
- 

 
2,

92
6

76
1

 
- 

 
- 

 
53
,4

06
20
0

 
15
,6
39

 
- 

 

29
 

18
 

26
10

3
1

  
  
  

 
0

7
  

  
  
 

- 
  

  
  

0
 

0
  

  
  

 
- 

 

21
5,
71

8
 

79
,9

16
 

34
,3
29

32
,7

90
 

14
,6
26

15
,3
34

 
25
,4

57
23

,5
87

 
10
8,
61

3
2,

22
7

 
32
,6
93

 
5,

97
9

 

 （
２
）

支
出

（
単

位
：

百
万

円
）

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

予
算

決
算

20
6,
95

9
 

54
,8

55
 

26
,4
79

17
,9

32
 

15
,1
73

10
,7
44

 
23
,5

47
20

,6
49

 
10
9,
11

1
1,

98
0

 
32
,6
49

3,
55
0

 

1,
79

0
 

1,
43
2

 
77
9

59
6

 
50
5

44
4

 
39
6

30
2

 
62

56
 

48
34

 

直
接

業
務

費
30

0
 

14
1

 
17
8

86
 

71
27

 
44

26
 

5
1

 
3

0
 

管
理

業
務

費
26

6
 

20
3

 
94

65
 

75
82

 
75

42
 

12
8

 
10

6
 

人
件

費
1,
22

3
 

1,
08
7

 
50
7

44
6

 
35
9

33
5

 
27
8

23
3

 
45

46
 

35
27

 

20
8,
74

9
 

56
,2

87
 

27
,2
58

18
,5

28
 

15
,6
78

11
,1
89

 
23
,9

43
20

,9
51

 
10
9,
17

3
2,

03
6

 
32
,6
97

3,
58
3

 

農
業
信

用
保
険

勘
定

林
業

信
用

保
証

勘
定

漁
業

信
用

保
険
勘

定
農

業
災

害
補

償
関

係
勘

定
漁

業
災

害
補

償
関

係
勘

定

合
計

農
業
信

用
保
険

勘
定

林
業

信
用

保
証

勘
定

漁
業

信
用

保
険
勘

定
農

業
災

害
補

償
関

係
勘

定
漁

業
災

害
補

償
関

係
勘

定
総

計
科

目

科
目

総
計

合
計

運 営 経 費

事
業

費

一
般

管
理

費

借
入

金

そ
の

他
の

収
入

受
入

事
業

交
付

金

運
用

収
入

政
府

補
給

金
受

入

政
府

出
資

金

地
方

公
共

団
体

出
資

金

民
間

出
資

金

事
業

収
入
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２
．

平
成
２

５
事

業
年

度
収

支
計

画
及
び

実
績

 （
１

）
収

益

（
単

位
：

百
万
円

）

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

4,
50

2
 

1,
83

9
 

3,
06
0

 
73
2

 
78

0
50

1
 

66
1

60
6

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

65
 

30
 

- 
 

- 
 

65
30

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

8,
67

4
 

8,
91

1
 

6,
42
4

 
6,

42
3

 
44

6
48

2
 

1,
71

9
1,

98
2

 
26

8
 

60
16

 

1,
58

9
 

1,
50

4
 

60
5

 
53
9

 
36

8
34

6
 

56
5

57
4

 
50

42
 

1
2

 

86
2

 
2,

37
0

 
- 

 
21
6

 
86

2
 

2,
14

2
 

- 
 

- 
 

- 
 

2
 

- 
 

9
 

10
 

7
 

7
 

6
 

3
1

 
0

- 
 

- 
 

0
 

0
- 

 

- 
 

2,
10

1
 

- 
 

1,
95
1

 
- 

 
- 

 
- 

 
14

6
 

- 
 

- 
 

- 
 

4
 

3,
41

0
 

- 
 

2,
87
2

 
- 

 
21

9
- 

 
31

0
 

- 
 

- 
 

- 
 

10
 

- 
 

19
,1

12
 

16
,7

63
 

12
,9

68
 

9,
86
8

 
2,
74

4
3,

50
3

 
3,

25
5

3,
30

8
 

76
52

 
71

32
 

 （
２

）
費

用

（
単

位
：

百
万
円

）

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

14
,9

78
 

7,
28

4
 

12
,1

18
 

5,
15
9

 
20

44
5

 
2,

84
0

1,
68

0
 

0
- 

 
0

- 
 

1,
84

4
 

1,
33

1
 

80
2

 
51
8

 
51

4
43

1
 

41
1

30
5

 
63

46
 

54
32

 

直
接

業
務

費
29

8
 

13
1

 
17
8

 
86

 
71

26
 

41
18

 
5

1
 

3
0

 

管
理

業
務

費
25

0
 

20
1

 
80

 
62

 
75

82
 

73
42

 
11

8
 

10
6

 

人
件

費
1,

29
7

 
99

8
 

54
4

 
37
0

 
36

9
32

2
 

29
6

24
5

 
46

36
 

41
25

 

56
 

55
 

48
 

46
 

3
3

 
4

4
 

1
1

 
0

0
 

92
 

30
 

- 
 

- 
 

65
30

 
- 

 
- 

 
10

0
 

17
- 

 

2,
11

6
 

6,
27

9
 

- 
 

4,
14
4

 
2,
11

6
81

7
 

- 
 

1,
31

8
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

25
 

1
 

- 
 

1
 

25
 

0
 

- 
 

0
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1
 

- 
 

1
 

- 
 

0
 

- 
 

0
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

25
 

- 
 

- 
 

- 
 

25
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,
78

2
 

- 
 

- 
  

  
  

- 
 

1,
77

7
 

- 
 

- 
 

2
 

5
 

- 
 

- 
 

19
,1

12
 

16
,7

63
 

12
,9

68
 

9,
86
8

 
2,
74

4
 

3,
50

3
 

3,
25

5
 

3,
30

8
 

76
 

52
 

71
 

32
 

（
注

）
収

支
計

画
は
、

予
算

ベ
ー
ス

で
作

成
し
た

。

漁
業

信
用
保

険
勘

定
総

計

政
府

補
給

金
収

入

財
務

費
用

当
期

総
損

失

農
業
信

用
保

険
勘
定

前
中
期

目
標
期

間
繰
越

積
立

金
取
崩

額

雑
益

合
計

科
目

事
業

費

総
計

臨
時

損
失

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

損

一
般

管
理

費
経 常 費 用経 常 収 益

引
当

金
等

戻
入

財
務

収
益

合
計

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

国
庫

納
付

金

当
期

総
利

益

引
当

金
等

繰
入

農
業
信

用
保

険
勘
定

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

林
業

信
用

保
証

勘
定

政
府

事
業

交
付

金
収

入

事
業

収
入

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

科
目

林
業

信
用

保
証

勘
定

漁
業

信
用
保

険
勘

定

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定
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３
．

平
成

２
５

事
業

年
度

資
金

計
画

及
び

実
績

 （
１
）

収
入

（
単

位
：

百
万

円
）

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

14
3,

06
6

 
78

,3
58

 
34
,2

69
 

32
,7

98
 

11
,0
93

13
,9

71
 

25
,4

58
23

,5
87

 
55
,1

93
2,

02
3

 
17

,0
54

5,
97

9
 

91
 

25
 

55
 

- 
 

16
21

7
- 

 
14

4
 

- 
 

- 
 

72
,5

95
 

1,
59
1

 
19

 
4

 
3,

53
1

1,
38

0
 

0
7

 
53
,4

06
20

0
 

15
,6
39

- 
 

14
1,

96
2

 
14

7,
68
4

 
47
,1

21
 

53
,8

63
 

44
,0
28

43
,4

71
 

47
,9

94
45

,4
08

 
2,

07
9

2,
69

1
 

74
0

2,
25

1
 

35
7,

71
5

 
22

7,
65
8

 
81
,4

63
 

86
,6

65
 

58
,6
67

58
,8

43
 

73
,4

59
69

,0
03

 
11
0,

69
2

4,
91

7
 

33
,4
33

8,
23

0
 

 （
2）

支
出

（
単

位
：

百
万

円
）

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

13
6,

85
0

 
53

,2
27

 
27
,2

83
18

,5
61

12
,7
77

8,
28

1
 

23
,9

60
20

,9
60

 
55
,7

70
1,

83
9

 
17

,0
61

3,
58

6
 

16
 

15
 

14
6

1
 

- 
 

1
9

 
1

- 
 

0
- 

 

84
,3

54
 

15
,5

09
 

12
,3

83
 

12
,3

83
 

2,
92
6

2,
92

6
 

- 
 

- 
 

53
,4

06
20

0
 

15
,6
39

- 
 

13
6,

49
4

 
15

8,
90
7

 
41
,7

83
55

,7
15

42
,9
64

47
,6

36
 

49
,4

98
48

,0
34

 
1,

51
6

2,
87

8
 

73
4

4,
64

4
 

35
7,

71
5

 
22

7,
65
8

 
81
,4

63
86

,6
65

 
58

,6
67

58
,8

43
 

73
,4

59
69

,0
03

 
11
0,

69
2

4,
91

7
 

33
,4
33

8,
23

0
 

（
注

）
資
金

計
画

は
、

予
算

ベ
ー

ス
で
作

成
し

た
。

漁
業

信
用
保

険
勘
定

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

農
業
信

用
保
険

勘
定

林
業

信
用

保
証
勘

定
総

計

翌
年

度
へ

の
繰

越
金

合
計

業
務

活
動

に
よ

る
支

出

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

総
計

科
目

合
計

農
業
信

用
保
険

勘
定

林
業

信
用

保
証
勘

定
漁

業
信

用
保

険
勘
定

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

投
資

活
動

に
よ

る
支

出

財
務

活
動

に
よ

る
支

出

科
目

業
務

活
動

に
よ

る
収

入

投
資

活
動

に
よ

る
収

入

財
務

活
動

に
よ

る
収

入

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金
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平
成

２
５

事
業

年
度

業
務

収
支

（
単
位
：
百
万
円
）

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

 政
府
事
業
交
付
金
収
入

4,
44
7

 
1,
78
4

 
3,
06
0

 
73
2

 
72
6

 
44
6

 
66
1

 
60
6

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 事
業
収
入

8,
97
2

 
9,
21
2

 
6,
41
2

 
6,
31
7

 
77
5

 
87
4

 
1,
70
6

 
1,
97
8

 
19

 
9

 
60

 
35

 

 保
険
料
収
入

4,
83
9

 
4,
51
1

 
3,
57
9

 
3,
46
9

 
- 

 
- 

 
1,
26
0

 
1,
04
2

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 回
収
金
収
入

3,
27
9

 
3,
78
4

 
2,
83
3

 
2,
84
8

 
- 

 
- 

 
44
6

 
93
6

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 保
証
料
収
入

43
2

 
36
2

 
- 

 
- 

 
43
2

 
36
2

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 求
償
権
回
収
収
入

34
3

 
51
2

 
- 

 
- 

 
34
3

 
51
2

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 貸
付
金
利
息
収
入

79
 

44
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

19
 

9
 

60
 

35
 

収
益
合
計

13
,4
18

 
10
,9
97

 
9,
47
1

 
7,
04
9

 
1,
50
1

 
1,
32
0

 
2,
36
7

 
2,
58
4

 
19

 
9

 
60

 
35

 

 事
業
費

17
,3
54

 
8,
19
6

 
12
,0
90

 
5,
13
1

 
2,
48
9

 
1,
42
5

 
2,
77
6

 
1,
63
9

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 保
険
金

14
,8
65

 
6,
77
0

 
12
,0
90

 
5,
13
1

 
- 

 
- 

 
2,
77
6

 
1,
63
9

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 代
位
弁
済
費

2,
48
9

 
1,
42
5

 
- 

 
- 

 
2,
48
9

 
1,
42
5

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 財
務
費
用

 支
払
利
息

27
 

0
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10
 

0
 

17
 

- 
 

費
用
合
計

17
,3
81

 
8,
19
6

 
12
,0
90

 
5,
13
1

 
2,
48
9

 
1,
42
5

 
2,
77
6

 
1,
63
9

 
10

 
0

 
17

 
- 

 

収
 支

 差
△
3,
96
3

 
2,
80
1

 
△
2,
61
8

 
1,
91
7

 
△
98
8

 
△
10
5

 
△
40
8

 
94
5

 
9

 
9

 
43

 
35

 

漁
業

災
害

補
償

関
係

勘
定

科
目

総
計

農
業
信
用
保
険
勘
定

林
業
信
用
保
証
勘
定

漁
業
信
用
保
険
勘
定

農
業

災
害

補
償

関
係

勘
定
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